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1995年6月29日、韓国で、ソウルの高級住智也に

ある三豊(サンプン)百貨底の建物が崩壊した。そ

の翌日、マレーシアの首都クアラルンプルの北に

あるゲンティン・ハイランドでは破壊的な土砂崩

れが起きている。ふたつの惨事は、アジアの急速か

っ無謀な開発に起因するものである。

韓国では、建物の崩壊によって貨治人以上の買物

客が負傷し、 7月12日現在で209人か死亡した。 220

人がなお行方不明で、この人災によって4∞人もの

命が失われたとみられており、平時としてはこの国

で最悪の災害になるかもしれない。

1989年に建てられたばかりの建物の崩壊は、腐敗

とお粗末な建築によって引き起こされたと考えら

れている。百貨届の基礎構造に影響を及ぼすような

設計変更の認可に関連して、政府当局者が三豊建設

株式会社から賄賂を受けていたと報じられている。

状況悪化の徴侯は、崩壊の数日前に最上階¢壁や

天井の亀裂として現われていた。経営トッフ包は、危

険を知っていたにもかかわらず、モ←ルの閉鎖はお

ろか警告を発することもせずに放置していたので

ある。後に、ある三豊当局者は、たぶん、より少な

い補償を受け入れさせようと説得するためであろ

うが、被災者の関係者を装って、嘆き悲しむ家族た

ちのリーダーになろうとすらした。E体がばれたと

きに、彼は、激怒した被災者の家族たちによって打

ちのめされた。

三豊のオーナーのリ・ジユンと彼の息子を含む

百貨庖の4人の幹部が、数人の政府当局者と同じく

道輔された。企業誘王営者が過失により告発されたと

はいえ、罰則はわずか3∞万ウォン(約4,目刃米ドル)

の罰金または3年以上の懲役刑というものである。

マレーシアでは、 1995年6月 30日の土砂崩れによ

って、死者21人、 23人が負傷のため病院に運ばれ、

歴史上最悪のものとなった。環境問題専門家たち

は、この災害は山腹のリゾート地帯の乱開発による

ものだと非難した。

残念ながら、これらの悲劇はアジアにおいては珍

しいことではない。アジア独特の新興工業国

(NIC s) のひとつである韓国だけでも、1切4年10月

以来、ラッシュアワ←時のソウル市内の橋の崩壊と

2件のガス爆発事故ーI件はソウル、もうl件は大郎

によって、 150刈Eくの人々が殺されている。評

論家は、この災害の頻発はより急速な開発を求める

国家の欲望によるものだとし、朝鮮日報は韓国は

「災害の王国」であると書いた。

東南アジアで浮上中の悶Cであるマレーシアで

も、 1993年 12月には、別の山腹で 12階建ての高級ア

パートが倒壊し、 7 2人が死亡している。テ自ベロツノt
ーが 18度以上の勾配の斜面での建築を禁じた建築

基準を無視したらしい。また、 6月30 日のちょうど

1週間後には、南部のジョホール州のパヅ田パハッ

トで、団地に接して堆積されていた岩土が暴風雨で

滝のようにEを流れ落ちて25人の人々が命からが

ら逃げ出し、 4戸¢住宅を破壊、 3つの小さな工場に

損害を与えた。 19釘年6月10日には、建築中の建物

の崩壊によって、 Z人の労働者が死亡し2人か重大な
負傷をおった。環境問題の専門家たちは、50度～70

度の勾配の斜面に建物が建てられているベナン島

のように、マレーシアではこれらと同様の話がいつ

新聞記事になってもおかしくないと警告している。

ごれに対するひとつの反応として、労働大臣のサミ

ーベルは、「われわれの国は平らではない。全て

の丘陵をほうっておいたら開発できる土地はきわ

めて少なくなってしまう」と発言している。

隣接した浮上中のN I Cであるタイもまた、命とり

の開発に冒されている。 1993年8月、バンコクの北

東のナコン ラチャシマで、ホテルの倒壊によって

137人カザE亡し、数百人が負傷した。事故の時点で、

3階から6階にかけての7回にわたる違法な拡張工事

1993年5岡市自由タイ ケーダ一夜異工場の火毘

が災害の原因となったと言われている。

以上の事例のほとんと、が、アジアの社会の中では

より裕福な部分に影響を及ぼしていることが興味

深い。例えば、最近の韓国の災害では、大宇自動車

や三星電子のような、いくっかの鞠屈の大企業のト

ップ経営者の妻や血縁者たちが、モールの崩壊によ

って死亡している。

もっとも、労働者層もアジアの災害のサイクルか

ら逃れられているわけではない。タイでホテルが倒

壊する数か月前、パ ト・シンプソン人形を製造し

ている、バンコク近郊の開達(ケーダー)玩具工場
の火災では、 188人の労働者が殺され、 4∞ ~5∞人

あるいはそれ以上の労働者が負傷した。 1993年5月

のこの災害は、世界最悪の工場火災である。

中国もまた同様の災害に連なっている。 I事91年に

は、子供向けの忍者タートルのレインコートを製造

していた、シンエ・レインコート工場の火災で80人

の労働者か死亡。 1992年末の2件の火災事故てヴ1人

か死亡。そして、 1993年 11月、チッコ・プランドの

玩具を製造していた致麗(ジリ)玩具工場の火災で

は、 84人の労働者の命が奪われ、 4 5人の労働者が負

傷した。実際、過去2年間だけで中国では、 1,200人

の人々が労働災害と建築物災害によって死亡して
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おり、これは一国における最悪の言日録である。

タイと中国の工場火災では、事件のほとんどに共

通するパクーンがみられる。労働者は工場の建物の

中に設けられた寄宿舎で寝ていたこと、労働者がそ

の危険性について何も知らないかわずかしか知ら

されていない有毒物質が工場の中に貯蔵されてい

たこと、火の出口は塞がれ、あるいはτッケされ、

窓にもかんぬきがかけられていたこと、また、防火

規別は無視されていたこと、なとやである。

以上の事例が東アジアと東南アジアで起こって

いる問、大陸南部の小地域もこの傾向と無縁ではい

られなかったo例えば、インドのボパールでは、 10

年以上前の1984年12月のガス漏洩事故による死者

や痴青の発生が引き続いている。現在、生存してい

る被災者たちは、適切な医療と補償を得るために、

無責任な官僚制度と腐敗に対して闘わなければな

らない。また、彼らは、いまもなお、アメリカに本

拠を置くユニオン・カーバイド社が地域社会の苦

難に対して責任を果たすよう求めている。

にもかかわらず、別のボパールがインドの他の場

所て起こり得る。 7月初めの新聞は、ボンベイ近く

のタラブール原子力発観庁で、 4月15日に、闘す能

を含んだ水の浄化装置のパイプに漏れがみつかり、

運転を停止したと報じた。しかし、原子力エネルギ

規制委員会によって問題は秘密にされ、少なくと

も4 5日開明らかにされなかった。発電所側もまた、

漏洩は公衆の健康に何の危険ももたらさないとし

て、発電所から約1回のところにあるギパリ村の

1α刃人の住民に警告を発しなかったo しかし、住

民たちは、発電所からの汚染水は地面に浸透して彼

らの飲料水に影響を及ぼすし、水を飲んだ2 0 m !の動

物の死亡の原因であると主張している。

医学専門家は、セシウム 137元素を含んだ原子力

廃棄詩加地下水や地域の井戸、泊に影響を与えてい

ないという公式見解を退ける住民たちの見解に賛

成している。有毒な水は死産、流産や出生児異常及

び白血病や別のタイプのがんを引き起こす可能性

があると警告している。これらの健康上の問題は現

時点では必ずしも明白ではないが、今後はっきりと

してくるだろう。

新聞記事は、当局者は発電所を7月15日に再開さ

せたいと望んでいると伝えた。

アジアの至るところで、これらの「開発」の事例

が、直接的かどうかは別にしても、政府当局とデベ

ロッパーの闇iIれ合い関係を示している。法律や規則

は詩体で、それが存在していたとしても、彼らが無

視するのであれば、弱くて実効性に乏ししこの種

の姿勢や行動を助長している。それはまた、人間と

自然の双方に対する尊敬の欠如によって促進され

ている。アジアの開発によって人々は物理的に押し

つぶされているだけでなく、精神的尊厳を損なわれ

ているのである。アジアのプライオリティを再構成

し、何に価値があるのかよく考えてみる必要があ

る。われわれは、病院のベッドに横たわっている彼

らから、また、被災者の家族たちの苦痛から学ぶこ

とカまできる。

一般には、開発の役割は、人々に奉仕すること、

彼らの生活を改善することだと思われている。もち

ろん、誰のために奉仕するのか、誰の生活を改善す

るのか、という問題が生じるし、前述の事例は、ア

ジアの中では開発の行く先は死なのか、という別の

疑問を提示している。こういう言い方は厳しすぎる

かもしれないが、死は確実に、アジア (L現実の開発

のモデルとイデオロギーの副産物なのである。同様

の災害によって、人々が守E亡し、負傷しているばか

りでなく、多くの労働現場や地域社会に広がってい

る汚染によってゆっくりと殺されつつもある。工場

主たちの利益の追及のために無視し、政府の計画者

が経済の成長に熱中する中で無視されている生産

のための犠詩生なのである。

この地域の開発の抱えるジレンマを解決するた

めの可能性は、草の根の人々、生産者たちを認める

こと、そして、彼らのための計画決定のプロセスと

彼ら自身によって開発が主導されるように、開発の

あり方を変えていくことである。ここ数年間で、新

たな開発のパラダイムを構想することの必要性が、

活動家や底辺の人々に理解されるようになってき

た。ここで紹介したような災害の数々が、アジアが

死につながる開発の追求を再評価するごとを緊急

なものにしているのである。 町内

(抄訳古谷杉郎)凪岨
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“開達"大火と労働者の翻い

タイ@ケーダー労官覇者支援香潜連賭会議
作成のパンフレット iJ'6

以下に紹介するのは、タイ・ケ ダ労働者支援

香港連席会議がl妙4年5月に作成した「“開達"大火

と労働者の闘い』という中国語パンフレットからの

翻訳である。主な内容は以下のとおりで、今回は「世

紀の大火」及び「大火の教郡Ijの部分を紹介する。

・世紀の大火 大火の車五晶/大火の原因

“開達"大火の教訓タイ社会の構造的問題

多イ国籍企業“間違"ーアジア多国籍資本としての

KV“開達"玩具工場¢労働安全衛生ータイ・香

港ー中国

ー付録・中国経済特区 中国経済特区の工業安全

/南中国はアラビアンナイトの世界か?

大火の経過

タイーケーダー(開達)実業は、 5棟のビルを持

ち、そのうち41.車は並立、各棟4階建、各階ごとに2

メート }L帽の通路で連結されている。通路は平時は

閉鎖されているが、荷物運搬の時のみ開けられる。

第I棟と第2燃はケーダーの所有、第3棟と第41.東は泰

九福国際有限公司のものとなっている。ただし、 4

棟で働く労働者は全員、タイ ケーダ公司雇用で

ある。

当日 (1993年5月10日)午後4時頃、労働者たちは

退勤時聞を待ちわびていた。誰一人世紀の大火に遭

遇しようなどと考える者はいなかった。火災が第1

棟の下の階で発生、従前どおり保安要員は現場を確

認し即刻出口を閉鎖しただけで、何ら警報を出さな

かった。生還した労働者の当時の記憶では、管理者

は労働者に仕事を続仔するように命じ、避難させる

考えはなかったO 事特ヰ童、ある人の疑念によれば、

管理者は火災をたいしたものと考えず、「ボヤ」く

らいでは生産を阻害したくなかったのではないか。

火災当日第1棟のl階作業場は、仕事をしていた人

が77名、軟性玩具、人形用のプラスチ、yク材料、布

か積まれていた。 2階は包装部門で、判9名の労働者

古吋乍業中。 3階は人形縫製部門で、 414名が仕事中。

4階はでミシン部門で、たくさんのミシンが置かれ、

4 3 2名の労働者が人形の衣服を縫っているところだ
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った。階下のプラスチ

ックと布は燃えやすく

火勢が速く、労働者を

火の海につつんだ。被

災した労働者の形容で

は、 3、4騎で遭難した

人たちは野外でバーベ

キューにされた焼肉の

ごとき有様だった。

1階と 2階の労働者

は、必:¥9Eで出口に向っ

たが、狭い通路には物

力苛責まれ、 5百余名の人

は一度に避難できなか

った。 3、4階は、まっ

たく下に降りることが

できず、極度¢恐怖と

絶望にかられた。何名

かは窓から飛ひ障りは

じめた。火災の熱によ

り、作業場の桟は階上の重量を支えきれなくなり、

火災発生2扮後に建物の半分は倒壊、階下に逃げの

びたばかりの多くの労働者は、崩れ落ちたコンクリ

ートの下敷になり亡くなった。窓から飛び降りて地

上で亡くなった労働者はさらに多く、その数は焼死

者を上まわった。

大火は急速に他の 3棟にも及び、 2時間足らずで火

勢は手がつけられないほどになった。結局6時間後

にやっと鎮火、とくに前の 3棟の被害が大きかった。

鎮火後、やっと消防隊員は消化活動をはじめるこ

とができたが、彼らの汗主容によると、現場はまさに

「ごの世の地獄」であった。工場近くの労働者もか

けつけ、救出活動に加わった。目撃者によれば、現

場は廃嘘と化し、どこでも凄惨な働突が聞こえ、地

上に横たわっている負傷者は時吟し、焼け焦げた屍

体を泣き叫ぶ肉親や同僚が取り囲んだ。数多くの警

察や軍隊も唖然とし、無表情で焼屍体を次々に包

み、 lか所に積み上げた。

救出活動は何ら大きな成果がなかった。瓦磯の中

からはただ 1人の生存者も発見できず、 3日にわたる

捜索で、百余の屍体を掘り出しただけだった。政府

の関連部門は車lを出し、現場の片づけを行った。瓦

磁の一部は調べないて、運んでしまい、この中に行方

不明者が何人かいたのではないかと信じている人

もいる。

大火で3棟の工場ビルが焼失、生産は停止となり、

会社側は工場建物を閉鎖した。 3千余の労働者は幸

い命は助かったものの、失業という運命からは逃れ

られなかった。

大火のj票圏

α田nL e e kpai首相は、大火後すぐに火災原困を

迅速に調査すると表明した。しかし、 1年たった今

も報告はなされていない。労働団体や労働組合の見

方では、政府は結局は会社側の過失を隠し、みんな

が忘れるのを待ってうやむやにしてしまうのでは

ないか。

ごの見解はまったく根拠のないものではない。大

衆の面前では、タイ政府は、ケーター労留者に同情

を示し、労使の会談者積極的に斡旋し、労働者の立

場に立っているようである。しかし一方、タイ政府

は、“卜蜂グループ"や香展開達実業に対して、今

日に到るも何ら起訴の動きを示していない。タイ政

府は、地元で一番裕福な“卜蜂グループ"と外層投

資家の怒りを買うごとを恐れ、経済と政冶の不穏を

避けようとしている。

調査開始後1週間、タイ警察は、 Virojという名の

労働者を捕らえ、彼がタパコの吸殻を捨てたため大

火が起こったと指摘した。捜査員は、現場でタバコ

の吸殻を捜し出し、百余名の労働者を訪ね、 Viroj

が火災発生前に物品保管所で喫煙していたとの労

働者の証言を公表した。

しかし、 V四 Jと妻は、何者かに陥れられたと述

べている。拘置所ではV出 Jが、人権派の弁護士に

対して、自分は警察の厳しい取り調べで罪を認めさ

せられたと言っている。警察は、嫌疑のかかった労

働者と資本家の双方に対してのダブルスタンスを

採っている。警察は、会社の理事者2名、 Julin
U国 phun とP i che tL副担毘田を逮捕したが、 2名とも

即時保釈を許された。 保釈期間中にI曲 nとP i chet
は、香港での会議に出席する許可までもらってい

るD 警察は、香港の理事者数名(丁午寿も含めて)

に対して召喚状を出したにもかかわらず、引き渡し

が行われなかった。一方、 Virojは10万パーツ(香

港幣の 3万元余り)の保釈金が払えず、いまだに拘

留されたままである。

警察の取り調べは、ケーダー労働者と労働運動活

動家の猛烈な反発にあった。Virojが拘留された後、

多くの労働者は警察への協力を恐れるようになっ

た。ある女性工員は、警察に呼び出されるのを恐が

り、田舎へ逃げた。友人の話では、彼女は威嚇され

て身の危険在感じたということである。

@会社の責任の所在はつ

支援団体の幹部Somyot Pn血北国emsuld立述べて

いるJたとえ大火の原因がVirojのタバコの吸殻だ

としても、一番重要な問題は、誰がこの重大な死傷

事故を醸造したかということだ。問題の核心は、誰

が責任を負うかというごとで、もしも工場の安全装

置が完全に働いていたら6百余名の死傷者を出さな

くてもすんだのだ」。

Somyotの指摘て、は、多数の死傷を招いたのは単

純に火災によるものとは言えない。建物の構造土の

問題では、火災発生後30分以内に建物が倖j壊し、大

部分の労働者は惜Eではなく、崩れ落ちた建物の瓦

磁の下で命を奪われたり、高い所から飛び降りて打
撲死している。

5月10日の大火以前に、ケーダーではZ度も火災が

起こっている。 1989年8月 16白の大火では 1名が死

亡。 1993年2月13日には別の2棟のヱ場ピルで2度目

の火災が発生し、第 1棟はすべて倒壊。目度目の火災

の後、会社側は損害額を4千万パーツ(香港幣で
1,3 ω万元くらい)と発表した。タイ政府は、会社

側にタイの労働法に基づき安全設備を改善するよ

うに要求した。すなわち、可燃物は生産現場の外に

置くこと、工場のビルは規格に合った防火通路や避

難出口を設けること、火災報知機や消防システムを

つけること、毎年最低1困防火訓練を行うこと、安

全責任者を招き建物の安全点検を行うこと。

司度の火災を経験しても、ケーダーは工場の構造

も防火措置の改善も行わなかった。 2回目の大火の

後、工場は再建されたが構造は改善されず、また、

タイ国の安全法令の規定も守られなかった。例え

ば、防火通路については、タイ国安全法令の定める

ところでは、工場ビルは3百名以上の労働者を雇う

場合には、緊急避難口は幅6メートル以上で、出口

は常に開け、障害物があってはならない。世論はケ

ーダーを非難したが、法は守られず、防火通路はつ

くられなかった。

会社側の反論では、ピルの各階は他のビルと渡り

廊下でつながり、非難出口となっていると言ってい

る。労働者側は、ごの出口は2メートル足らずで、

いつも閉鎖されており、このため労働者は階段から

しか逃げられなかったと言っている。労働者が会社

をうらんでいるのは、品物を独立した倉庫に保管せ

ずに、いつも通路や入口に置き、緊急時の障害にな

ったことである。生還した労働者の話では、彼がケ

ーダーで働いている 2年半の期間に一度も防火演習

を経験していない。最も致命的だったのは、ビルが

不合格の建物で脆弱だったことで、そのうえ5百台

以上のミシンが上の階に置かれ、ビルがすぐさま倒

壊した。しかし、香港調達実業の社長丁午寿は、「わ

れわれはたんにオモチャの業者にすぎず、ピルの建

物のことは何も知らない」と弁解している。

@投資家は責任を負うべきである
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ケ ダー労働組合と支持組織の一致した見解で

は、労働者の利益を保障することは雇用主の責任で

あり、今回の惨劇はまさに会社のミスによるもの

で、会社はすべての被害者に対し賠償しなけれUまな

らない。

現在のタイ国法令では、工業災害に対する,哨貰額

はとても低い。例えば、死亡者遺族が受け取れる賠

償額は l万パーツ (3千香港元余り)である。支援組

織は、この火災は単なる工業災害ではなく、会社の

安全法令無視のために引き起こされたものである

ことを強調し、被害者及びその家族に対してより多

くの賠償を与えるようにと要求している。しかし、

香港開達実業公司とト蜂グループ企業はともに、一

切の責任をとることを拒否している。

5月 1 0日以来、ト蜂グループ企業と開達実業は、

それぞれ数回の記者取材の中で、当該工場との関係

を逃れようと試みている。しかし、賠償R顎Eに言及

されると、タイ工場の専務理事Julin U田 Lphunは、

最後の決定権はやはり香港の「大株主」にあると言

明している。

香港開達の社長、丁午寿は、香港ケーダ による

タイ ケ ダーヱ場管理の重要性を希薄化させよ

うとしている。彼は記者会見で、タイーケーダーの

持株構成は暢置な持株抑制関係になっており、香港

ケーダ は4 0パーセントの権限を持つにすぎない

と述べ、香港開達実業は、タイ工場で行政上の何の

役割も演じていないと強調している。丁午寿は、ま

た、香港では記者に「すべての問題は、われわれが

タイ会社にケーダーの名前を使わせて工場を建て

たととにある。今回の事件でわれわれの最大の教司 11

は、もしも何の管理権もないのなら、絶対に名前を

いかなる会社にも貸しではならないということだ」

と語っている。

百余名の貴い年穀生で得られたごの「教訓」にはま

ったく憤慨させられる。タイ ケダーと香港開達

実業とは同じケ ダ←であり、名前の偶然の一致な

どとは言えない。実際、香港開達実業はタイでの投

資に先鞭をつけた。 1988年の会社報告の中では、タ

イの安価な労働力と市場の潜在力はケーダーがタ

イで工場をつくるのに魅力的であることが述べら

れている。丁午寿自身、タイ ケーダーの創業から

19 89年まで、まさにタイ ケ←ダの専務理事であ

った。この他、いくつかのパートナーの中で香港開

達実業は、玩具製造の専門知識と技術(卜蜂グル

プの専門は農業貿易のみ)を有しており、数々の資

料でも明らかなように、ケーダーが管王主主の決定に

まったく参与してなかったと言うことは不可能で

ある。

ケ ダ のタイと香港の会社の聞に言葉土の矛

盾が生じていることは、双方がこの事情で緊張関係

にあるのではないのかと疑わせるが、あるいは責任

逃れの策略であるかもしれない。しかし、労働者側

は、会社のすべての投資者は今回の事件で職務怠慢

の責任を負うべきことを強調している。ましてやタ

イ・ケーダーは、今回が初めての火災ではなく、

1989年の火災の後改築した工場に防火設備の改善

を怠ってきたのである。

@工業安全及び政府の責任

火災は、タイ労働者、労働組合と野党議員の工業

安全への関心を呼び起こした。民衆の要求と外国の

関心は、汚職直放と民主を唱えている新しい文民政

府を窮地に追い込んだ。

公約を守るため、タイ政府はすぐさま死亡者に対

して愛悼の意を表わし、Chu a且L e e kpai首相 l土、積

極的に労働者の経済困難を緩和し、被災者に緊急援

助を与えた。政府に促されて会社は、最終的に労働

者と賠償の合意に達した。

ケーダ一事件発生後、政府関係部門は常に責任逃

れをし、副首相のB∞n出uR o j a n皿 stienは、商工業

部と公務部を含むいくつかの政府機関の職責失当

を名指しで批判した。首相は全国の工場の安全点検

を命令したが、劇府職員の人出不足で遅々として進

んて、いない。タイ労働組合の人の話では、 E割近く

の工場は安全基準に達していないという。

たとえタイ政府がケーダ火災後に問題解決の

動きを示していても、工業安全と作業環境苛題は、

まだ多くの点で解決が待たれている。工業安全の問

題は、政府による外資導入政策と一つひとつ関連し

ている。何はともあれ、タイ及びその他の第3世界

の園が追求している発展モデルは、労働者の安全、

権利と調和共存することは難しいようである。

資料整理察添強防1甫
翻訳中浦光彦臥i以

大火師教訓
タイ社会の構造的問題

第 51:i:国1 家経済ー社会発展計画が 1982年に実施さ

れて以来、タイ政府は、積極的に輸出向け工業を宣

伝、その結果輸出工業の数量は増加した。同年から

1987年まで、玩具工業は重要な役割を演じ、タイの

主要輸出品となり、輸出総額は毎年平均8 0 %上昇、

およそ 6 0 %の玩具はアメリカ市場へ輸出された。

命工業化モデルは労働者の権益無視

1989年から 19例年まで、玩具の輸出量は増加を続

け、果重類はプラスチックや金属の玩具から綿や人造

繊維で作った西洋人形に変わり、輸出先はアメリ

カ、日本、西ドイツ、イギリス等である。 1991年、

タイのオモチャ輸出総額は7.8億パーツ (0.312億ド

ル)。紡織、衣類、電子、玩具を含む輸出工業が、

近年めざましい発震を遂げたのは、安価な労働力と

労働者¢福利‘安全無視によるものであり、一方、

政府¢役人は、安全法規違反の工場建設を許可し、

法執行の聴債を果たしていない。

@官僚主薮

開達玩具工場の～設設計図は、工場課と工業部の

審査批准を得、工場は竪圏なセメント造りとなって

おり、この建築構造では火災によって簡単に崩壊す

るものて‘はなかった。火災後の調査で指摘されたこ

とは、工期短縮とコスト削減のために、既成のアン

グJL鋼を利用して4主を作っただけで、これでは、高

温の県紗尭に耐えられなかったということである。

開達の工場家屋は、火災警報装置と避難口がな

く、避難通路もなかった。工場の避難通路の幅と労

働者数の比率は安全基準以下で、可燃物は独立した

場所に置かれず工場内に放置され、火災発生後ただ

ちに可燃物が燃え出した。この他、重量の機械は3

階、 4官の高い階に置かれ、ピルの支柱への負荷が

過重となり、間接的に倒壊につながっていった。

開達玩具工場は、今回の惨劇発生以前、少なくと

も2回の火災が発生している。 1回は 1989年8月 16日

で、縫製部の女工l名か死亡、約30人が負傷した。

別の 1回は 1993年2月 13日で、第 3棟の工場ビルの泰

九福国際有限公司で発火。工場課及び工業部の役人

が、 1993年初め工場視察を行い、工場内には全く防

火措置がとられてなく、法定の定期的避難訓練も行

われていないこと古3判明した。しかし、関係機関は、

再検査して工場の安全設備の改善がなされている

かの確認をすることを怠った。

これらの事実が示しているように、政府の工場に

対する管理監督は、全く効果的でなかった問問題は、

たんに政府の関係部門の役人の職務怠慢だけでは

なく、タイの役人の官僚主義的作風、政府の経済発

展のための外資奨励策、タイ労働者への搾取にあ

る。タイの外国資本は、これらの盲点やチャンスを

利用し、安価な労働力、福利無視でもって、暴利を

むさぼっている。

政府は、関係部門の作業効率改善誌の努力を試みた

が、実際には、事故を予見して、生命、財産を守る

ことができなかった。国に労働者の利益を守るよう

働きかける最も有力な組織は労働組合であるはず

だ。しかし、開達の場合、労働者は開達実業労働組

合を組織しており、すでに労働組合連合会のメンバ

ーになっているが、残念なことに、火災の惨劇が発

生した後、様々な制約によって、労働者のために何

の利益も勝ち取れなかった。現在、タイ労働運動の

実力は、依然として弱い。

@軍人政府による労働運動弾圧

1973年から 1976年の問、タイでは、民主化の時期

が、短期間ではあるが出現し、労働組合が雨後のタ

ケノコのように成立し、労働者の権益・福利を積極

的に擁護し要求したn しかし、 1976年10月 6日発生

した軍事クーデターで、 3年にわたる民主制は終わ

りタイ労働運動は大幅に力を削られ、政府は様々な

措置をとり、労働組合の動曹、役割に関与し、押え

込んだ。これ以後タイは軍政となり、何回も涜血ク

ーデターが発生した。 1988年になって、政府は開放

政策をとり、制限っき選挙を実施。軍人の察欽が省

相となり、 1991年2月 23 日、軍部が再度クーデダー

の後、タイ軍部は、国家平和維持委員会によって政

局を支配し、 15か月間の軍部独裁の期間、タイ労働

運動は大きな弾圧を受け、国営企業は組合を作れ

ず、私企業の組合も国家平和維持委員会による第 5 4
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条法例の制約を受けた。組合指導者の百阻ong

P h o田は、園家平和維持委員会に強く反対したため

に謎の失綜をし、労働運動は大きな打撃を受けた。

そのうえ、近年政府はマスコミを通して、労働組合

のイメージダウンを企り、労働組合による労働者の

権益擁護活動に対して、人々に誤解を生んでいる。

開遠の事例によって、政府による資本側への一方

的加担、労働者の利益を犠牲にした工業発展政策、

そして、タイ官僚主義の思想、制度、作風が暴露さ

れ、現政権の圧政と策略の下で、労働岨合運動が弱

体化した等の社会構造的問題が映し出された。

§開逮事件と労働運動

開逮事件は、タイ社会の構造問題を表現している

ばかりでなく、民間団体それぞれの実力面での力量

の差を示した。ことに、労働組合、全国的な労働組

合連合会は、労働者の権利擁護の役割を果たしてい

ないと手段在されている (199 3年5月1 6日『モーニン

グサンデー』は, r2' ∞人が死亡した工場大火に労組

品黙」と題して、開達工場大火を報道した)。一方、

多くのゲイ及び香港の非政府組織は重要な役害jを
果たした。

@労組以外の民間組織が指導的役割

事件発生後、タイの非政問韮織は、政府と雇用主

の責任問題について、直ちに反応した。労働者、女

性、人権のそれぞれの団体で、女性の友 (Fri田, d

o f W o m回)、労働者情報サービスー訓練センター

(Centre of Labour lnfoロnation Serivice and 

T四皿illg) 、アロムポンパガン財団、公民自由連合

会 (Union for Civil Li出rty) 等である。

その後、乙の4つの非政府組織は、世界各地の関

連ある非政肺鵬及び労働団体と協力し、さらなる

活動を行った。児童発展基金及び児童幸福基金は、

また、工場内の 18歳以下の夏季アルバイト者!L死亡

者家族を慰問、一方、父母力吐尭死したため就学¢機

会を失った遺児を援助した。

香港の労働者組織と非政府組織も呼応して行動

を起こした。例えば、「タイ国籍被雇用者の友」は、

19明年5月 13日、死者遺族に対して深い哀悼の意を

表明し、雇用主とタイ政府開E傷者に対して合理的

な賠償を行うように求めた。その他の労働者組織も

やや遅れて同様の声明を出した。

@開達労働者を支持する作業チーム成立

1993年5月 14日、開遼労働者を支持するタイの団

体は、バンコク基督教学生センタ での記者会見の

後、車邸曲目的に一連の行動を行うため、「開達労働者

を支持する作業チーム」を結成した。作業チームは、

タイ全国労働組合連合会会長釘盟国 Sri阻女史が

議長を努め、チユラロンコン (α 叫alongkorn) 大
学経済学部労働研究所教授V o聞他α鉦醐lert

及び労働情報サービス・訓練センター主任宋悦

(SomyotP n広田k a s e m回k) が秘書を担当し、委員会

のメンパーにはオムノイ・オムヤイ地区の非政府

組織及び労働組合の代表が含まれている。

成立の初期、作業チームは、以下の短期的及び長

期的要求と仔動計画を提起した。

<短期的要求>

① 雇用者賠償

保険会社¢生命僻貴の基準により、最低でも 30万

パ ツを死者遺族に支払う。
・入院費用を負傷及び障害を受けた労働者に支払

う。

遺児の生活費を彼らが2 0歳に達するまで支払う。

(結果)雇用主は、死者遺族に 10万パーツを支払つ

ただけで、さらなる賠償を求めて会社を訴えるこ

とがないようにとの契約書への署名を求めた。

② 政府は、タイ開達を民事及び刑事の法廷に提訴

じ、同時に、関係ある政府職員を取り調べ、その

調査結果を公表する。

(結果)政府は、真面目に提案を検討せず、警察は、

2人のタイ政府職員とl名の労働者を取り調べ、起

訴しただけ。

③政府

合問委員会を発足させ、今回の被災者に有効な援

助を行う。

(結果)政府は、 19男年5月28日、内政部長に命じて、

委員会を発足させた。

④ 雇用主は、火災当日の工場内にいた労働者名簿

を公表し、正確な不明者数を割り出す。

(結果)当初の不明者数は87名、後に10人に減少。

<長期的解決方法>
① 政府は、雇用者の意識を高め、責任もって労働

者の福利、安全をはかるように督促しなければな

らない。前荷は、また、労働法例を改歪し、工業

安全条例に違反する雇用主に対して罰則を強化

しなければならない。

②政府は、外資導入政策を検討し、外国の資本家

に対して、労働者の権益及び賃金、福利を重視す

るよう要求すべきである。

③ i & 1 !守は、労働者五邸苗が工場の安全措置及び作業 

環境の点検に参与し、労働者組織の告訴を処理す

る専門機関を設置することを支持すべきである。

(政府の投資改善策及び公民の権益保障、労働者組

織強化に関する部分については、今日にいたるもタ

イ政府は、検討していない。)

@香港の支持が促進作用

開達事件の行動の中のひとつの重要な側面は、香

港の労働団体及び非政府組織の支持と協力を得た

ことである。タイ労働者代表5名は、 1993年6月1日

から 14日まで香港へ赴吉、アジア・モニター・リソ

ース センター (AMRC)、アジア移住労働者セン

ター ( A M C ) 、アジア学生協会 (ASA) 、香港労働

組合連合 (CTU) 及びその他団体と一緒に、抗議

行動と集会を発議し、また、香港在住タイ国籍女性

労働者のデモ行進を組織し、千名以上が参加した。

@タイ労組の弱点と欠点

しかし、タイ労働者組織が提起した行動は弱さが

感じられ、様々な制約を受けている。開達事件に関

係した労働者組織には、以下が含まれている。

①開達実業労組

②オムノイ・オムヤイ地区労組

③紡織衣料皮革労組連含会

④タイ全国労組連合会

⑤全国私嘗企業労働者連合会

⑥その他労組、連合会及び労組連合会

開達実業労組は、全国私営企業労働者連合会(以

下、連合会と略す)のメンパーである。惨劇発生後、

連合会は、 1993年5月 12日、内政部部長。1回V油t

Yongchaiynぬ上将に書簡を出し、雇用者が労働者へ

の賠償金支払責任を回避することを防止し、影響を

被る労働者を救済するため、国会がすみやかに開達

(タイ)の保険金を凍結するよう要求した。しかし、

作業チーム成立後、連合会は引き続いて¢行動を何

も起こさなかった。主たる原因は、連合会のタイ労

働運動における歴史的背景と関係がある。 1976年 10

月6日の事件から 199:必日月の事件後まで、連合会と

他の労働組織及び非政府組織の協力は、政府から諸

々の制約を受けていた。

開達実業労組は、 1991年3月に成立し、歴史は短

い。開達玩具工場3.'αm名の中でわずか4 1 3名が当該

組合員にすぎない。さらに重喜婆喜な点は

運動における経験不足がある。大火発生前、組合は、

一度だけ他の労働運動団体と協力した経験がある

1992年から 19幻年の閥、オムノイ・オムヤイ地区

の組合と連合して、私企業女性労働者の有給産児休

暇9 0目を勝ち取った。今回の全国をゆるがせた工場

火災発生後、労組は、連合会を動かして労働者の福

利

した。この闘いて、は、数名の開達労組指導者の活躍

が比較的目立つたにすぎない。

また、他方では、 7つの全周的労系出車盟の中では、

全国私営企業労働者連合以外は、ただタイ全国労組

連合会議長Har也on g氏だけが、作業チームの仕事に

積極的に参加したのみであった。この惨劇は、外国

の労組、例えば、アメリカのAFL-C I O及び国際自由

労連 (ICFTU) の関心をひいたが、タイ国内の労組

連合会は終始沈黙を守った。

同様に、全国の 10をこえる業種の労組連合会の中

で、ただ紡織衣料皮革労組連合会のArun出 Srito女

史だけカ可乍業チーム準備の事務に参加したのみで、

他の連合会は事件に対して冷淡であった。

この2人の労組指導者に率いられた作業チームと

内政部部長が会見した時、今回の惨劇に遭った労働

者支援に関する提案を手渡したが、これは、以前作

業チームが手渡した提案よりもさらに綿密なもの

であったo 内政部部長との会見後、 1993年5月3 0 日、

作業チームは、バンコケのV血g t a i !臣唐で労組大会

を開き、とくに開達事件及び開達労働者をいかに援

助するかのプランを討議した。これは、 90日有袷産

児休暇獲得運動以来の労組団体、非政府組織及び進

歩的学者が再び連携協力し、成功した例であった。

@作業チーム内のゆるみ

ごのzつの連合会の会員数は、人数は多いが(タ
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事時襲撃

イ全国労組連合会は労組会員 104、紡織衣料皮革労

車部車合会は労組会員27) 、しかし、 z人の労組指導者

は個人の資格での作業チーム参加のため、所属労組

の支持を得られていない。 1993年5月30目、釦rit

H a r也ong氏がタイを離れ、会期1か月間の国際労働

機関(1lβ )の年次総会に参加した時、財団居 Sri恒

女史は、雇用されていた古田iD田由b紡織工場が会

社側により閉鎖されてしまい、 2人のリーダーは作

業チーム内の役割停止を余儀なくされ、作業チーム

の指導部は空白状態となった。

もう一方、オムノイ オムヤイ地区の労組は、開

達労働者の組織化と情報伝達の役割を担い、解雇

後、各工場に分散した元関連労働者と連絡をとり、

死者の遺族に対して、死者に関する情報を提供し

た。しかし、ごれらの労組は、社会的行動を行う面

で、組合リーダーの仕事のやり方や個人的性格の制

約を受けた。彼らは、労働者を組織する面では才能

があっても、残念ながら、大衆を指導して社会的行

動をやる経験に欠け、政府機関との調停能力力勾ミ十

分で、これは穆告三の課題となっている。

以上述べた労働団体以外には、国営企業労組だけ

が、 1993年5月 14日に首相に対し書簡を手渡し、今

回の災難の責任者を洗い出すように要求しただけ

である。その他の労働者組織は、個別労組、業種別

労正副車合会、全国労組連合会のどれもが、事件に対

してあいまいな態度である。作業チームは、少激の

団体より構成されているが、これらの団体と作業チ

ムとはゆるやかな関係にあるだけで、作業チーム

には、彼ちを動員するだけの力はない。

@タイ労働運動脆弱の原因

労働者の組織は、労働者の権益を擁護すべき役割

があるにもかかわらず、上述の内容は、これとは大

きな開きがある。だが、 1973年 10月14日事件から今

日までの空イ労働運動を細かに検討すれば、労働運

動自身が多くの妨害を受けていることがわかる。

①政府は、常に労働運動に介入し、独裁支配期に

は弾圧策をとり、労組の活動を制限し、個別に組

合リーダーを買収し、労働運動内部に分裂を起こ

させ、労働運動の方向をねじまげた。

② 労高垣指導部聞に争いが起こり、労組リーダーは

自分だけの利益追求に走り、労働運動の団結を難

しくさせている。運動が、一部の、労働者の福利

をめざすのではないリーダーに支配されてしま

い、彼らは、労働者組織の権力や資源を利用する

だけで、個人的利益をはかる道具にしている。

③ タイで過去3 0年以来提唱されている発展モテ、

ルとは、ただ経済成長を強調するだけで、そのう

え、一部¢労働者組織は間違った戦術を使ったた

めに、大衆は労働運動に対してマイナスの観念や

態度をとっている。
労働者組織は、関達労働者の権~IJj重得の潤いで、

厳しいしめつけにあっており、非政府組織は、労働

運動を支持する上では限られた力しかもっていな

い。いま、非政府主邸壊は、各方面からの非難に直面

している。例えば、何か他の意図があるとか、外国

の組織の支援を受けているとか、大衆の支持基盤が

ない等々。このため、非政府最邸置は、仕事土、こと

に、すでに組合のある労働者と協議するうえで、い

ろいろと慎重にならざるをえない。開達事件でも、

非政R守組織はたんに補助的役割を果たしただけで、

指導的地位にはっけない。

@タイ労働者の境遇

開達の雇用主は資金潤沢で、有名な弁護士を雇

い、会社¢代表として労働者と交渉した。政府側は、

迅速な司法手続で雇用主を懲罰することをせず、労

働者の要求に基づき合理的な矧貰をさせていなし ¥0

関達惨劇の被害者及び家族はわずかの金銭的賠償

を得たにすぎず、資本家側はいまだに労働者の生命

無視、福利剥奪でも何ら懲罰を受けていない。今回

の災難は、タイの経済的発展戦略と官僚主義に対し

て必ずしも衝撃となっていない。国家は依然として

人民の生命福利の犠牲により発展を続けている。

タイの政冶権力は、ずっと少数の政府官僚、軍人、

商人と政客の手中にあり、大部分の人民は、政治参

加や経済政策決定の権力を持たない。このため、人

民は、一日たりとも政府・商人に対抗する力を持た

ず、人民ゴ〕権益福利は一日たりとも保障を得られ

ず、タイ関達玩具工場のような惨劇は再び罰咽

発生するだろう。 魁iムa

Napapom Ativanichpong
(1関連労働者を支持す吾作業チーム」資料係)

翻訳中浦光彦

T記官

盟理h湾市 uu轟醐冨O盟
Multinational MonitoにHong Kon自

工人日報がそう言うのならば、本当のことだろ

う。中国の公式の労働者向け新院は、鼠丘次のよう

に論評した。「多くの人たちが“外国投資企業"は

中国の急発展する新たな天国であると言っている。

しかし、時には、天国は地獄から一歩しか離れてい

ないのである」。

ごの論評は、中国中央部の四川省の寒村、ヂヨン

ユエンからやってきた20歳の女性タオ・チュンラ

ンの 84人の元同僚にとってはまさに真実であった。

昨年、タオと多くの同郷の友人たちは、香港に隣接

し中国の海外企業への門戸開放のモデルとなって

いる「経済特区」である深草ト移住してきた。

タオと友人たちは、縫いぐるみの玩具を製造する

致麗(ジリ)手作業工場で仕事をみつけた。彼らは、

月におよそ4 6 ドルという乏しい賃金を稼いだ。 1993

年 11月 19日の夜、誤って電気がスパ クして火災を

引き起こし、致麗(ジリ)工場の2棟の寄宿舎の建

物を襲った。 4箇所の出口のうちわずか1箇月財宝開い

ていただけで、労働者たちは閉じ込められていた。

84人の労働者が窒,匂E、焼死、あるいは踏み演され

て死亡した。ほとんどの被災者が女性で、多くはヂ

ヨンユエン村からきたタオの友人たちであった。

タオは幸運だった。彼女は、両足首を押し潰され

たにもかかわらず、 2階の窓から飛び降りて助かっ

zd記, rboχ

たo 4'か月間入践したが、会社からも地方政府から

も何の補償も受けなかった。「障害が残ったとして

も彼らは面倒をみないだろう」と、彼女は地方紙の

記者に話している。

国際的な玩具製造流通業者は、このような災害

を予防するためのいかなる責任を認めることも拒

否している。致麗(ジリ)のような火災を予防する

ための玩具産業の憲章を採択することを提案され

たときに、中国への大投資家たちを代表する香港玩

具協会会長のデニス ティンは、その提案は「ばか

ばかしいJr正気の沙汰ではない」と言い放った。

ティンたちは相変わらずビジネスを継続するこ

とを熱望している。国際的な玩具産業は、毎年4∞
億ドルの投資を中国に集中させている。中国は、世

界の大玩具製造産業の受け入れを拡大し続けてい

る。深刻I怜他の多くの経済特区が存在する中国南東

部の広東省は、世界の玩具生産の少なくとも3分の

lを占める、この産業のJL . '峨部である。隣接した香

港は中団製玩具輸出の窓口として、 1ヲ9 3年に船積み

された玩具は8 0億円にのぼり、世界の玩具輸出の中

心土壇になっている。

しかし、玩具産業の後援者たちが、タオと彼女の

同僚たちの窮献を隠蔽するために、ごのような統計

値を利用することはますます困難になっている。現
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実の中国の玩具産業の状況は、いくつかのアジア多

国籍企業の中国園内での操業の実態をみることに

よって暴き出されている。それは、世界中の子供た

ちを喜ばせている玩具は、最低の賃金、恐るべき労

働剣牛、ぞっとするような健康と安全の危険、そし

て、労働者の団結の事実上の禁止、といったことの

産物であるということである。このような搾取に反

対する、玩具労働者たちの要求と抗議行動は、国際

キャンベーンにも支援されて増加している。

玩具産業はまた、現在の中国の様々な様相を見せ

てくれている。玩具産業で起きていることは、将来

他の部門でも生じるかもしれない。企業にとって具

合いの悪い面は、中国の多くの改革家たちが、玩具

産業を支配している外国に管理されたジョイント

ーベンチャーを経済発展への最も手っとり早いル

ートだとみていることである。今のところまだ、労

働者の困難と産業災害は、このアプローチを支持す

ることに疑問を抱かせるまでには至っていない。

さらに、アジアを含めた外国企業で最も多いのが

香港と台湾からの企業である。これらの企業が中国

でやっているやり方は、 21世紀に「新しい」多国籍

企業がどのような労務管理を行おうとしているか

を示している。

@ラベルの湾後の労働

欧米のフィッシャー・プライス、ハスプ口、チコ、

マテル、日本のパンダイ、トミーといった玩具産業

の有名なブランドのネーム・プレートには、めった

に中国の工場名は記載されていない。これらの巨大

企業はたいてい製造業者とOEM契約を結んでい

る。これらの業者は、プランド・ネームの買い手が

用意した設計書に従って玩具を生産する権利を持

つ。これらの地方の請負業者その多くもまた多国

籍企業である のいくつかは、自身のアーランド・ネ

ームでも玩具を販売している。

時間給が 12セントほどで、労働組合が存在しない

という特典の提供(中国では明確に禁止されてい

る)によって、中国は玩具の園際貿易の大きな部分

を支配するようになってきている。中国は、プラス

チック製人形、人罪幾身具、動物玩具、音楽玩具、

モーター玩具及び(玩具の)銃の主要供給元である。

アメリカで一般的な玩具の多くもまた中国から

やってくる。アメリカの3～8歳の男児の鈎%以上

が、少なくともひとつのティーンエイジ向け忍者タ

ートルの苦謀を持っていることが、 I矧洋代初めの

市場調査でわかっている。世界の忍者アクション人

形の主要な生産者で、香港に基盤を置くハーパー

リング・インターナショナル・ホールデイングス

は、主要な責任を果たすべき位置にある。忍者の大

流行が今日衰えるまでの聞に、ハーパー・リングは

アジアのトップ玩具企業の地位に踊り出た。

ハーパー・リングと南中国の投資家たちは、香港

を基盤にした企業の典型である。これらの企業は、

国境をまたがって、少なくとも 120α1,治人の労働者

を雇用している。 1993年に 3,010万ドルの利益を上

げたハーパー・リングは、香港の工場から出発し、

1兜 0年代初めから安い労働力を求めて北にシフト

していった。一族は、税制噸と 1閉年の中国返還

による香港の不安定を避けるために、ビジネスをパ

ーミューダで合体させた。その子会社と請負業者

は、広東で6つの工場を操業し、印刷人から 18脚

人の季節労働者を雇用している。主にプランド企業

の請負生産のために、 3氏J O )玩具生産ラインを持っ

ている。

ハーパー・リング自身は、現在、中国における販

売と生産を段階的に拡大している。すでに筑ゆ小売

庖を持ち、さらに増やす計画である。「可処分所得

の相対的な改善は、…グループのビジネスに機会を

創り出している」と、会長のルク チュンランは言

っている。

しかしながら、ハーパーーリングは麗稽にはなら

ないだろう。ハーパー・リングの労働者は、平均で
月給わずか46～58 ドルで、生活に必要な分だけを残

して、出稼労働者としてそのほとんどを彼らの故郷

に送っているのである。深#11では 1993年に全匡平均

の2債の 3 0 %にも達するという急速な経済成長が、

とくに産業地区での生活費を押し上げつつある。

労働時間は長七時間外・休日労働が一般的で、

雇用の保障は乏しい。大部分のハーパー・リングの

中国人労働者は、半日以下の訓練しか受けていない

非制紅である。夏季には、クりスマスのために玩

具の在庫を貯めておくために、ハーパー・リングの

生産と雇用の水準は最大限になる。冬期には、次の

夏季に再び必要になるまで、労働力をおよそ半分ほ

どにそぎ落とす。

この不安定雇用には国際的な要因もある。中国の

特権階級の出版物は、次第に投資家たちの味方をす

る立場を示すようになってきているが、もし人権派

が勝っていたならばハーパー・リングは投資を移

転する計画をたてていただろう。そして、アメリカ

の中国の特権階級を復活させようとする氏意にも

かかわらず、その計画を追及するだろう。この会社

は香港内でのいくらか生産も車街守しており、また現

在、「インドネシア最大の0郎防し具工場」と呼ばれ

る工場を建設中であるロとれは、日給1.30～!.40 ド

ルという最低の賃金を「約束」している。一方、漢

門(マカオ)工場現在、その地域で最大の玩具工

場ーの生産高も 5日%の増加が予想されている。

いまのところまだ、中国圏内にいくつかのいわゆ

る「玩具生産都市」を建設する計画は基本的に生き

続けている。その最初である中山(ヂョンシャン)

の「都市」は今年中に完成する予定で、広東に別の

計画がある。 6∞, α路平方フィートの総床面積の広

東での開発は、ルケ会長によって「中国で最大の玩

具工場のひとつ」になるだろう。

彼は、その工場はスケール司メリットを呼ぶだろ

うと言い、また、「この労働集約的経営の中で労働

者の帰属意識力三改善される。遠い村落からやってく

る労働者たちとそれに見合った充分な寄宿設備と

福利厚生施設が、持続的な労働力の供給を保証する

だろう」と言っている。

@災害の構造

このように約束したからと言って、調際にどうな

るかはわからない。現在では、ハーパー・リングの

労働買行には少々批判的な意見が出始めている。低

賃金がこの産業では一般的だが、ぞれは中国の学校

教師の賃金よりも高いとアナリストは言っている。

ルケの新しい「者酢有」についての説明は、単純な

理屈が敬麗(ジリ)工場の意図を正当化するために

用いられて以来、致麗(ジリ)工場のタオ・チュン

ランと彼女の同僚たちに警鐘を鳴らしたかもしれ

ない。そうであったならば、ハーパー・リングと他

の玩具メーカーは、昨年1l月 19日とその後の出来事

現在も引き続いている度重なる致命的な失敗

から多くのことを学ぶことができたはずである。

致麗(ジリ)手作業工場は、イタリアの「チッコ」

ブランドの縫いぐるみ人形の生産を請け負って、香

港と中国のジョイントーベンチャーとして開始さ

れた。 4 7 2人の労働者を雇用していたが、その 3分の
l以上は言3議されていない臨時労働者だった。

深却I~也方当局は、その年の初めに、火災警報機、

スプリンクラ一、防火ホースも脱出口もないという

ことで、安全規定に関して工場経営者に警告してい

たが、何の対策も講じられなかった o

窓は厳重なワイヤーでくくりつけられ、ほとんと、

の出口には鍵がかけられていた。 5 0人の被災者の遺

体は、ロックされた扉の後ろ側でみつかった o r工
場自体は、現在では悪名高いスリー・イン・ワ>構

造だった」と、深#11を訪れた、香選のアドヴォカシ

ー・グループであるアジアモニター リソース
・センター (AMRC) のウォン・ウェイリンは言

っている。「多くの工場と同様、作業場と倉庫、住

居、食堂の4つが全て1つの建物の中にあり、多数の

火災の危険、とりわけ可燃性物質類がそこにあっ

た」と、彼女は語る。

共産党に指導された中国の公式の労働組合であ

る全国総工会によるある調査によれば、火災は、倉

庫の中での電気回路のショートによって発生した

という。原材料と製品の山が階段と開いていた出口

の間をふさいでいて、多くの命を旭授にさらした。

事態を悪化させたのは、火災後に世間に知られない

ようにするために、地方当局が、 5 0人くらいの生存

者を事実上囚人扱いにして、数日の問、行政庁舎に

収容して、友人や家族たちとの接触を禁じたことで

ある。

死亡者の遺族は2,6∞ドルから 6,500 ドルの閣の

補償を受けているが、負傷者は、 19畔 6月現在、

何も受け取っていない。工場主のロ・チュチユエン

と他の 3人の幹部が、省安全規則違反で溺菌され、

2-:0の地方消防署の職員が収賄で告発された。

@危機? 何の危機?

すでに広東ではびこっている賄賂を脇において、

中国政府は、ほとんど災害を「注意力や規律の弛緩、

無秩序な経営、違法な操業と管理」のせいにしてい

ながら、有効な予防のための取り組みはわずかしか

f子っていない。
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害者と支援団体¢香港訪問

② 1993年のクリスマスのαEもe r G百denと 

Toyn訟での玩具ボイコット行動

1持4年l月の玩具フェアでのボイコット行動

1労4年5月の香港の団体のタイ訪問

1労4年5月のスターフェリーでの徹夜監視行動

1労5年l月の玩具フェアでのボイコット行動

19型詳手1月のタイへのフォローアップ訪問

キャンペーンの普及のための教材として、 19雪3年

にケーダーでの火災事故と工場経営に対する中国

語版の出版物をタイとの共同で出版、また、 l労4年、

l骨何年それぞれの工場火災のキャンベーンについ

てのドキュメンタリーピデオを創作しています。

私たちはキャンベーンの重要な力点を、私たち自

身で作成した「玩具の安全な生産に関する憲章」を

香港の玩具評議会に採択させ、工場経営のための行

動基準として使用させることに置いています。この

キャンベーンを成功させるためには、園内レベルの

行動だけでは不十分であると認識しています。

中国本土や他のアジア諸国で生産された玩具は

世界中で消費されています。米国、ヨ一口、yパ諾国

がその主な消費国です。そのため、皆さんの協力が

ぜひとも必要なのです。国際的な連帯によって、私

この手紙は、「玩具の安全な生産に関する憲章j

への皆さんのご協力をお願いするものです。

19勿年5月 10日の、タイ・ケーダ一社の火災事故
は、 18ヲ人の労働者に死をもたらし、 4∞人 tl上の労

働者を負傷させました。 19宮3年 11月19日の中国、深

別でのジリ玩具工場の火災事故もまた、 87人の労働

者の死亡被害をもたらしました。

このような惨事は氷山の一角にすぎません。香港

は、玩具の供給、取り引きの中心地として、世界的

にも最も重要な位置を占めています。玩具製造業者

の投資はあらゆる地域に、特に第3世界にひろがり、

こうした業者はまた、非常に低いレベルの工場施設

をはびこらせています。火災予防のない施設、労働

時間rJ;延長、ひどい宿舎施設条件、危験:物質取り扱

いに関する安全配慮の対日などが日常的なのです。

私たちは、香港が、玩具労働者の基本的権利のた

たかいを進める上で重要かつ戦略的な位置にある

ことを確信し、 I労4年からこの「玩具の安全生産キ

ヤンベ ン」を始めました。私たちの目標は、玩具

製造業者が労働者の権利についての認識を深め、労

働条件を改善させるよう圧力をかけることです。過

去2年間には以下のような活動に取り組みました。

① 1993年6月のタイのケーダー火災事故による被

題灘趨題蜜語癒瀦綴媛騒騒題露穣鑓醤績額撞欝瀦藤嬢諮醸額融自［j［i)］J:j関長時盟諸闇! n額制ヨ額調

そl.70~2.30 ドルになり、売底、寄宿舎その他不満

のあった大部分の場所が改善された。労働者は現在

では、スリー・イン・ワン建設ではなく、独立した

寄宿舎に居住している。

玩具部門及び中閣を越えたこれらの結果は、中国

の労働者に大きな影響を与えている。ストライキと

自由な労働者車邸曹は法的に禁止されたままだが、労

働者たちは行動に取り組み、その頻度を増やしてい

る。広東でB∞くらいの労働者の自主的な労働者の

グループEが非公然に存在しており、 I労3年とl持4年

3月の新聞報道によれば、中国で 12 ,358件の労働争

議の仲裁が行われ、前年より5 0 %増加している。仲

裁に至らなかった労働争議は何千件にものぼる。

中国の外国企業で働く労働者たちは疑いなく

1労4年のハーパー リングの次のような企業モッ

トーに同意するだろう。「未来は輝いていて、限度

はない」。しかし、労働者がこの評価を分かちあう

前に、困難な闘争が必要である。 釘潤

(抄訳古谷杉郎)叫岨

Su押 'ivo悶 Q醐帥rly,防1,2.No.l&2,
Allgst 1995, Asお." Victim. for (J HOZ!1 rd 
Free Environ醜 ent(AVHFE)

韓 撞(;: 習す号事

既成脳細'貯金持蝿鰭湾覇讃盤麗額留磁滋磁器舗鑓密議議題踏讃鑓態欝欝額蝿躍

公式な統計記録によると、中国では、 1993年の最

初の 10か月で28 ,2 ω件の産業火災が発生している。

これらの火災により1,4 8 0人が死亡し、 50脚人以

上が負傷している。 1明年には、業務に関連した

15 ,0 0 0人の死亡が公式に記録されており、専門家は

実際にはそれをかなり上回ると言っている。火災そ

のものだけが問題なのではないロ化学物質や煙の吸

入による被災もまた、玩具産業では共通しており、

広東では 19幻年に 81人がそのために被災し、そのう

ち3人が後に死亡している。

広東で「広範囲に操業を展開している」ある玩具

多国籍企業の経営者は、 19雪3年にファー・イースタ

ン・エコノミッケ・レビュー紙に対して、「産業安

全は、深桝で、また広東省内のどこにおいても、誰

もが心配している最後の問題だ」と語っている。

1労4年1月、致麗(ジリ)火災事故と他の災害が、

ついに省政府に、工場の安全に関するより厳しい法

律を制定させた。新しい法律は、防火措置について、

非常出口、換気装置、スリー イン・ワン工場の禁

止など、詳細に規定している。香港労働組合連合

但恒J)の議長で中国国内の労働者の権利のための

キャンベーンのりーダーでもあるリー チュウヤ

ンは、この法律を歓迎しているが、確実に実行され

るかどうか懸念を持っている。「ルールが存在して

いるとはいえ、安全監督官が買収されたら、また別

の災害が発生するのを待っているだけかもしれな

い」と、リーは1月に語っている。

残念ながら、リーは長く待つ必要がなかった。 6

月4目、深別防香港資本によるシーチェン・プラス

チック玩具工場の寄宿舎か崩壊した。新しい法律に

もかかわらず、スリー・イン ワン システムのま

まで、くずれやすい］11床に違法に建築されていたの

だった。 11人の労働者古' 9 E亡し、 2 7人が負傷した。

@生きよ、そレて死ね

様々の国際的な労働者の取り組みが、労働条件の

改善を要求する中国の玩具労働者を支援するため
に展開されている。国際樹監欄～.皮革労働組合

連盟(ITGLWF)及びA F L -CIOの青年支援グルプ、

フロントラッシュは、「トイコット(也y∞往)J と

名づけて、労働条件が改善されるまで中国製玩具の

ボイコットキヤジベーンを開始した。I T G L W Fの事

務局長のニール・キーニーは、「中国は、生きよ、

そして死ねという手法を労働者に対してとってい

る。中国に耳を傾けさせるためには、そのような恐

るべき状態で生産された製品を市場から締め出す

ことである。」と言っている。香港労働組合連合の

ロー・チュウヤンは、「劣悪な労働条件の工場の製

品は現実にある」と、ボイコットに賛成している。

5月に、香港の労働組合と他のグループは、中固

とアジア中の多国籍企業に「玩異産業安全ガイドラ

イン」を採択、履行させるための長期にわたるキャ

ンベーンに乗り出した。起草されたガイドライン

は、スリーイン ワン建設の禁止と定期的な監視

活動等、工場と労働の安全問題をカバーしている。

「消費者の安全のためのガイドラインは西側では

すでに存在している」とキャンベーン参加団体のひ

とつであるAMRCのティアン チュアは指摘し、

「しかし、労働者にとってもまた安全でなくてよい

のだろうか」と、彼は問い返す。

この提案に対して、香港玩具協会のデニス・ティ

ンは「ばかげている」と答えた。 1993年5月に、パ

ート シンプソン人形や列車玩具のような製品を

製造している、ティンの関連(ケーダー)・インダ

ストリアル・カンパニーのタイ子会社で、大部分が

女性である 189人の労働者古切E亡した事実が、労働

現場の安全憲章に対する激しい抵抗を引き出した

のである。

しかし、中国では、開達(ケーダー)労働者たち

が労働条件の改善を勝ち取ったことが、この間の労

働者自身による取り組みとしての国際的なイニシ

アティブ、が重要であることを明らかにした。それは

たぶん広範な政冶改革を背景にしており、玩具産業

労働者のための広範囲の改善につながっていく希

望を与えた。

開達(ケーダー)は、 198併手代半ばに広東省のシ

エコウに工場を開設しており、そこでは劣悪な労働

条件か続いている。 19偲年の国際自由労連( 1 , α守U) 

の調査は、間違(ケーダー)を省内で最も過酷な経
蛍者のひとつだとしている。自給は52～64セント

で、公式の最低賃金の半分以下であった。

1993年5月中旬、開達(ケーダー)労働者たちは

時間外労働を拒否し、この行動はお畳間後の全工場

ストライキへとひろがった。賃金は1日当たりおよ

③

④

⑤
⑥

⑦
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たちの巨標が少しでも早く達成することができる

と信じています。そこで、この手紙で、皆さんに協

力の要請をしているのです。

皆さんが私たちの憲章とキャンベーンを支持し

てくださるならば、皆さんの心や意見在、皆さんの

国の、玩具の生産やお置にかかわる政府の部署や議

会、協会や業界に表明していただくことをお勧めし

ます。そして、皆さんのとった行動を、私たちにも

知らせていただければ幸いです。ご連絡を悶7市
お待ちしています。 臥lJ.:OII

玩異の安全な生産に関す否憲章

1993年5月 10日、タイのケーダ一社玩具工場の火

災で、 189.人の労働者力守E亡し、 400.人が負傷した。

同年 11月19日、中国深刻Iゆジリ玩具工場の火災で、

87人以上が死亡した。

この Zつの工場火災は全世界の労働者に衝撃を与

え、怒りを呼び起こした。どちらの工場も香港の資

本家によって設立され、国際的・圏内的安全基準を

満たしていなかった o しかも、これらの事実は氷山

のー角に過ぎない。実際、発展途と固で操業してい

る香港資本の工場の多くが、安全基準を守っていな

い。多くの場合、従業員宿舎、倉庫、作業場が同じ

建物の中に収められている。危険な化学物質が日常

的に使用され、防火設備は不十分である。労働者は

貧弱な居住空間に閉じ込められ、超過時間労働か強

制されている。

労働者の安全と尊厳のために、私たちは、香港の

玩具産業が「玩具の安全な生産に関する憲章」を制

定し、基準以下の工場の条件と管理をただちに改善

するよう強く要求する。

私たちは、この憲章に以下の規定を含めるべきだ

と考える。

①適切な非常口と防火設備の設置

② 宿舎、倉庫と作業土の建物の分離

③作業よの安全のための適切な設備

④安全と防火についての国際的及び園内的基準

の遵守

⑤化学物質の使用に際して、国際的な安全基準の

適用

⑥労働時間及び魁晶時間労働の規制、少なくとも

週1日の休日

⑦ 児童労働の禁止

⑧ 良質の宿舎と食糧の提供

⑨労働者に対する暴力や精神的な抑圧の禁止

⑮ 労働組合の車邸街じの自由、労働組合による安全

基準の監視

⑪経営者は労働者に労働法の規定について知ら

せること

憲章の実施について

この憲章に署名したすべての者(株主、経嘗者、

卸売業者、請負業者を含む)は…

①玩具の製造において、この憲章に規定する条件

を適用する責任を負う。直接に製造工程在管理し

ていない者は、その提持続目手がこの憲章の条件を

適用する責任を負う。

②現世¢労働組合、香港玩具評議会、香港の労働

組合及び労働者組織、国際的労働組合の監視を受

け入れる。

③製品にこの憲章のロゴマーク在使用できる。た

だし、その使用に際しては、独立的な憲章監視委

員会による承認を必要とする。

④ この憲章の裁量は、独立した憲章監視委員会に

よって、監督される。委員会は、香港の商工会議

所、現地の労働組合、労働者車滋革、国際的な労働

組合の代表によって構成される。香港の労働組合

も必要な場合に参加できる。この委員会はいかな

る関係者からの菅情も受け付ける。

労働者は動物でも機械でもない。人間である。玩

具が、労働者の生命や健康、尊厳を犠牲にして製造

されるべきではない。

消費者は、労働者の権利を侵害している企業が製

造する玩具を買うべきではない。

もう一度強調する。私たちは、香港の玩具産業が

「玩具Jの安全な生産に関する憲章」を制定して、た

だちに産業安全基準を改善し、工場における安全を

献するよう強く要求する。 1 ]

1995年4月30日
「玩異の安全な生産に関する憲章」のための連合

ボバー島
被害の探刻吉と監事う人与の強吉

由岸素子

1984年 12月のユニオンカ←ノ Yイド社(以下、 uc

社)ボパール農薬工場からのガス漏れ事故から、 10

年。一夜にして6 0万の人びとを襲い、 2,αm人以上

の人びとの命を奪ったこの事故の後遺症は現在で

も、多くの人びとを苦しめている。事故当初は、イ

ンド国内外からも関心と援助がょせられたが、この

1昨の聞に人びとの関心は次第に、確実に低下し

た。けれども、被害者の苦しみは本質的にまったく

変わらずに、いまに引き続いている。

1卯 4年 11月に、ボパールの現状を訴えるために、

現地のグループを代表して来日したZ名(香港、韓

国、台湾も訪問)を受け入れたことをきっかけに、

全国安全センターのネ、yトワーク、環境や人権に関

心をもっ市民団体らで「ボパール事件を考える会」

をつくり、 10周年キャンペーンのー貰として、日本
国内でもインド大使館やuc日本社への申し入れな

どに取り組んできた。同時に

I地也の被害者 1団団体をはじめ、各地の支援団体と連絡を

とり、情報交換や討論を重ねてきた。

現地の運動に具体的な協力ができないかと考え

ている最中、来日した「情報と行動のた止のボパー

ルグループ"J のサティナ・サランギさん(以下、通

称のサトゥー)から、現地¢被害状況を置百録し分析

する研究活動、オルタナティブな治療活動を柱とす

る診療所づくりのプロジェケト案が持ち込まれた。

このプロジェケトをどう考えるのか、その他にどん

な協力や共同作業ができるのだろうか・・。これは日

本で考えていても始まらない、やはり現地の状況を

もっとよく知り、直接話しあってみないと。

こうして 1995年8月上旬のボパール行きがパタパ

タと決まった。アジアと水俣を結ぶ会の谷さん、石

井さんご家族、市民エネルギー研究所の真下さん、
S H A R E二国際医療協力市民の会の本田医師と私と

いうメンバーで、 8月6日から 13日の約 1週間、イン

ドのデリー、ボパールを訪問した。

ボパール訪問の前、 2日間ニューデリーに滞在し

た。昨年10周年キャンペーンで来日してすっかり顔

なじみになっている「情報と行動のためのボパール

グループ」のサトゥーや、ボパール支援ネットワー

クのひとつでデリーに拠去をもっ、「もうひとつの

メディア J (111eO也町M叫 a)のディーナらと、現

状についての基本的な情報交換、訪問スケジュール

についての打ち合せ意見交換、各機関や団体への
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ルユニオンカーバイド工場時 11994.12谷洋氏撮影)

アポイントなどの今後の準備の他、中央政府のボパ

←ル問題にかかわる化学物質肥料省(Mi血由y o f
C he回叫副F帥也師)の担当官訪問、デリ

ー在住の被害者とその家族に会って話をする機会

をもった。

ポパール事故から 1ぽ手、何がおこっていたのか。

サトゥーらの話を要約すれば、次のようにまとめら

れる。事故から 1昨たったが、事故がもたらした被

害は多様化、深刻化している。現在までに公式に認

められた死者数は、およそ7,5∞人(福祉委員事務

所発表)だが、多くの申請できない被害者も含め、

被害者団体では、 16 ,α)()人以上の人がガスの被害で

亡くなっていると推定している。ガスの影響を受け

た人びとは6 0万人以上(当時のボパール市の人口は

約70万)と推定され、ガスの影響は死にまでいたら

なかった多くの人びとに、呼吸器、限、神経、胃腸、

生殖器の障害をもたらしている。当初から今に至る

まで効果的な治療が与えられないまま、多くの人は

慢十邸主患に悩まされている。もちろん、被害は薩康

の障害だけにとどまらず、そのために仕事を失い、

生活そのもののがたちゆかなくなった。こうした、

人びとの命と健康、生活そのものの破壊に対して、

インド政府は198伴 2月に「ボパール法」を制定、

こうした被害の損害賠償をすべて国が代行すると

いうことを定め、 uct土を提訴。しかし、この裁判

は、 198伴、当初の被害請求額33億ドルに対して、

uct土側の主張をそのまま受け入れた4億7千万ドル

をu cがインド政府に支払うという内容で和解が成

立してしまう。 l労 l年、最高裁はこの和解に対して、

①不足分はインド政府が補う、②刑事訴訟はボパー

ル地方裁判所に差し戻して再開する、③uctt: fお∞

床の新しい病院を建設し、少なくとも 8年聞これを

継続する怠現時点、より後になってから後遺症がて、

る被害者の数を約 10万と推定する、という条件を付

記する最終命令を下した。

この最終命令を受けて、 1労 2年から被害者への補

償が開始された。補償請求者への補償支払い額は、

死亡に関して平均2,375米ドル、個人障害に関して

平均856米ドル (1995年10月現在)である。しかし、

その額は、受けた障害の治療費にさえ満たない額だ

という。被害者団体はとりあえず、早期の補償の実
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施を要求しているが、認定審査がされたのは現時点

で請求の 3分の l、これでは、いま申請されている 60

万件がすべて審査されるまでにまだ相当の年月が

かかると予測される。

こうした補償をめぐる問題とあわせて、被害者団

体か強く主張しているのが、加害企業への責任追及

だ。 U仁社の刑事責任は、 1991年 10月のインド最高

裁命令により差し戻し審議となり、現在ボパール地

方裁判所で係争中だが、被告側が法廷に姿をあらわ

さず、審議は停止状態。出廷を拒否している被告に

対して、地方裁判所は、 u cインド社( [ _株式を差し

押えたが、 uc社は、 1992年2月にボパール病院トラ

ストをつくり j宋式収入による収入の一部をボパー

ル病院の資金に回すという名目で、差し押さえられ

た株式の売却許可を最高裁に請求した。この交渉

は、劇府高官とトラスト理事長との政治取り引きの

後、政府が最高裁で株式売却請求に合意したと発

言、見事に成立したのである。こういう uc社のや

り方は、刑事責任追及をたくみにかわして企業の損

害を最小限にとどめているばかりか、被害者のため

にこんなにもお金を使っているという企業イメー

ジのアップ戦略さえ謀るものだーと説明するサト

ウ の声には、怒りのためか特に力がこもってい

た。だから、彼らは刑事訴弘、の被告となっている、

u c元会長やその他の重役、関連各社を法廷に引き

出すための運動もひとつの焦点にしてきたい今後

は、アメリカの法廷で uc粧を直接に相手取り、被

害者個人が損害賠償の訴えをおこすという裁判闘

争も計画しているとし句。

ボパールの被害の現実に対して、政府はどのよう

な見解をもち、何を行っているのだろうか。中央政

府のボパール問題担当者を訪ね、化学物質肥料省の

化学・石油化学局副長官て‘ボパール問題を担当す

るメンディラッタ氏と小一時間ほど話をするごと

ができた。この政府高官は、政府が州政府のガス救

済省と協力し、し泊ユにごの事故の被害の回復のプロ

グラムに力を入れているかを終始にこやかに説明。

医療・環境社会‘経済の4部門の復興計画をユニ

オンカ パイドからの補償金とは別に、政府予算で

実施しているという。補償の遅れの心配はつとい

う質問にも J u cからインド政府に補償金がわたさ

れたのがそもそも 19宮廷手に入ってからなので、実際

の補償開始が 1992年 10月になった o が、それから現

在までは、月に I万件以上のベスで認定審査にあ

たっている J と、迅速に進行していることを強調。

環境への影響、今後の多国籍企業への期点4について

も、 r1985年につ<られた環境プロジェクト法でガ

イドラインが定められており、今後についての心慨

はない」と説明した。

こうした、被害者側と政府側の説明のくい違い

は、その後、ボパールに仔ってからもずっと続いて

いくoボパール出身のアニ ルさんとそのおつれあ

いの名須川さんからの話からは、インドの一般の人

びとと政府官僚の関係が具体的にうかがわれて興

味深かった。 IC岸前、アニールさんはボパール駅の

近くのホテルの従業員だった。事故の夜は、一室に

お客さんをあつめ、ホテルの窓を全部しめきりガス

の侵入を防ごうとしたが、隙聞から入ってくるガス

で苦しくなり、部屋のドアを一部開けてそのまま一

晩を過ごした。ホテルがあった地域は、事故直後の

被害調査で「深刻な被害を受けた地域」と判定され、

彼は被害者リストの中の、カテゴリーBの認定を受

けた。(カテゴリ については後で説明)認定後、

ボパールの認定裁判所で毎月 13日に支払いがある

と言われて、何回かデリーからボパルまで遇っ

た。けれども、そのたびにいろいろと理由をつけら

れて、結局、今でもまだ補償金を受け取っていない。

「賄賂を払えば、支払いリストの順序が上になって、

補償が早く受け取れるらしいですね」と、名須!日さ

ん。また、「認定所の裁判官が補償金からの利潤を

得たいために補償の実施を遅らせている」というの

が一般的な人びとのもっぱらの意見で、「どうして

も補償を出したくないため、裁判官は所定の日に年

休をとった」という噂まであることを彼らは話して

くれた。インドは金利がとても高いので、大金を預

ければ、それだけで数年のうちに大きな利潤が生み

出される。個人の官僚が補償金の利潤をわがものに

できるようなシステムでないことは、後でボパール

20 安全センター情報96年, . ,月号

安全センター情報96年 12月号 21



眠法事磁醜培唖ゆ'I""幸華経主主癒緩緩瀦錫醸磁瀦磁綴盤強纏滋滋趨緩鐙蕩磁磁緩緩麹露溜瀦趨盤態欝磁磁観磁

¢福祉委員事務所在訪ねてわかったが、こんな噂の

中に、ふつうの人びとにとってのインド官僚像か見

える。アニールさんは、現在、体の方は自覚症状は

ほとんどない。「だけど、すごく忘れっぽいし、な

にかやるのにす寸疲れたなと思うんです。年のせい

かもしれないんだけれど」。

こんなデリーでの 2日閣を終えて、いよいよボパ

ールに向かう。

織(,ボパールガス被害者女性同盟」、「困民闘争戦

線」、「ボパールガス被害者女性労働者組合)、被害

を受けた3家族宅、 2つの政府系の病院、州政府のガ

ス救済省(岨国府yof臼 sRelief) 、福祉委員事
務所 (w,目立are C o皿皿ission) などを訪問した他、

サトゥ や民間診療所構想にも協力しているドウ

イベディ医師らと、民間診療所¢計画について、ま

た今後の協力について話し合った。ごごでは、いく

つかのテーマにしぼって報告する。

8月9日、その日の早朝の特急でニューデリーから

ボパールについたのはお昼をすぎていた。 10年前、

今世紀最大の産業被害ともいわれるユニオンカー

パイト農薬工場からのガス漏れ事故が起きたこの

場所は、インド中部のマディヤ・プラディシュ州の

州都でもある。さすがに大きな駅だったが、駅から

馬車にのり、まわりを見渡した印象は「地方都市」

というより、「のんびりした田舎の町」だった。馬

車の運転をしていた痩せたおじさんは、ずっと私た

ちを駅で出迎えてくれたサトゥ に向かつて怒鳴

るようにしゃべり続けていた。彼は、工場のす寸そ

ばに住んでいて被害にあったときの状況を、サトゥ

ーに説明していたのだった。この町のかなり多くの

人は l昨前のあの事故の夜、ガスから逃げまどった

経験があり、今でも何らかの健康障害を抱えてい

る。ボパ←ルへの道中、私のとなりに座りあわせた

ニューデリー在住のモニカは、「私の地域は被害が

軽く、家族も被災者リストにはのっていないのよ」

といいながら、!()年前、女子学生だった当時の事故

の夜の、非常に鮮明な記憶を私に話してくれた。ホ

テルの前で馬車をおりると、向い側の壁に

'CARBIDEQUπ 」とかかれた大きな落書きを見つ

けた。数日間の滞在中、町のいたるところでこんな

落書きを目にした。「のどかな田舎の町」というボ

パールの第一印象は、ボパールに滞在した数日のあ

いだ、基本的には変わらなかった。けれども日がた

つにつれ、この町の人びとの受けた被害の重さと、

人びとのやさしさやしたたかさの深みが、私の中の

ボパールの印象に着実につみ重ねられていた。

4日間はめま寸るしい早さで過ぎ-n 、ったoUG土
工場跡や、ボパールの町をまわり、 3つの被害者組

ボパ←ル到着のその日、私たちは、ドウイベデイ

医師から、ガスが人びとの健康に与えた影響につい

て、医学的な側面からの総括的な言剃Hを受けた。ド

ウイベデデ、イ医自師印は、インド政府の調査機j潤関であるイ

ンド医学研究評議会のボパ一ルガス被害について

の研究プロジエクトの責任者をつとめ、現在はボパ

一ルに在住、世界保健機婿のコンサル夕ントでもあ

り
研究 実施や、民間による被害の言記己滋主録草のための診療

F所f計画へも協力している方である。インド医学研究

評議会は、ボパール事故の被害実態に関する斜の調

査プロジェケトを諸告した。内臓器宮によって類別

したかなり詳しい調査の結果、基本的には、これま

で報告されているように、呼吸器眼皮膚・胃腸

・神経・生殖器免疫システムへの被害がひろく

認められている。ガスの中には、イソシアン酸メチ

ル(犯C)の他2幡買にのぼる危険物が混入してお

り、事故当初からの治療方針の混乱が、現在までひ

きつづいている。

@州政府は医療問題にどのような

対策を講じてきたのか

州政府、ガス救済省のボパール問題の責任者であ

るアジマニ氏は、医療ケアの状況について、市内で

はあわせて 8つの公立病院がガス被害者に対して無

料で医療を提供していること、現在合わせて工α悶

床のベット数があり、今後も新しい病院建設の計画

があることなどを、自信たっぷりに説明した。アジ

マニ氏と私たちとのアポイントがたまたま重大な

会議のあとで多くの関係者が集まっていたため、そ
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の中の 3人の医師らが、私たちを、昨年 12月にでき

た新しい肺疾患の専門病院(Pul皿D血 ry Medicine

C田町, B h o p aI)につれていった。 4階建てのその

病院は、町の中心からはかなりはずれた場所にあ

り、診察時閣をすぎて外来客がいないということも

あるのだろうが、中はガラガラだった。同行した本
田医師が驚くほどの最新設備(~偲l-CT、心臓超音

波検査装置、気管支鏡など)を取り揃えていたが、

実際この病院で働く医師、スタッフか揃っていない

ということで, 3.4 [ i皆の入院施設はまだオープンし

ていなかった。本国先生は「デリーでもごんな機材

を使える医者がいるのかな」と首をかしげていた。

訪問したもうひとつの病院(J.Nehru Ho甲凶)

は、事故直後の 1985年 1月に設立されたベット数 125

床の病院。 1日の外来患者数が 1,400と、利用も多い

ようだ。残念なことに、治療内容については詳しく

きけなかった。

@適切な情報の不足と治療の混乱

今回訪問した被害者家族の話をきくと、公立病院

に通っても実際に症状がよくならず、むしろ民間の

診療所や売薬でj台療をしている人が多いことがわ

かる。政府系病院での有害かつ不必要な薬品投与率

は3 6 ,7%にのぼるという、ボランティアの医師グル

ープによる調査結果(1矧洋)もあるほどだ。また、

公立病院では被害者への治療は無料で提供しでも、

薬代は個人負担で、結局お金がかかることになる。

しかし、民間の開業医にしても、公立病院の医師が

かねていたり、医師資格をもっていない医師だった

りで、決して十分な治療がされているわけではな

い。西洋医学偏重、伝統医療軽視の政府の医療方針

を批判する被害者団体からの声もある。今回お会い

した被信者の一人、ヤケーさんは、南インドでアユ

ルベーダという伝統的な治療を受け、肺や呼吸器の

民号、がかなりよくなったという。いずれにせよ、適

切な治療についての情報がなく、治療方針は混乱し

たまま、すでに Iぽ手がたつている。

被害者団体のひとつの「困民闘争戦線」では、被

害カテゴリーの認定にあたってひとつの判断基準

にされる医療検査古ま非常にいいかげんで誤診が多

いことを指摘し、政府に対して適切な検査をするよ

う要求している。被害の認定にしても、今後も引き

続く治療にしても、適切な医療情報や研究の不足は

決定的な問題だと感じた。
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こうした現状をふまえて被害者団体では、政府に

対して、政府、非政府団体、被害者組織で構成する

「ボパル全国医療委員会」をつくり、医療調査や、

モニターと健康管理ができるシステムを要求して

いる。

サトゥーらが提案している「ボパール市民健康情

報クりニック J計画によると、活動の柱となるひと

つは、被害者自身による被害状況の記録・分析研

究、そしてもうひとつは、効果的な治療の研究・実

践や地域への保健教育である。活動のスタートとし

て、死亡被害の記録と分析古がま叩9月から始まつている。

時がたち、ガガfス事故と死亡の関連性が認められなく

なりつつあるなかてで、、独白の医者や専門家のネツト

ワ クの中で死因を分析し

いくごとも呂的のひとつである。こうした運動がし

ばらくして軌道にのつた頃には、インドの伝統的な

治曙療雪法も取り入れた新しい治療の試みを始める。立

ち上かり資金は、イギリスなどいくつ力かミの国での新

閣公告によるカンパなどで、一定額をすでに集めて

いる。恒常的な助成金などに頼らない、財政自立の

方向をめざす。もちろん、規模は政府の医療・研究

機関とは比べものにならない小さいものだし、ごの

災害の被害全体の規模を考えると大海に数滴の水

を注ぐようなものかもしれないが、ひとつのモデル

をつくることで、そこから、政府の医療プログラム

に対しでも圧力をかけていけるようなものをつく

りたいという。サトゥ たちの提案に私たちは基本

的に賛成だが、実際の継続を考えると様々な困難が

予測される。しかし、いずれにしても、今後の協力

を考えるうえでひとつの柱となるプロジェクトで

ある。

@ラジア・ビーさんの家族を訪問して

被害を受けた人びとの生活状況はどうだろうか。

昨年日本を訪れたラジア ビーさんは、 I信量ほど部

屋と台所に、 6人の子供と、あわせて 7人で暮らして

いる。狭い場所だが、家の中にはビーさんの暖かい

人柄が感じられた。私たちが訪問したのはちょうど

お昼の時間だったが、部屋にはいると、ビーさんの

長男がうつふ山せの格好で寸ったりと寝むりこんで

いた。夜に眠れないため、眠れる時間に限るのだと

いう。また、童f伎がなく、 l日にチャパテイ(イン

ドのパンのようなもの) 2枚しか食べられない。彼

の症状にはメンタルな原因があると思われる。ボパ

ールの被害者にはこうした症状の人がかなり多い

という。しかし精神面の障害は、現在のところ被害

の認定にあたってまったく考慮されない。ラジア・

ビ さんは、ガスt被害のため、夫と 2人の子供を

亡くしている。家族のうち、死んだ夫を含め、補償

金は台ろん、認定の通知さえ、まだ誰も受け取って

いない。月 2∞ルビーの一時救済金が、 7人に出てい

るので、この収入と底で働く息子ひとりの収入に頼

って暮らしている。ピーさん自身は以前、ミシンの

作業所で働いていたが、途中で閉鎖され、今は働き

口がない。そもそも、呼吸器の障害がひどく、普通

に働くのはしんどいだろう。 15歳の娘のサルマさん

は、痩せ細り、仮球が今にもとびだしてきそうだっ

た。医者にかかったが、はっきりした原因がつかめ

ないという。本田医師によれば、甲状腺機能冗進症、

消化管出血などの可飽性が考えられ、お金はかかる

が、詳しい検査と治療が必要とのこと。彼女にとり

あえず検査を受けてもらおうと、私たちの心ばかり

のカンパを、サトウーを通じて後で渡してもらっ

た。帰るとき、心から別れを惜しんで私たちの手を

握るピーさんの目からは涙があふれた。こんなに感

情の深い彼女にとって、家族の状態やボパールの被

害者に起こっていることは、どんなに悲しいことだ

ろうか。

@補償のプロゼスと問題点

福祉委員事務所のボパール被害者に関する担当

長官のサケセナ氏によると、現在、補償申請をして

いる人数は、 639 ,000人。そのうちもっとも多いの

が傷害輔申請である。補償の種類にはその他、家

畜、仕事の損失、死亡、公共事業の損失に関するも

のがある。申請件数のうち審査が終了しているの

は、 218川知件。ボパールの行政区56区のすべてに、

申請を審査する裁判所在おき、処理を進めている。

現在審査されているのは、基本的に 1992年までの申

請期間に申請手続をとった人だ。この申請の期限に

関しては、「今後の申請を一切認めないというわけ

ではないがつという返事。被害者団体が問題を指

摘してきた、 18歳未満の子どもが、現在補償審査の

和博車外にはずされている点については、その事実を

認めたが、これもまた、「現在の申請¢処理後、考

える」というあいまいな返答だった。被害の認定は、

カテゴリ -A(傷害なし) 、 B (一時的傷害) 、 c(恒

常的傷害)、自+D (一時傷害による一時的な障害)

"'C+F (恒常的完全障害)と7つのカテゴリーにわ

かれ、その被害に応じた補償額が支払われる。認定

の判断材料とされるのは、居住地域や、医療検査の

結果である。

被害者団体の中では、補償額そのものの低さはも

ちろん、審査のやり方や、そもそもの補償のカテゴ

リーをめぐる議論がでている。日本の水俣でも、同

様の議論や運動の取り組みがあ勺た。今後こうした

経験を伝え、一緒に考えていく必要があるだろう。

また、最終的にこの補償問題は、 uC;:土を相手に、

アメリカ法廷に個人が損害賠償請求をおごしてい

くという運動にいきつくだろうーというのが今回、

被害者団体との議論の中で得た感触でもある。

@仕事への要求

uct土正門の自の前のl P ナガル地区に住台トラ

ニさんは、現在、 I締吉核、慢性閉塞性肺疾患という

診断を受けていて、特にここ数年は、体力がめつき

り弱くなったと話していた。彼と妻は、それぞれ

25 ,収沿jレピーの格j償を受けいる古人トラニさんによ

れば、事故後最もショッケだったのは、働けなくな

ったことだったという。被害者の中での失業問題

は、以前として深刻だ。政府は、初期段階では、経

済更生プログラムの中で、被害者の雇用と訓練を目

的とした特別産業区域を開設、 1700 . :作業所在運用
していたが、現在までの聞にさまざまな理由で、民

間売却や閉鎖においこまれ、多くの被害者が途中で

雇用の機会を一方的に奪われた。

被害者団体のひとつ「ボパールガス被害者女性労

働者組合」は、現恋まで被害者のための雇用を確保

しつづけているものとしてはほぼ唯一の作業所で

働く女性たちの労働組合だ。この作業所在訪れ、働

く女性たちのパワーに力づけられた。

政府の印刷会社から仕事を請け負っているこの

作業所では現在 86人の女性が働く。 1985年に開設さ

れてから働き続けている人がほとんどだ。この 10年

間は、賃金差別をはじめ、労働条件の向よを要求す

る運動の連続だった。彼女たちが正式に組合として

登録したのは四8 7年だが、それ以前から、低賃金に

対して何度も抗議を表明している。 1988年からは、

政府印刷社に直接雇用されて働く他の労働者と比

べて 1扮の1という賃金格差に対する改善要求に本

格的に取り組む。州政府や中央政府への訴え、デリ

←までのデモ行進、政府印刷社や宮庁前でのハンガ

ーストライキなどの直接行動と裁判。こうした運動

の成果で、現在はその賃金格差は2分の lまで縮まっ

た。多くの作章子庁が閉鎖に追い込まれていくなかで

この作業所が生き残ってこれたのは、こうした運動

の力によるものが大きいと、リーダーのラシダ・ピ

ーさんらは語る。被害直後より、組合員の生活水準

は確実にアップしたし、運動の過程で、女性たちは

自分たちの権利について学びつつカを養ってきた。

組合作業所にはイスラムとヒンドゥーの女性がち

ょうど半数ずつ働いているが、一緒に運動する中

で、宗教の遣いも自然に乗りこえられてきたとい

う。私たちがボパールを発つ目、数名が花飾りや車

中の食べ物などを持って駅まで見送りに来て又れ

た。彼女たちは本当に強くてやさしい。けれども、

その一方に、どれだけの働きたくても働く場所のな

い被害者がいるのだろうか 。

L人土、今回の訪問をとおして知った被害者の状

侃や被害者団体の取り組みを、医療生活補償な

どのテーマにそって報告した。今後も現地の被害者

の苦しみは続き、権利を求める闘いも続くのだろ

う。日本からも、具体的な計画を支援しつつ、基本

的には腰をおちつけて、長い時間をかけて現地とつ

きあっていくことが必要だと改めて感じた。

もうひとつ、つけ力日えておきたいこと。今回の現

地訪問から持ち帰ったものは、被害の重さと悲惨さ

だけでなく、闘う人びとの強さでもあり、日本とは

違った社会に生きる人骨の生き方でもあった。短い

期間だったけれど、今後のに向けての「力」になっ

たと思う。

臨
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事バー最
ヌド由 審議
S H A R E =国酷保檀協力市民の金港町診置所

とし

1 はじめに !
この十数年間、私は開発途上国の保健 医療の問

題に対して、主として悶O(非政師轍)の立場

から小さな関わりを続けてきた。私の属する

r S H A R Eニ国際保健協力市民の会」は現在、タイ、

カンボジア。 ) 2か国でプライマリ・ヘルス ケア

(以下、 PHC) の分野で「草の根」協力を行ってし、

る。 1995年8月初旬、カンボジアでの活動の中長期

目標・計画を組織内部で話し合う機会があり、パン

コックに出かけた。この会議の後、インドまで足を

伸ばすように神奈川労災職業病センターの山岸素

子さんから勧められ、ニューデリーで一行に加わら

せていただくことになった。この視察旅行は2つの

意味で私には腎発的だった。まず、「途上国」でも

インドは初めてだったこと。以前、日本赤十字社の

嘱託として、インド文化圏の周縁に位置するパング

ラデシユ、スリランカの2か国を訪れたととがある

が、カレーのうまさと、人々のひたすらに生き、働

き抜く姿に感動した。「世界最古の文明と宗教を生

み、核開発や人工衛星の打ち上げに遁進し、地と最

大の民主主義国家を自負するインドは、当然のこと

ながら自分を途上国だなんて、これっぽっちも思っ

ていないぜ」という、シャフ'ラ二一ル(パングラデ

シユで農村開発協力をする日本有数のN O O ) の大

橋正明さんの明快な意見にうなったこともある。こ

の旅行がインドへの遅ればせの目覚めになればと

願った。第2に、私が関係してきた母子保健やP H C

が、ボパールで起きた大規模な工場災害と、予防や

長期ケアの面でどういうつながりをもち得るかの

に興味を覚えたのである。

2 現地視察訪問

ボパールでお会いし、お話を聞いた人たちのう

ち、医師、被災者(患者)、行政関係者の順で、主

に医療面から見て大切と思われたごとを中心に記

述する。

① 肋, M.P.Dw勧吋i(FOI哩 .erD面官如, r,

B h o p a l G酎朗蝿S飽rReliefC田町,I C M R )

8月9目、ボパールに到着後す寸、私たちは州

保健家庭福祉局 (Regiona1 0盟国f町 H国I出血品 

F田昌yWelfr町)にドウイベデイ医師を訪問した目

彼は疫学者で、政府機関「インF医学研究評議会」

(ICMR) の責任者として、ボパール事故の組織的

な被害調査研究を率いてきた。I C M Rでは医学的調

査のためMのプロジェクトを行ってきたという。研

究の成果の一部は厚い英文の報告書としてまとめ

られている。(後述)

ドウイベデイ先生の話は以下のとおり。

「事故当時は有毒ガスの名称、性質、解毒方法が

分からず、救急医療の現場では大きな混乱があっ

た。ユニオンカーパイドのアメリカの本社にまで対

処法を問い合わせた。醍醐告ー誘導立の遅れも、被

害を大きくしてしまったー因として考えられる。死

者の習J検(解剖による死因調査)は、事故翌日から

精力的に行われた。

患者の呈した症状異常は多岐にわたり、主なも

のでも 4 0にものぼる。器官別にすると、①呼吸器、

cg:限、③消化器、⑤神経系、⑤精神、@:生殖器、⑦

免疫系など。事故後1畔以上が経過して、慢性疾患

の巴鳴が一層重要になってきている。とくに深刻な

のは慢性閉塞性肺疾患 (COPD) や姉性心である。 

C O P Dは、慢性気管支炎、肺気題、気管支鳴患の総

称で、有毒ガスの主成分である阻C (Me血yl

四 cyan臨)やその分解産物(シアン化水素など)

が細い気管支に不可逆的な障害を与えるためと考

えられる。腕(［病気が進行していくと、心臓の機能

も弱り、肺性心になる。慢性期に亡くなる人の大半

がこのC O P Dや肺性心によるものであろう。ごれら

の病気には、西洋医学の薬でも特に有効なものはな

い。ネブライザー、理学療法、酸素吸入、伝統医療

(ヨガ、アユルヴェーダ)など代替医療を含む総合

的なケアが、患者さんの住むコミュニティのレベル

で必要になる。しかし、現実には多くの慢性肺病患

者か見放された状態にある。もうひとつ特徴的なの

は、被災者に結核の有病率が高くなることだ。一般

人口で 1811,000に対し、被災者では701,1000にのぼ

る。結核発症には、今後とも十分注意が必要だ。

② PD.トラこさん 51歳・男性

トラニさん一家は被害の最もひどかった地域の

ひとつ、 J.Pナガール地区に住む。妻、2人の息子、

4人の娘の8人家族。事故当夜、彼は暑いので屋外に

人寝ていた。真夜中に突然「逃げろ」という大声

で起こされた。家の中で寝ていた家族をすぐ呼び起

こし、工場の裏手へ必涜で逃げた。息苦しさ、咳、

自の痛み、涙などの症状がひどかった。早朝の4時

半くらいになって工場から、「もう危険はないから

家に戻ってよい」というアナウンスがあった。けれ

ど町はパニックに陥って、一時的には 4 0万人位の住

民が町を捨てて逃げたという。何日かしてからトラ

ニさんはハミディア病院(ボパール最大の総合病

院)に入院した。その後、さらに遠方の病院へ送ら

れている。最終的に、彼は、肺結核および慢性気管

支炎と診断され、今も断続的に治療を受けている。

これまで彼がもらった薬の処方筆(せん)を見せて

くれたが、あるときは抗経核薬が、日11のときは副腎

ステロイド弗jが出ている。同行してくれたサティナ

.サランギさんによると、こういう薬の投与の仕方

をされている患者が大勢いるという。医療機関側の

問題としては、クリニック、一般病院、結核病院hの
間で、被災者の治療についてのプロトコールや指針

がなく、お互いの連携・連絡も悪い。そのため、同

じ患者か潜核病院へ行けば脚融薬を、開業医へ行

けば晴息だ慢性気管支炎だということでステロイ

ドを投与されてしまう。治療に 貫性がなく、結核

患者にステロイドといった、正反対というか、やっ

てはいけない治療古河子われたりする。患者側の問題

としては、お金がないため、病状が悪化したときだ

け一時抑えの治療で済ませようとする。これは、結

核菌の耐性化を招くことを含め深刻な問題だろう。

トラ二さんと奥さんの2人は2万5,ぽ刃ルビー(約

7万5千円)ずつの補償金をもらった。けれど、あら

かたは治療費でなくなってしまった。子供たちには

今もってまったく補償がおりていない。毒ガス事故

が彼の人生にもたらした一番つらいことは何です

か、と関われ、彼は一言「働けなくなったことです」

と答えた。大道で車を引き物売りをしていた彼のよ

うな人間には、慢性の肺病は生計の道を断ってしま

うばかりでなく、一家の主としての威厳や誇りを奪

うごとにもなったようだ。

③ヤクーさん年齢不詳(50代く6い)・男性

2軒目に訪ねたのが、サティナさんの“B h時>a］

Group For Information And A血 o n "の事務所から

歩いてすぐの、ヤクーさんの家だった。彼もまた結

核とC O P Dを患っている。一時病状がかなり悪化し

ていたが、アユルヴェーダの治療を受けてから呼吸

がずっと楽になったという。被災者の認定で彼は

“Tempo斑 YinjuIy" (一時的障害)に相当する「等

級BJ にランクされている。(被害者等級について
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は別に記述),したがって、彼も 25 ,α氾ルピーの補

償金を受け取る資格を得たわけだが、 19筑咋以降州

政府からもらっていた月額2∞ルビーの生活支援金

の総額を差し引かれたため、実際にもらったのは

14,ぽ氾ルピ だけだったという。こんな話を聞くに

つけ、「薬代にも足りない、人を馬鹿にした補償額」

というサティナさんら救援活動家たちの言い分に

は説得力を感じる。

④ラジア・ピーさん女性・ 35歳

彼女は被害者団体のリーダーで、 19明年に来日し

ている。夫はボパール事件の後遺症ですでに亡くな

られ、 8人の子供を女手ひとつで育ててきた。一間

だけの狭い家では、 18歳の長男が、昼間からベッド

に伏せている。夜眠れないため、いつもこうしてい

るのだという。ラジアさんのやや困惑した話ぶりや

息子さん自身の様子からは、単なる不眠症というよ

り、精神に深い傷を負った人との印象を受けた。事

件との直凝の因果関係があるとすれば、最近阪神大

震災でも問題になったP T S D (心的外傷後ストレス

疾患)に当たるのだろう。直接には関係がないとし

ても、父親の死ゃいつまでも困窮を抜け出せない一

家の生活、長男としての義務感や周囲からの期待な

どに押し潰されそうになっている一人の繊細な若

者の姿を見る思いだった。

もう一人この家には 15歳の少女が病んでいた。彼

女はこE数か月の聞にひどく痩せてしまい、高度の

貧血を起こしている。クlりJニツケて

は、血色素が5gそこそごである(健康な女性の半分

以下)。原因として、甲状腺(せん)機能允進症、

消化性潰蕩、寄生虫民患、悪問腫療などいろいろな

可能性が考えられるが、彼女もボパール事件の被害

者であった点には変わりない。こうした患者さんの

救済までも視野に入れることが今後の課題になる

のだろう。

⑤ Mr. V.K.8a盟国

( Director,甲車elfare C o盟国園短sion)

サクセーナ氏は、ボパール市内56!の区ごとに設け

られた被害者認定裁判所の長官に当たる人物。 56区

のうち被害区域として公に認定されているのは 36

区。(被害の最もひどい区間、中等蹴皮害が5区、

軽度が29区)。しかし、地形的また風向きなどの理

由から、被害を受けていないとされる 2 0区の住民約

2 0万人からも被害申請は出されている。補償青青求を

提出した人は全部で63万9千人。～番多いのは、も

ちろん身体障害帯償請求だが、その他に家畜や土地

の被害、個人や公共の事業の損失などがある。申請

出徴主万件のうちこれまでに審査が終了しているの

が、 21万8千件。被害者団体から強い不満が出され

ている、 18歳末満の子供たちの未認定j問題について

は、現在抱えている申請の処理後にどうするか考え

るという消極的な態度だった。

⑤ Mr.JL.Aj田a国 (8眠 retary,G酪 Relief
田 d R e l m b組組曲o n ,S出血G肺包血盟冊。

この人物は、州政府の「ガス事故救済復興省」

の大臣だが、私たちの面会の時間の直前までボパー

ル市内の医療関係の責任者と話し合いをしていた

ということで、この人たちもそのまま同席すること

になった。自分にはこれだけの部下がいるんだとい

うごとを、日本からの一行にひけらかしたいという

印象も受ける。アジマニ氏との会見で一番議論が白

熱したのは、ガス事故被害者(とくに女性)の雇用

安定や職業訓練の目的で作られた作業場

( W o抽出)をめ寸ってだった。この目の朝、「ボ

ノミール・ガス被害者女性労働組合」のある製本所を

訪れ話を聞いたが、この製本所は現在も存続・営業

している唯一の公営の作業場で、当初5 0箇所あった

縫製、革細工、竹製品などの作業場はここを除雪す

べて、赤字などの理由でつぶされてしまったとい

う。私たちがその話をすると、アジマニ氏はいくつ

もの作業場がまだ操業しているはずだと言い張る。

しかし、話の内容の具体性ではるかに女性労働者た

ちの言い分の方に説得力がある。後でサティナさん

に尋ねると、「実際には閉鎖に追い込まれてしまっ

た作業場でも、ああいう役人たち(;t紙i(書類)のよ

で存在しているということで、勘定に入れてしまう

からねJと皮肉っぽく答えていた。

真実がどちらの側にある古か3はとも古か>ぺく

f行?政との間にこれだけの事実認識のギヤ、yプがあ

るということに私は大きな衝撃を受けた。 Welfare

Commission (福祉委員会)にしても「救済・復興

省」にしても、基本的なスタンスというか本音は、

早くこの問題に幕を引き、「ガス事故のボパールJ

という忌まわしいイメージから「おさらば」したい

ということのようだった。

⑦櫛疾患専門病院
伊副盟O且ary MOOici目eC田 tre,B Ol'l1 al)

「救済・復興省」での話し合いで私たちは、肺疾

患専門病院への訪問を勧められた。ここは市の中心

から外れた所に、 l努4年 12月に開設されたばかりの

3 0床の病院で、 M斑 -cr(核磁気共鳴を利用したコ

ンビュータ診断装置)をはじめとして、 I.L(イメ

ージーインテンシファイア)式のレントゲン透視

撮影装置、各種心肺機能診断装置、気管支内視鏡な

ど最新の医療器械が備えられている。現在外来患者

は1日平均 17略。ただ、肝心の入院ベットはまだ使

われていない。「ス夕、yブの確保などクリアできて

いない問題があって」と、院長は言葉を濁していた。

この病院がガス事故の被害者の救済のためにどれ

だけの使命を負わされているのか不明だが、そうい

う意味では、ほとんど全く役立たないことは請け合

いである。その理由は、⑪青院が多くの被害者が居

住する地域から地理的に遠く離れていて通院が困

難である。②これだけの高額医療器械を患者の自己

負担なしで維持す

ることは、財政的に

無理で、恐らく貧し

い被害者には法外

な医療費となって

しまうであろう。③

現在でも、入院施

設、病理検輔門、

多くの先端医療機

器が遊んでいる。費

用のことは日!とし

ても、これだけの

「モノ」を使いこな

し維持するスタッ

プを補充する当て

はあるのだろうか。

肺疾患専門病院

は、慢性期における

毒ガス事故患者の

ケアに対する、地域でのプライマリ・ヘルス・ケア
(PHC)の必要性とはまるで逆行するものとして、

構想され、実現してしまった。この、地域P H C型ア

ブローチの大切さは、ドゥイベディ先生のように、

政府機関である ICMR (インド医学研究評議会)の

医学者でさえ認めていることだ。そういう意味で

は、こうした「白い象」のようなハイテク病院が、

貴重な医用資源を多額に投資して、外ならぬボパー

ルに作られてしまったことに、私は大きな皮肉と悲

劇Jを感じざるを得ない。

3 これまでの主な医学調査
報告のレビュー

① T heP ub l i c H開1曲Impli国首0由

。f曲eBhopal Disaste,.
Report 師也e島喝容湿血D脚色lop珊 ent

Bo配姐, A踊 erican P ublic 曲'"IthA覇。 da誼@阻

(A血 .J.Pub.H醐I血 7 7 ,230-23吾, 1錫 7)
・第3世界にとってのポパール事件の意味

第3世界における近年の急激な都市化・工業化は

環境問題(公害)や職業病問題の悪化を招いた。
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方農村では、いわゆる「緑の革命」により、殺虫剤

や化学肥料などの「ハイテク有害物質」が、ローテ

ク(低技術)の労働生活環境に放出されるという

矛盾を生んだ。従来の先進国から途と国への「技術

移転」は、保健や安全技術の移転を伴わず、途と国

にとっての「適正技術」も環境衛生を視野に入れた

ものではなかった。

ユニオン・カーパイド社の起こした事件は、有害

物質の生産・管理について先進国に2重基準(圏内

用と第3世界用)があることを示した。今後はW狙O
(世界保健機関)やI L O (国際労働機関)などを中

心に、国際的な工業技術移転に伴う環境衛生への影

響を調査モニターする体制の確立が急務となる。

ボパール事件を、単にー工場の操業ミスという点

に蜘化してはならない。そごで生産されていた、

農薬(殺虫剤)はそもそも人体にも環境にも危倹で

有害なものだという認識がまず必要だ。実際に使用
される殺虫剤のうち、 1 %しかターゲットとなる害

虫類に届かず、残り9ヲ%は環境に撒き散らされ、他

¢生物実買を傷め、土壌・水源の汚染在来す。将来的

には、“Integr臨 dPest M an a ge盟国lt" (総合的害虫

管理)が求められる。

-先進国にとってのこの事件の意味

この事件がきっかけとなって、アメリカでは、有

害物質による環場奇染を監視し、取り締まる法規の

強化が、 E P A (環境保護庁)によって提起されるよ

うになった。

多国籍企業は、不採算部門の「合理化」のため、

安全対策からの“加皿V自国出" (投資回避)を最

初の手段として取ることがあるというのも、今回の

事件の教訓である。ユニオン・カーバイドネ士は事故

前4年間で計450'万ドルの損失を出し、ボパール工場

在売りたいと考えていた。 1982年の工場査察で明ら

かになった安全操業上の問題点が是正されなかっ

たのも、こうした営業損失ー投資回避行動の一環と

見られる。

人口密集地域に化学工場を建設することの危険

性がボパール事件で示されたが、アメリカでは1見。

年代に、住宅地域での工場立地に関する法的規制が

整備されはじめた。それ以前に作られた古い市、ニ

ュージャージィやウエスト・パ ジニアでは、住宅

地域と重工事当也帯が隣接している。第3世界では、

工労組帯の周りに雇用を求める人々が集まり、スラ

ムが形成されるため、たとえ工場立地法を作っても

強制力をもったものとして施行していくことが難

しい。

「知る権利」。ボパール事件以来、アメリカ圏内で

は、工場などが生産・貯蔵する有害物質について、

住民・労働者の「知る権利」を強化する動きが、議

会を含め活発化している。途I二国でも先進国でも、

知る権利の確立は、職場や居出也域での有害環境を

除去・予防するための、より民主的な意志決定シス

テムを築いていく上で、大切なス子、yプになるであ

ろう。

② Sd開国畳cS知盛田o n B h o戸16田 Victi皿S 

TheI n盛田J加盟国o f M <剖盟四nt輔醐E油
(Suppll晒盟nt) 19111,I n dlan Co面否CiIof 

M自盟.caI R田副官曲

ガス事故の患者の呈した種々の症状検査所見

を、合わせて 1 0の論文にまとめ、収録している。主

な所見は次のとおり。

① 急性期の患者の死亡原因は、ほとんどが呼吸不

全。 3日以内に死亡。主要なレントゲン所見は肺

水腫であった o

② 事故後1 - 4か月の時点で、 224名の患者の肺機

能を評価。努力性肺活量 (FVC) 80%以上、 I秒
量(四.Vl) 7 5 %以上を正常とした場合、患者は

以下の4群に分けられる。

I群 5 6 % (1 261224) FVC、FEVIとも正常域 

II群 16%(361 ) 両者とも低下

田群 11%(241 ) 四V Iのみ低下

町群 17%(381 ) FVCのみ低下

動脈血酸素分圧は II群の人たちで明らかに低

下していた。

患者に認められた特徴は、肺気量の低下を伴

う、あるいは伴わない、気道抵抗の増大(Ai掴β W 

U出国田)であった。

③ 1市生検の所見は、細気管支炎、血管局闘の線維

化、肺胞中隔の肥厚、間質へのリンパ球浸潤など

であった。

④一酸化炭素ヘモグロビン (CO-Hb)、メトヘモ

グロビン (Melh-Hb)は、事故後3か月たっても

正常域を越えて土昇している人が多い。

⑤ 精神科の外来を受診する被害患者では、うつ、

不安状態を訴える人が過半数を占める。これら

PTSD (心哨外傷後ストレス民意)の患者に対す

るサポートやカウンセリングの必妻性がある。

⑥神経学的障害では、小児に昏陸、けいれん、成

人に対自神経筋障害などが見られた。全体¢被

害者数から比べれば、神経学的合併症の頻度は少

ない。

⑦ 免疫、催奇型性、生殖器などの面での影響は評

価か難しい。

③ Meh阻 P S etal:
Bhopa' Tra昌edy'sH闇 1也EIfi副瑚

Al加古_o C Methyl 1田 C戸""睦T ol<I city
(Jom百alofA血 ericanA田 ociatio四 264:
2181-21畠6,1雪型的

J地1Aに載った総説。ボパール事件被害者にっし、

てのとれまでの医学研究を振り返って論評してい

る。主な知見。

① シアン化水素が、急性期の障害の主要な原因に

なったと推定されている。

② V e r m aの研究によると、被害にあった妊婦865

名のうち4 3 %が胎児の死亡・流産にあっている。

生後30日以内の新生児死亡は、 4 8 6の生産(せい

ざん)のうち14%を占めた。これら¢数字は、同

じ地域での平時の統計より4倍程度高い。

③呼吸器への慢性障害の本質は、“Fih出血g

Bronchioli出 Obli町田s(線維化性閉塞性肺疾

患、)"のようだ。

④ 慢性の自の障害(Kl四百血らの調査)。慢性結

膜炎 (15%)、屈折異常 (3.5% )、涙の生産低下

(6.7%) 、角際毘濁 (9%)など。 (2 ,28 0人の患者

を対象に事故2-3年後の時点で調査)

④Interi皿 ReI即時oft量.elir臨団組0田 1M自誼田d

Corr田虫謡o n o n B h o戸I,D臨沼田b町1卵4

1994年l月、 11か国から 12人の医師らがデリ←に

集まり、ボパール事件についての医学的調査に着手

した。疫学班と臨床班に分かれ、質問票による被害

者住民への聞き取り調査、患者の診察田検査、地域

医新子政システムの研究を行った。これらの調査結

果に基づき、被害者への医療やリハビリテーション

サービスの在り方について、 1労4年12月、中間報

告(In回加R甲賀t) の形で提言をしている。今の

ところ最終報告は出ていないようである。中間報告

書に盛られているのは主に社会医学的視点からの

分析・現状批判勧告であり、今後のボパール問題

対策を考えていく上で貴重な資料となっている。

①病院ケアから地域医療、プライマリ・ヘルス

ケア重視へ

これまで1昨聞のガス事故被害者に対する医療

サービスは、病院を中心に行われてきた。しかし、

慢性疾患のケアやリハビリテーションが一層重要

になってきた現在、病院からコミュニテイ中心の

P H Cアプローチに転換していく必要性がある。

ボパールの医療システムは3層構造(官E龍一tier

sys低血)になっている。被害者用に確保されている

ベッドは245床(眼科病院のベッドを除く)。

表:ポパー)iJの既存医療組織(ガス事故患者用)

3次医療機関 ハミデイア病院(的床を確保)

Z次医療機関 ジャワハルラル ネルー病院

など3病院(計185床を確保)

眼科病院 (40,床)
I次医療機関 政府系、赤十字系など計 14の無

床診療所

「草の根」レベル 公的医療機関全くなし

ボパール市には人口l, ( ) (刃当たり1 . 25の病床数が

あり、インドの基準からは悪くない。被害者の住む

地域の人口を70万人とすると、決定的に不足してい

るのはI次医療機関から「草の根」に至るレベルの

ヘルス・ケア・システムである。診療所すらも平均

すると人口5万人当たりは銃庁しかなく、住民被害

者にとって極めて医療近接性 (A出国面白ty)が

悪い(平均人口 19 ,5∞人の区にひとつの診療所さえ

ないことになる)。このことは、診療所で提供され

る医療の質に対する住民¢不信もあって、 2次・3次

医療機関である病院を過度に混み合う状態に追い

やる原因にもなっている。コミュニティ・レベルで

は、公的資格を持たない者を含め開業医師・施療者

が働いている。例えば、第13区の場合32入。これら

私的セクターの提供する医療には質的問題もあり、

30 安全センター情報開年12月号 安全センター情報開年 1.2月号 31
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被害者のための医療・リハビリを全面的に担って

もらうことは期待できない。
医療互接1生から考えると、人口5千人を越えない

地域でのP H Cサブ センターの建設が必要と判断
される。

②神経系含併症・ PTSO(心的外傷後ストレス

疾患)への配慮
これまでガス事樹皮害者の抱える医療問題の中

で、これら神経毒性やP T S Dについてはほとんど注
意が払われず、ケアや補償の対象にされてこなかっ
た。病像を据えにくいことも原因となっているが、
多くの患者がこれらの民号、に苦しんでいるのは事

実であり、社会世司配慮が求められる。

③社会的弱者(小児や婦人/母親など)への長期

的支援
長期・慢性的合併症についての研究が充分に行

われてこなかった。また、「インド医学研究評議会」

(ICMR)の研究・調査結果も全面的には住民に公
表・開示されていないロ母親・子供など弱者に対す

るサボ←トが決定的に不足している。婦人たちの雇
用・経済的自立支援の目的で設立された作業場
( W o r抽出)も、当初計画では50笛所だったが実

際に作られたのが3 0 、現在稼働しているのは製本工
場1箇所だけとなってしまっている。とくに 19匁年
の縫製工場閉鎖は2,3∞人の女性を失業させてしま
ったo こうした事態を改善させねばならない。

④ 薬物療法ガイドラインの確立
病院、診療所、開業医、いずれのレベルでも、

被害者への薬物治療は無原則的で、対症橋去にと
どまっている。ステロイドや抗生物質の濫用。ビ
タミン剤、抗ヒスタミン剤の使い方にも問題が
ある。呼吸器疾患の場合、ガス事故による障害の

本質が細い気道(Small airways) にあることを
瑚Eして、気管支拡張剤の上手な使用法等も確立

すべきである。

4 今後に向けて
ークリニツク建設の提案を踏まえてー

現地では、「情報と行動のためのボパール・グル
ープJ( B G I A )を中心にして被害者のためのクリニ
ツクを建設しようとする動きが出ている。計画によ
るとこのクリニッケの目的には以下の5つがある。
①被害の最もひどかった地域での適切な医療サ

ーピスの提供(現代医学および伝統医学を併用)
②慢性・長期障害に隠しての調査を行い、その結
果・情報を害、者および一般社会に提供する。

③患者のニーズに応えられるような医学研究

④患者や住民への保健教育やカウンセリング活

動
⑤ ボバール事故についての出版・情報活動

私たちは、現地滞在中にB G I Aのサティナさんと
話し合い、いくつかの燭問点、を確認した。
① クリニツクを長期にわたって財政面で維持し

ていくメドはあるのか?
英国の新聞への意見広告て集まった募金7∞万

円など、立ちあげの資金はなんとかなる見通し。
そのほか、アメリカ、オランダ、韓国、インド園
内などからも援助を得られる可能性がある。しか
し、患者から診察料を徴収する、地域自立経営

(ωIDJ田山てy F i n四四g) の形はとらない。実際、
貧しい患者家族に診察料を請求するのは困難。ク
リニッケなどに募金箱を置くことは考えている。

②膨大な数の被害者が存在する中で、小さなクリ
ニッケを作ることにどれほどの意味があるの
かつ c:a抽血出Area (診療霞)の人口はどれく
らいになるのかっ

1 日 5日 ～1∞人の患者を診ていく予定。最も被害

のひどかった地域で、人々自身の手でクリニッケ
を開くことの象徴的意味を重視したい。より広い
地域への技及効果、よいモデルづくりを目指して
いる。

③既存の政府系あるいは民間の医療機関とサー

ピスの面で競合したり、重複(Dupli -cation)し
てしまう恐れはないか?
これまでの被害者医療における“D o m血血I 

P班 m" (投薬中心、対症療法、リハビリ軽視)
を打ち破りたい。伝統医療(アユルベーダ)、理
学療法、カウンセリングなどを重視した患者本伎

のケアを確立したい。

サティナさんの話を聞いて、私たち視察団は、こ
の問題に賭ける彼の情熱や被害者への無私の献身
に深く打たれた。ただ、私たちの日本での支援体制
や能力(財政面も含め)に大きな限界があること、
また、このケリニ、yケ構想が、被害者グループーや現

地の支援N∞の中で充分に共有されているように
は見えない点に若干懸念をもっていること、を率直
に伝えた。
事故後満I昨以上が結晶し、慢性化した患者被

害者のケアを、病院での治療から、コミュニティ中

心の、リハビりを含めたP H Cf I { Jなものに変えて行か
ねばならないということは、インド医学研究評議会
(ICMR) のドウィベディ医師のような心ある専門

家も、国際調査委員会の中間報告も、共通の認識と
してもっている。

「中間報告」では、コミュニティ・ケアを実現し
ていく上で、 3つの可能性/アプローチがあると指
摘している。
①行政的アプローチ.マデイヤ・プラデシュ州
政府が自主的に、「病院重点主義」だったこれま
での医廟嚇に全面的な改革を加え、患者・被害

者の居住地域でのケアやリハビリを保証するよ
うな休制づくりをしていく。

② 自助努力アプローチ被害者団体や支援NGO
が、自前でクりニックやリハビリ センターの建
設を目指す。

③協調・協力型アプローチ回行政(州政府)と被

害者団体/N∞ sが話し合い、一致協力して、コ
ミュニティ ケアの実現を図る。

「中間報告」では、 3番目のアプローチが勧められ

ている。もちろんこれが理想であることは、誰にも
分かっているのだが、従来のインド連邦政府や州政
府の対応に、被害者もN田もすっかり失望してい
るのが実状だろう。
当面、日本側の私たちとしては、 q瀬告・記録集

をアップ'デ トな形でまとめ直し、田本社会にもう

一度この事件の今回的な意義を訴えてしペ、② l切6

年夏の水俣病展等で、ボパール事件を広く市民に知
らせる、③やはり来年の夏に名古屋で開催される、
国際疫学学会に参加するIC~伎のドウイベデイ医

師に榔買して、講演会などを企画実現していく、

吾凋地の団体個人や国際的な支援グループと引

き続吉、連絡・連携を密に保っていく、などを行動
計画と山くこととなった。

付)ガス事故被害者への補償と
その問題点

198昨に被害者認定登録の受付開始。 18歳未満の
子供は当初から除外された。

1987年、州政府による検診開始。重症度によるカ
テゴリー(等級)づけがおこなわれたが、診察が主
で、肺機能回運動機能の評価が不十分・不適切と批
判された。

また、申請者の4 5 %には通知が徹底せず(広報の
不足、被害者の多くが文盲であったことなどの理
由)、検診を受けられなかった。スラム地域で人口
移動の激しいことも、登録を難しくした。
死者に対する補償金は平均習万3千ルピー(1ルビ

ーは約3円)、生存者へのそれは平均2万7千ルビーと
言われるが、 19筑奔以来認定患者に月額2仰ルビー

の手当が支払われたため、その総額が差し引かれ、
補償金として実際に受け取った額は、 l人1万4千ル
ビー程度であった。(カテゴリ-A、Bは2万5千ルビ
ー、カテゴリーCが3~5万ルビー)

表ー1990年10月時点での被害者重症度カテゴリー

I被害者申請総数 639,793

2検診者総数 361,166 %
3.カテゴ 1)ー認定を受けた者 358,712 (l∞ .0)

A傷害なし(No l n戸.1)') 155,2 03 (43.2)

B. 時的σempo国 y)傷害 173,3 82 (48.3)

C.恒久的( penn血ent)傷害 18 ,922 (5 .3)

B + D一時的傷害による一時的
身体障害ω岱油llement) 7,172 (2 .0)

C + D恒久的傷害による

一時的身体障害 1,313 ( 0.4)

C+E 恒久的一部身体障害 2,680 (0 .8)

C +F.恒久的全身体的障害 40 (0.01)

死亡 3,828 ( 1.1)
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を渡り、時に選挙買収者やニ山を越え、

セ薬売りと関違えられ…

私は「坑夫の娘」ではありませんが、映画「とう

さん」を見て、特別な感慨を持ちました。というの
は、幼い時から地底で働く人々のことを気遣ってい
たからかもしれません。テレビ、ニュースやニユース

速報で見た、あの心が濠てつくような画面の一つひ
とつが、今でも頭に残っています。
昨年、台湾大学家庭医学科の医師劉益宏先生か

ら、平渓郷の退職坑夫の名簿を手渡されました。劉
先生は、元坑夫の健診を行い、全員がじん肺にかか
っていることをつきとめ、なんとかしてあげたいと
思ったのです。私が初めて平渓郷を訪ねたときのこ
とです。整理した名簿を持っていても、全員が面識

のない人であったので、誰から訪ねていいのかわか

第一声

量車購からの麟出、輔輔へ

1 , ;ん目車購謹職職夫謹の悪霊声

李麗華

りません。賢明なか法だと考えて、まず隣組の組長
に聞きに行ったのですが、当時はちょうど選挙とぶ
つかったために、票の買収に来たと間違えられてし
まいました。また、あるときには「はだしの医者」
が山村へにせ薬を売りに来たと勘違いされたりし
ました。私個人は大の犬嫌いで、山村の犬は多い上

に、また、浮猛なため、誰かにお伴してもらわなけ
ればならず、一番よく同行してくれたのは、私たち

センターの責任者、田明懇医師でした。
止吊すは都会みたいに買物が便利でないため、朝出

がけに食糧と水を用意しなければなりません。!(数

キロ歩いてやっと 1人2人を訪ねあて、ときには郵便

配達人に手伝ってもらい白所を探したりしました。
全員が平渓郷に住んでいるといっても、 12か所の村

落に散在しており、私たちの訪問は、まさに「山越
え、河を渡り」でした。

杖を持ち、帽子をかぶり、そして背が曲った

老坑夫たちが坂道を登り、会場にやってくる!

山村の生活は単調で、都会から来た人に対して身
構えて応対するような感があります。あるとき私
は、直接に「 i脇佳はいくらもらったの ?Jなどと
閣いて、彼らをびっくりさせてしまいました。その
次からは、アンケート用紙を作成しておき、これは

亀騨
じん蹄坑夫三部曲

融仁労工安全輔生日韓務中dむ『轍仁』力、告
信頼関係を打ち立てやすくする上でも、また、彼ら

が必要としている援助を具体的に知る上でも役立

ちました。こうして、だんだんと互いの関係を築い
ていくと、彼らは、自分たちの経歴やら私たちが知
りたいことをより多く語ってくれるようになりま
した。半年以上の月日をかけ、名簿に載っている坑
夫、一人ひとりを訪ねましたが、一部は引っ越して
いたり、名前や住所が間違っていて、訪ねあてられ

なかったり、また、もう亡くなっていたりしていま

した。しかし、ついに3時Eのアンケートを仕上げる
ことができました。ほとんどの人が求めていた援助

は医療方面のごとで、その他の権利について彼らは
無知になっていました。

短からざる時闘を費やしての訪問活動の結果、や
っと彼らを集めての集会を開けるまでになりまし
た。第 l回目の集会は実に興味深いものでした。午
後満開会と約陳しであったのに、 1時50分になって

来たのは2人だけ(それも隣人どうし)で、私たち
は心配のあまり窓から顔を出し外を見やると、なん
と杖をついた、帽子をかぶった、背中の曲った老坑
夫たちが一生懸命坂道を登り会場へやってくるで
はありませんか!当日の参会者はなんと 57人!

じん肺にとりつかれた身で、生きていたっ

てどこへ行かれるんだ!

「若い時分むきになって仕事をしたおかげで、今

じゃ病気ばっかり」という坑夫の言葉をよく耳にし
ます。当時坑夫は高給取りで、お金のためには生命
の危険も顧みませんでした。みな家族を養うためで

す。坑内の事故はほとんど全員が経験しています。

いつも一緒に働いている仲間が一瞬の大音響とと

もに血だるまになったり、何回も遺体がみつからな
かったり…そんな時の気持ちは悲しみと恐怖のな
いまぜになったものです。坑内に入ったことのない
人は坑内の様子が分かりません。一旦事故が発生す
ると、坑内に入り救出するのは決まって同僚でし

た。今日生きておられるということは幸いと言うべ
きか、不幸と言うべきかわかりませんが、実際彼ら
の気持ちは生きていたってどこへも行かれやしな
いということです。

じん肺に一旦とりつかれれれば、後の人生は幸福
からほど遠いものになってしまいます。少し歩けば
息は切れるし、冬は呼吸古唱しし咳は毎度のこと。

じん肺による合併症でさらに苦しめられ、重症の人
は酸素マスクでやっと命をつないでいます。このよ
うな苦痛に耐えられず、自ら命を絶つ人もいます。

「秋翻」で街頭へ、労災被害者立ち上がる!

昨年の 11.1沈I儲のデモには、 50歳以上の、病気

をもった坑夫たちが隊列を組んで参加し、職業病患
者や被災後充分な手当を受けられないでいる仲間
たちのために抗議のシュップレヒコールを行いま
した。 4.6キロの道のりは、私たちにとってはなん
でもないものですけれど、彼らにとっては何倍もの
力をふりしぼってやっと到達できる lffil難です。デモ

行進中彼らに万ーのことがあったらと心配して、行
進する前と後にゆ&"、ず休むかどうか、また、水を飲

むかどうかを聞きました。全員顔に微笑みをうかべ
て「大丈夫J と答え、私に疲れを知られまいとして
いる様子でした。

政府と社会の人々に坑夫等の困難と要求を知ら
せるために、デモの翌日、敬仁労働者安全衛生セー

ビスセンター主催、労働者立法行動委員会協賛で、
平話郷のふもとの村において、記者会見を行いまし
た。老坑失たちは代表を昔糟撞し
持ちと困難な境遇を自分たちの体験から訴えまし
た。このようなマスコミを通しての再三の訴えは、
反響を巻き起こしました。彼ら自身前途にさらなる
困難があるであろうことは知っていますが、みんな
と共に闘い続けていこうと流意しています。

老坑夫の悲惨な状況は、台湾経掠の奇跡と同時に
もたちされたものであり、資本家の富は底辺の労働
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者が築きあげたものであり、資本家遠のために血と

汗を流した人に貧窮と病気の晩年を送らせること

は許されません。

第二声

融曙:審持軍夫生命母語電量

李麗筆

「風あれば雨降らず、雨があれば嵐はすぐ停

むと人は言う。だのになんだってお前さんだ

けは、大風にまたすぐ大雨に遭わなきゃなら

ないんだい、とうさんよ、道は険しいね」

坑夫たちの物語は多い。その一つひとつは聞く人

の心を悲しませる。誰ですかっ彼らに尽きること

のない苦しみを味あわせているのは。なぜ彼らは当

然の報いを受け取れないのて‘すか?正直で若い坑

夫がただひたすら家計のために血と粁を時には命

までも犠牲にしたのです。よく彼らに同じ質問をす

るのです。採掘¢仕事はこんなに危険なのに何故そ

れをやるのですかと。老坑夫の答えは、「一人カザE
んでも、一家が餓え死にしなくてもすみますから j

です。

昨年 12月、薬徳望さんと一緒に香港に行吉、今で

はもう一定規模に成長した香港じん肺患者互助会

を訪問しました。香港では労働者健康センターの曽

さんが、参観日程を調整してくれ、私たちは馬鞍山

に行き、今も山に住む老坑夫を訪ねました。薬さん

は意志強固な人です。じん肺が重症で歩く毎に息切

れがするにもかかわらず、山頂まで歩き還しまし

た。「自分たちと運命を共有する人たちに会いたい

ので」と、彼は言いました。

1949年から日本人がこの地の鉄鉱山の採掘に投

資を始めました。採鉱夫は大部分が当時香港に涜入

した新移民でした。最盛期には約5瓜旧人がおり、

みな馬鞍山に居住していました。この鉱山は 1976年

に閉鎖となり、労働者は各地に流れましたが、転居

しなかった人は馬鞍山に住み続けました。今でもそ

こに住んでいる人は約 10略の退職坑夫で、大部分

は働く能力はなく、公的援助と老齢手当で生括して

います。

香港労働者健康センターは、以前の作業環境の中

で粉じん作業が彼らの呼吸器疾病に与えた影響に

ついて調べるため、 1986年に「馬鞍山鉄鉱労働者呼

吸器障害調査J を行いました。私たちが訪問した数

名は、若く体力があったときに香道へ来て、家族の

多くは大陸に残っています。年をとりーん馬鞍山に

住み、行動も不自由です。毎月決まった手当はあっ

ても家族の介護はありません。かといって養老院に

は入りたくありません。養老院は牢屋と同じで自国

がないからです。それよりいくら苦しくても自分の

ボロ家で一生を終えた方がいいと考えています。

山には彼ちのために動き回ってくれる江先生が

います。先生は2徽年も彼らと過ごしてきた熱心な

社会奉仕者です。元々一緒に坑夫の手助けをしてき

たのは神父さんでしたが、台湾に転勤になった後

は、江先生一人でこの仕事を引き受け、坑夫たちの

権利を勝ち取る上で力を尽くしました。山の交通は

便がよくないので、ある婦人かなんとか車を探し、

私たちを下山させてくれることになり、後髪を引か

れる思いでこの人情味あふれる場所を離れたので

す。奈さんは、この間休の具合が悪く、私と曽さん

は何度もハラハラさせられました。

翌日、私たちは、じん肺患者互助会のスポークス

マン李営全さんの家を訪ねました。彼自身もじん肺

か相当ひどく、家に居る時も、外で活動するときも

酸素ボンベが鞘住せません。咳が始まっても誰も手

助けできず、ただ呂を開けて彼が苦しんでいる姿を

見ているだけです。しかし、彼の精神力は大したも

のです。ご¢他一人の幹部と一人の患者家族も、私

たちに盟主会の成立過程を説明しに来てくれまし

た。互助会のメンバーは、一部は採掘の労働者で、

残りの大部分は土建業の労働者、いわゆる潜函工で

す。採掘か潜函かを陪わず、じん肺になると、健常

者と同じような生活をすることは無理で、そのうえ

年月の経過で病状が悪化することはあっても根本

的に回復することは不可能です。

3目閣の過密なスケジュールで察老人はどんなに

疲れたことか。禁老人が出国する機会を作ることは

大変なことであり、結果としてこのように東奔西走

させてしまい、とても忍びない気持ちです。しかし、

奈さんは私に、自分は台湾の坑夫を代表してよその

所の坑夫の状況を知るために出かけたのであり、香

港行きは重要な旅行であったと語ってくれました。

責任を背負コての旅であり、少しくらいの疲れは註

しろ価値あることだと言うのです。とはいえ、私は、

この旅が彼にとってかなり大変なことであること

を知っています。もしも彼のレントゲニ写真を見る

ならば、彼がこんな、道のりを歩けるなんてとても

信じられないし、そのうえ彼が私たちに協力して平

渓郷地域で坑夫仲間たちのためにあちこち奔走し

活躍されていることに、みなさんはきっと驚かれる

に違いありません。

今年の4月は坑夫たちが最も活躍した 1か月でし

た。 4月6目にじん肺患者権利促進会が成立した後、

一連の活動スケジュールがあり、例えば各地での説

明会の開催、労働委員会への陳情、立法院での公聴

会、 4,18デモ等。私たちは、彼ら老人たちを動員す

るのは心中忍びないものがありました。彼らは外出

するのも容易ではないのに、どうして遠くまで行か

れるでしょう。 4,18デモについて言えば、彼らの中

から選ばれた代表は責任もって、 15略を動員しデ

モに参加しました。私たちは、箱車を用意して彼ら

に乗ってもらい、車輔デモの隊列に加わりました。

私たちが心配したのは、デモの最中に長く咳き込み

始めた場合のことと、車の上では人が多くて空間が

狭いため、座るのも立っているのも窮屈だというこ

とで-L 一番頭が痛かったのは 150人分のトイレの

問題でした。彼らの半生は暗く深い坑内での生活

で、ほとんど忘れ去られた存在だったのですが、今

日は街頭に繰り出し、国家、社会の彼らに対する蔑

視を全て大声で吐き出したのです。

仕事をしていた時は粉じんの危害を顧みる事も

なかった彼らは、今じん肺の苦しみを味わっていま

す。ある坑夫は、私たちが各地区の業務会議を開く

前に、わざわざセンターへの御礼の電話をくれ、病

気が重く会議には参加できないが、私たちが彼らの

ためにしているごとに感謝していると語りました。

そして、以前一緒に働いていた何人かの仲間が亡く

なったこと、ある仲間は最近苦痛に耐え切れなくな

り、農薬を飲んで残された命を絶ってしまったこ

と、自分も同じような気持ちになると語りました。

この電話が切れた後、私はなんともやりきれない気

持ちになり、半時間ばかり泣いてしまい、その日の

会議が終ったら彼を訪ねることにしました。

坑夫たちとかなりの時間接触するうち、私は本当

に彼らを好きになりました。彼らは実に善良であ

り、実に愛すべき人たちです。ある記者が彼らに何

故デモに出るのかと質問したことがあります。私が

期待した答えは、坑夫の権利を守るために・等でし

た。思いがけないことに、彼らから返ってきた答え

は、「おー!李さんに声をかけられれば、デモに行

くよ」でした。私は、この答えを聞いたとたん、椅

子からころげ落ちるところでした。

私の好きな聖書の言葉に「あなたの兄弟の中の一

番下のものになすことは、すなわち我神=我身にな

すことである」というのがあります。もちろん私と

彼らの信仰は同じではありませんが、私は祈祷の

時、彼らに御加護がありますように、彼らの苦しみ

由主軽減されますように、彼らが愛と思いやりの中で

残りの人生が送れますようにと神にお祈りします。
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第三声

LZ詰ま:じん騨宮署覇童書0 )
腫轍l : :語審襲費量調瞳

玉栄徳・劉益宏
台湾大学公共晴生院
台湾大学楕院職業構予防,台療センター

台湾における初期の経済発展に対して、鉱山は大

きな貢献をし、各士戯広山の従業者数は初期には 10万
人前後を維持し、その後、台湾鉱山の経済競争力低

下により、多数は政府の指導で閉山となりました。

坑夫のかなりの部分は面倒普後、初期じん肺症(レン

トゲン写真のl型、 Z型あるいは3型、ただし肺機能

はまだ悪化していないもの)が徐々に悪化して、比

較的重くなりました。坑夫転職指導過程において、

早めに離職したものは転職金や解雇手当を受けと

っておらず、そのうえ、一部の労働者は続けて保険

加入しておらず、坑夫が医療を受けられない問題

や、じん1静骨償の不足j問題が起こっています。以下

は、この問題に対しての私たちの意見です。

① Uん肺症患者の受診、治療薗について

国民皆保険が実施される前、じん肺症労働者は、

県、市社会局の補助をうけ、無料で胸腔疾病の治療

を受けられました。現在、固民皆保険局は、すでに

じん肺司漉主を重大傷病の範囲に入れ

除方式で継続して医者に古か為哨力か>れると決定していま

す。しかし一方、多くの坑夫は職業病の認定を受け

ておらず、短期の内にじん肺症の重大傷病の証明を

得るごとはむずかしいでしょう。

私たちの提案は以下のとおりです。かつて工業採

石業等の高度の粉じん作業に従事したことのある

労働者に対し全面的なじん肺症判定を行う。判定方

法は中華民国環境職業医学会と胸腔医学会が、共同

て会議を聞き研究立案する。再度労働委員会と衛生

署が研究立案された判定基準に基づいて各地の医

学センター、教学医院に委託し、上述の労働者じん

肺症判定を受け入れる。労働者は医者にかかる時、

この証明により重大疾病、一部負担免除の受診方式

が適用されるか否かが決められる。もし職業病とし

て判定されれば、その経費は労保局負担とする。

② 陣番認定基準及び補償について

わが国E労保条例は、じん肺癌患者の障害等級認

定基準について 195悼代に定めて以来、いまだ改訂

されていません。審査規則の中で、じん肺症を4つ

に区分し、第4度(すなわち肺の陰影面積が3分のl

を越え、かつ

ることを要す、あるいは、肺機能重度障害者)でな

いと、職鶏青として認められません。このように厳

しすぎるために、早期治療の効果か得られていませ

ん。また、往々にして、認定されたときにはすでに

末期となっており、労働者の健康保護の面で極めて

不適当です。

私たちは香港の制度と比較対照することを提案

します。香港では、じん肺疲労働者の身体機能の喪

失状況、すなわち、肺機能の喪失程度で、その作業

能力喪失程度とし、ならびにこれを補償金額の多寡

の根拠とします。 2年毎に肺機能検査を行い、肺機

能の欠損程度に基づいて、改めて補償金額を決定し

ます。香港の制度は、肺機能欠損程度が低いものに

対して補償を与え、じん肺症労働者の早期治療及び

その擢病後の生活に必要なことを配慮するヒュー

マニズム精神の方法であり、大いに首肯できます。

労働委員会と衛生署は、中華民国職業医学会、胸

腔医学会とりハビリ医学会にも委託し、共同してこ

の方向で、現在のわが国のじん肺症の補償と審査規

定を改正し、労働者の保護を考えるよう、私たちは

提案します。その経費は労保局と社会福祉組織が共

同して分担することを併せて提案します。 町村河
(翻訳中浦光彦)且i岨

場三組EH::同雪麟緩綴趨纏磁瀦欝掻麓畿欝漉綴綴綴鐙議纏畿磁慾態猿鑓磁畿務鐙懸綴灘援護緩磁滋磁滋綴畿務毅磁務総額

ず予?
噌量密盤鵠と 曙 ヴト ーワ

番詰重工業｛襲E工事護主主審構幹事@鱗童暴露襲さん

香港の工業傷亡権益曾(以下、 A胆AVニ

Association for the Rights of Industrial 

A阻止ntV~自由)を代表して、本日 (1望号5年7 月

7月2日)の田尻賞¢受賞への感謝の意をお伝えしま

す。簡単に、私たちのこれまでの取り組みと、香港

での労災職業病をめぐる課題についてお話したい

と思います。

A辺A Vは、労災被災者に対するサーピスを強化

することを目的に、香港キリスト教工業委員会の特

別部門として、 1982年に設立されました。労災被災

者とその家族が主な構成メンバーです。労災被災者

やその家族の相互扶助を進めていくという設立の

趣旨に基づいて、以下のような活動を柱としていま

す。

①被災者とその家族を直ちに援助すること

②被災者と家族の生活水準の維持と改善

③ 制度の改善

④安全に対する一般の人びとの関心を呼び起こ

すとと

⑤被災者やその家族に対する関心を高め、その貢

献を認めるごと

具体的な活動は多方面にわたります。ケースワ

ケ、ホ、 yトライン・サービス、労働安全衛生教育、

カウンセリン夕、相互扶助グループ、被災者家族に

対するプログラム、障害をもっ被災者に対するリハ

香港工業侮亡瞳益禽組幹事 晦錦康さん

ピリテーション、香港の労働政策に関する研究な

ど。その中でも、ケースワーク、電話サービス、労

働目安全衛生教育には、もっとも力を入れて取り組ん

でいます。

⑧ケースワーク

毎年1年間で約5,∞併午の電話や病院訪問、他団体

からの紹介などによる相談を受けますが、そのうち

の約1,ぽ馴牛をフオロ←しています。昨(1994) 年
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Uん肺補憧制置の改善を求める香港町Uん肺理者と骨曲者

は、労災事故で死亡した被災者だけでも 6 7件のケー

スをフォローしました。

A R I A Vの被災者やその家族に対する援助には、

次のような段階があります。

①初期サービス

被災者やその家族からの相談を受けると、まず、

補償法上の諸権利について¢情報を伝えます。

②公的な補助申請

労災に関連するさまざまな公的援助の申請や交

渉のために、スタッフカ時度災者につきそい、労働省

や法務省などの関連政府機関や補償裁判所に対す

る働きかけをします。

③フォロアップ

突然の裁量¢死や、身体の障害などに産面した人

びとは、集中的なカウンセリングを必要としている

場合が多く、心古里の専門の研修を受けたスダツフや

専門機関との協力で、こうした要求に応える努力を

しています。 l卯 4年は、 3人の専門家がボランテイ

アで私たちのチームに加わり、 17人に対して、計 80

回の集中カウンセリングを実施しました。

また、事故で家族のー買を失った遺族に対して

は、 3か月に 1回ずつ定期的に家庭訪問をしていま

す。精神的・物的両面で力づけるためで、スタップ

は訪問先の家庭で非常に暖かく迎えられています。

1労4年の帝車検でいえば、こうした家庭訪問は40回に

のぼっています。また、過去何生制阿潤か

の遺族の方々の相互扶助グル一プを組織してきま

した。こうしたグル一プに参加してもらうことによ

り、被災者相互間で、新しい生活づくりへの協力や

連帯の関係をつくっていくことができます。また、

被災者に対する人びとの関心を高めるために、年に

数回、クリスマスや正月などにブ。レゼントを募集す

る企画も実施しています。また、必要がある場合は、

住居探しなども手伝います。

④病院訪問

スタップがl即病院に定期的に訪問しています。

病院で診察を受ける労災患者に直接アプローチす

るためで、 19型4年は、 220人の労災患者にアプロー

チすることができました。また、病院との協力で、

患者向けに安全衛生や労災補償法についての学習

会を実施しています。 1労4年は、こうした病院内の

学習会で、のベ 1,(J7 2人の患者の参加を得ました。

⑤電話椙談

電話による相談は、 ARIAVにとって非常に重要

な仕事です。 19叫年 1年て、4,αlOf'l'以上、月平均にし

て約320件の相談が寄せられました。大きくわけれ

ば、補償制度についての相談、安全衛生の知識につ

いての相談があります。

@労働安全衛生教育

ここ数年間、 A思AVは工場地域や学校で安全衛

生教育を実施しています。対象は、ホワイトカラー、

ブルーカラーの労働者や学生です。具体的には、次

のような活動があります。

①工場地域での展示

安全衛生に関する労働者の関心を高めるために、

公共の場での展示は重要な仕事です。A煎AVでは、

1 9 9 4年、それぞれ別の工場地域で 2 8回の展示催しを

行いました。また、特にじん締に関する特別移動展

示展をさまざまな地域で行いました。

②学校での安全教育

昨年は、夏の短期アルパイト学生向けの安全キャ

ンベーンを企画しました。また、毎年学期末には、

卒業後職場に入る高校生向けの教育プログラムを

開いています。新しい環境に不慣れなことや労働経

験がないために、新規就業者に労働災害の犠牲者が

多いことは、統計でも明らかだからです。

③他団体との協力

工場や学校以外の場所でも、さまざまなグループ

ー労働組合や地域の団体と協力しあって、安全衛生

教育を進めています。地域での教育は、労働者とし

て、特に安全衛生に関する関心を高め、被災者の状

況への関心や理解を促すためのものです。 1労4年

は、労働団体や、キリスト教団体、若者グループな

ど30団体によるおの教育コースで講義をしました。

@労災被災者とその家族の権利の獲得のために

①補償に関して

A R I A Vでは、じん肺や腰痛の被災者など不公平

な補償を強いられている被災者や、死亡被災者の家

族に対する補償問題に継続して取り組んできまし

た。法制度の改善を求め、被災者とともに、議会や

労働部に何度も足を運んでいます。要求している内

容のなかには、補償の限度額をなくすこと、休業補

償の2年期限をなくすこと、休業期間の 1∞%補償、

治療費の全額補償、死亡者に対する葬儀費用の補償

などが含まれています。

労災事開直災者の多くが、現在の法律で定められ

ている 3分の 2の休業補償が得られていないという

不満を訴えています。 ARIAVは、こうした被災者

とともに労働省に抗議し、法を守らない雇用主を罰

するよう要求しました。もちろん、同時に、雇用主

に対しても直接かけあい、 3分の 2(［;休業補償を要求

しています。

じん肺患者に関しては、 l型81年の主主倖制定以来、

これより前にじん肺になった被災者の補償が問題

とされていました。法規定を変えるよう現在、議会

に強く働きかけています。

②安全衛生

A廻AVでは、労働省に対し、自らの労働安全政

策の評価を行うことを要求し続けてきましたが、ょ

うやくその要求が認められてきています。

たとえば、工場法 (Factori国田dlnd出国a I 

U n d e由民ngs Ord血血, ce :工場および企業活動を

制限する法令)に関しては、私たちは、しばしば罰

則規定を強化するようアドバイスをしてきました。

新空港の安全i問題に関して、建設における安全措

置や事故の際の救済措置を求める私たちの意見を

労働省と空港諮問委員会に出しました。こうした具

体的な取り組みの中で、政府が状況の見直しを約束

するなどの一定の成果をあげてきました。肉体労働

者の多くが働高に苦しんでいますが、労働者自身が

こうした職業病に関する認識を深め、予防するため

の取り組みは労働組合とも協力して進めています。

③相互扶助グループ

現在、ママ ( M岨.)グループ(労災で死亡した

労働者の妻¢会)、じん肺・註肺患者団体、労災事

故被災者団体の 3つの相互扶助のグル プがありま

す。

ママグループは、会員数3 0で、不定期の集まりを

もっています。夫を急に亡くした妻たちは落胆、経

済的な圧迫、こどもの世話の困難や未来に対する不

安を経験します。共通の困難をお互いに支え合うこ

とと同時に、彼女たちはどうしたらごうした問題を

乗り越えられるかの技術を身につけていきます。

じん肺・けい肺患者団体は、会員数 150、じん肺

に苦しむ建設労働者で構成されています。多くの会

員は、公的な援助に頼って生活せざるを得ない状況

40 安全センタ槽報96年1 - 2月号 安全センター情報96年 1.2月号 41



す

艶三連盟日 i::g蒲雪量額瀦瀦甑纏鍵鎗緩礎媛鑓媛務後議議灘欝遜滋瀦態様畿郵援態麹溜鐙雛漉緩額郵怒鐙鐙懸磁額縁

です。 101手J:tともこの病で苦しんでいる人びともい

ます。この 3年間、じん肺に関する補償法を改正す

るために、議会や省庁交海、記者会見などに積極的

に取り組んできました。また、法改正への取り組み

¢他にも、じん肺・けい肺に苦しむ労働者の生活状

況の改善など、被災者の権利保護やこの病気の予防

のための活動にも取り組んでいます。

労災事制度災者団体は、さまざまな労災一腰痛、

けが、火傷など「の被災者で構成され、やはり相互

の支え合いだけでなく、新しい生活に向けて生きる

技術を身につけ、よりよい法制度や政策をともに要

求しています。

A R l AVのこうしたの長年にわたるキャンベーン

によって、香港での現行の補償制度は実質的に改善

されました。けれどもなお、香港での事故都合は驚

くほど高いのです。

経済の再構築により、以前に比べてさまざまな種

類の事故がおごるようになりました。労働者人口は

製造部門からサービス部門へ移りつつあり、

A R l A Vでも最近、ホワイトカラーの労働者、そし

て、サービス部門¢労働者が安全に働くための活動

に重点在移してきています。

アジア地域の急速な経済発展の結果、日本、韓国、

台湾、シンガポール、そして香港などの発達した国

々は安い労働力を使い、利益を拡大するため、その

生産プロセスを発展途上国に移しました。生産拠点、

の移転先は、中国の海岸ぞいの都市、タイ、インド

ネシア、マレ←シア、ベトナム、フィリピンなどで

した。産業家たちは、発展途上国の労働法の抜け穴

や強制力のないことを巧みに利用し、地域の人々を

苦しめました。結果として、高い事故率、低水準の

労働環境をもたらし、労働者の健康は見過ごされて

きたのですロ

例をあげれば、 1993年のタイでのケーダ社のお

もちゃ工場での火災、 1卯 4年の中国本土でのジリ社

のおもちゃ工場の火災、ユエーサン衣服工場での火

災などがあります。これらはドラマティックな例で

あって、氷山の一角を表わしているにすぎません。

こうした新しいチャレンジに対して、私たちは、状

況の変化に対応したさまざまな行動をとる必要を

感じています。ぞの中には例えば、こうした海外で

の労災事故の被害者が香港資本家から補償を獲得

するための手助けをしたり、資本家に対し、海外生

産での安全基準をあげるよう、圧力をかけることが

含まれます。タイで起こったケーダ一社の火災事故

の直後には、私たちはタイの被災者と連絡をとり、

被害者の代表由普選に来て、本社に補償を要求する

手助けしました。

先進国の労働者の団体として、私たちARlAVは、

産業資本家による抑圧を止めるために行動するこ

と、進出先の国々の労働者が公正な扱いを受け、労

働災害の危険が少なくなるよう行動していく必要

があると考えています。具体的な行動としては、途

上国の労働者団除古ヨ宅捜災者を組織し、労働安全衛生

にかかわる法規正を改正し、補償システムを改善し

ていくために手助けしていくことでしょう。

また、私たちは、発展途と国の労働者五磁跡、の援

助とは別に、海外投資をすすめ、多くの工場をつく

っていく現地産業や資本家を監視する役割を積極

的に果たしていく必要がある考えています。海外で

の生産は国際的な安全基準に従うべきという認識

を確実にしていくことや、基準に従わない企業、高

飛車な態度でのぞむ企業を糾弾し、圧力をかけてい

く必要があります。

現在、香港の労働者組織は香港の玩具製造協会に

対して、玩具の安全な生産に関する憲章を樹尺する

よう圧力をかけています。この憲章によって、私た

ちは、玩具製造業者たちに製品の製造工程が規準に

従っていることを印したラベルを貼るよう要求し

ています。このラベルの効果は、玩具をつくってい

る労働者の安全状況に関する消費者の意識を喚起

することにあります。消費者は、労働者の安全の監

督に関わることになるのです。

監視システムを効果的に動かしていくためには、

先進国・途上国双方の労働者組織の聞に協調関係

や有効なコミュニケーションを維持していくこと

が必要です。私たちはいま、アジアの労働者の生産

過程での安全水準をひきあげていくために、いかに

密接な関係を発展させ、いかに統一の戦線を示して

いけるのかを考えるときに来ているのだと 阿1m
思います。 血 4且

(これは陳錦康氏のスピーチと準備されたテキス卜

を田尻宗昭記念基金事務局で整理したものです。〕

監重富

井上器
全国安全センター副瞳畏

~ 手守邑

1971年後半のころ

9月11日(士)時々雨

プロック会議で2泊した秩父より内野係長の

車で波多野事踊胎主任と同乗して帰る。 1人基

準局に寄る J事務官に6日に宿直を交替しても

らった夜、局に暴漢が入り設備等を破損し警察

に調べられた件につき真相を聞けど答えず。 (T

事務官lまま誼方基準局課長から現在労働大臣官房

勤務。好人物であったが酒豪でもあった。この

件については種々うわさがあったが塁塁本目は知ら

ない。)浜田監督官が本省監督課へ行くと。(監

督官試験合格席次の良い人が行くようである

が、本省の風土になじめなかったようで、後に

退職。同じく優秀な桜井さんという監督謀勤務

の人と一緒に労使関係研究会で、主として銀行

等の労務管理を指導していられるようである。

労務関係誌で名前を見かけられた人もあろう。

なお、労使関係研究会というのは、本省監督課

長在職中に銀行関係の監督管理者(C労基法41条

2号))の範囲に関する新通達を作成された前出

の辻さんが設立されたものである。)

9月 14日(火)曇

署労災主務課長会議。林業対策について説明。

(会議の場合、局長が行うのは「司示」、課長が

行うのは「指示J、それ以外は「説明」ときちん

と使い分けているのである。林業対策 l土手ムの本

務の監察業務ではないので、もちろん「説明」

である。監察事項になると「指示」となる。)
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9月21日(火)曇雨

はじめて日本評論社へ行く。渡辺氏に会う。

大蔵省へ行くと、中村さん(前出)が主計局法

規課の補佐になっている。労働省では若林氏(後

に次官)が富山県庁から帰ってきて職業安定局

の補佐になっている。監督課では浜田氏に会う。

「元禄下級武士の生活」面白し。

9月28日(火)晴曇一時雨

午前、所沢署へ行く。午後、神山二課長と西

吾野ヘ行く。中里事務官(現労働本省労災管理

課中央監察官)も来る。吾野農民センターで林

業者3略に説明。空気澄み山緑なり。

10月7日(木)雨曇

秩父署へ行く。新井嬢(現世谷署労災訴合付

調査官)と市内の吉田木工、甲武信木材の保険

料調査。秩父蚕糸の寮に泊る。(署から僻買し安

価に泊ることができた。)山口事務官(環埼玉局

庶務課長補佐)来り一緒に飲む。銚子5本。山口

氏はビールZ本。

10月27日(水)晴

自時S氏宅発。八女から熊本を通りパールライ

ンへ。松島で昼食。秋の日に輝く山と海美し。

2時 30分指宿着。ホテルの浴室に鳥が入ってし、

て網でとらえる。この日 431回走る。(お日から

l週 間休暇で別の活動を仔い、その隠の移動であ

る。)

11月2日(火)晴

浦和署管内S化学工業の鉛中毒の件で課内会

議。区氏については!日基準2号(昭和39.9.8基発

1似再認定基準の据)で「鉛の作用によること

の明らかな伸筋麻ひが認められるものであるこ

と。 J) により鉛中毒として認定し、支払うこと

に決定。 A氏については労災病院て、診断を受け

させることに決定。 ( A氏l担割青院による診断で

鉛中毒とされて労災請求をしてきたのである。

当時全国的に鉛中毒で問題が生じてきていた。)

11月 16日(火)曇

M監察官に付添い与野市のS配電工事へ作業

中の心臓死の調査に行く。 (M監察官担当署から

の伺い事件である。本来M監察官1人でよいのだ

が、調査経験がないということで課長が付添い

を命じたのであった o M氏は本省からの天下り

で、地方局であれば小さな暑の第語県長程度の年

齢と行政燈である。監察官は職務の等級が高い

ので、本省が人事権を濫用して地方の昇格を押

さえて天下りを押し付けていた。浦和は近いの

で本省勤務者も転居する必要がないため押し付

け人事が多く、その交替に若い事務官を本省に

引き上げるので埼玉出身者が本省に多かったの

である。この後す寸に、さらに定員外に監察官

1名を押し付け職員の不満が大きかった。)

11月 17日(水)曇雨少し

来月、係長以上は3i自4日の県外出張が決定。

(年度末が近くなったので旅費予算を消化する

ための慰労出張である。労災保険特別会計では

余裕があるため、だいたいどこでも希望どおり

出張できた。出張すると出張先の基準局からも

らった資料を復命書に添付して出すだけのこと

で、観光や帰省も自由であった。労災課以外の

課や各署では、金額的に制限があり、そんなに

遠くまで行くのは無理であった。もちろん、係

長以下も別途に計画して出張することになるの

で、そんなに不公平はない。)

11月21日(日)靖

暖かく良い目。 T氏と 2人で大垣商工会議所

へ。 8:50東京発。岐皐羽島11到着。岐阜のK
氏が車で迎えに来ている。養老の山並みが美し

い。講演終了後、タ簡の中を南宮神社に詣る。

18・14岐阜羽島発。 22:10帰宅。(役所とは関係

ない 1日である。)

11月 25日(木)靖

7:4封甫平日発。秩父署で課長と落ち合う。空は

緑、遠山の紅葉美し。武甲山の上を白雲が流れ

る。署山口事務官も同行してT産業の保険料調

査。差額I∞万円近く出る。(この時ではなかっ

たかと思うが、元帳や伝票を調査したところ、

あまりにも過少、申告の差額が大きかったので、

林業関係団体の役員てイ子政に協刀していた実績

を考えて、課長と相談して負けてやったことが

ある。相手は後に不正談合で警察に検挙され

た。)夜、秩父蚕糸の寮に泊る。署の両課長、

西監督官(現埼玉局賃金課長)、山口、新井氏も

来て一緒に飲む。

11月26 日(金)購

暖い日か被く。午前、秩父森林組合の保険料

調査。午後、ゴルフ練習場に行く。思いのほか

好調。(ただし、その後現在に至るまでゴルフは

やらない。念のため。)秩父の指定医の会合へ署

長以下と出席。医師は零細企業の経営者と異な

らず。秩父セメントの宿泊所に泊る。庭の紅葉

美し。署長以下両課長、西監督官、山口事務官

も泊。皆マージャンをやる。 1人やらず。(マー

ジャンは 1953年4月に川口署で、当時庶務主任で

あった中根氏らとやったのが最後であった。中

根氏は現在労災年金福祉協会の耳目理事長であ

り、ご存知の方もあるのではなかろうか。)

12月l臼(水)晴

暖し。 M監察官と S配電山本氏運転の車でFさ

んの急性心腕況調査。熊谷署に寄り署の復命蓄

のコピーを受取り、遺族宅へ。妻と実弟に面会。

心臓病のあったことをかくしている。、前橋日赤

病院、二乃沢病院より S配電本庄営業所へ行き、

同僚労働者の話を聞き発症した作業現場へ。終

日赤城美し。現場では中空にかかる月美し。"2

は青く澄み、白い円球のように光る。

(病院調査結果) 65.4.13~66.9.13( うち入院は

2月間。冠不全・僧坊弁狭窄症。70且16心臓肥

大血圧80~150o 71. 2.15心臓衰弱死。(家族調

査結果)飲酒喫煙なし。心、臓病歴否定。心峨

死前に前駆症状なし。

(旧認定基準時代の過労死事件であり、管轄署

が局へりん伺し、局で補充調査を行い結果は業

務外であった。寒風に吹かれた中での屋外作業

で、現在なら業務上となったかもしれない。家

族が心臓病の既往歴をかくしたのは、親戚に労

災保険審査官だったかがいて、その人の助言で

あるということを署員から聞いた。)

12月2日(日)晴

6: ∞家を自転車で出て、局長官舎(局長は住

んでなく若い職員が数名で自炊しており、庭は

草が茂るにまかせてあった。)の庭に自転車を置

き南浦和で電車に乗る。 7:20東京駅発“ひか

り"。富士がよく見える。名古屋市の産業貿易会

館で講演。吉川氏(山形署長で退職。現在自治

労等の講師にも出講)と会談。 15:13発。 16:20

東京着。帰りにも富士美し。帰宅し自分で夕食

を作る。情ないことだ。

12月 15日(水)晴夕方小雨

労災保険と雇用側倹の一元化業務の手伝いて、

いそがしい。労災防止指導員打合会において、

鉛中毒に関する新認定基準の内容について質問

され回答。質問者はS化学工業の労組役員。現

在17～18名の鉛中毒患者が発見されているの

で、近いうちに労災請求すると。

(参考)

労働省の鉛中毒認定基準は、 1950年基発師号

として出され次のような内容であった。

①鉛縁、赤血球及び血球素の減少、塩素性頼

粒赤血球の増加、ポルフィリン尿、イ申筋麻痩

及び消化器症状等があり、鉛中毒以外の痴甫
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と考えられないごと。

② 症状だけで判断できない場合には、血液1∞
立万センチメートル中に鉛を  60ガンマJ - ; l土含

有すること。ヨード加里の内服等により鉛を

骨中から血中に誘出した場合も含む。

以上の基準は、 1964年基発1似併号で以下のど

れかに該当すればよいように改正された。

①血色素量もしくは全血比重または赤血球数

か一定の基準値E未満であり、その原因が鉛以

外でなく、かっ、好塩基斑点赤血球数が基準

値以上であるか尿中のコプロポルフィリンが

増加していること。

②鉛の作用によることの明らかな伸筋麻療が

認められること。

③鉛中毒の症状が数種あらわれ、血液1デシリ

ツトル中に鉛がωマイクログラムまたは尿1

リットル中に鉛が 150マイクログラム以上検

出されること。

ところが、鵬首剤を服用させた結果、尿中の

鉛力可動目したことで③により認定を受けようと

する動きが生じた。そこで労働省は、 1971年基

発 5 5碍により各数値の検査法までも定め、特に

鵬首剤服用後の測定値は認めないことにした。

しかし、新しい基準でも、数値に関係なく伸筋

麻癖があれば認めることにしたので、小指の伸

筋麻癖であるとか、足の親指の伸筋麻薄とかを

主張して認定溺争か行われたりした。私の監察

官就任はその渦中だった。裁判では 1981年2月横

浜地裁で業務外とした原処分が取消された。そ

のとき労働省の担当官の1人は筆者に対して、

「あの裁判官は青法協ですよ。」といった。この

判決は2年後に東京高裁て、取消された。当時もま

た同じ担当官が私に、「判決前日原告と弁護士が

来ました。そして、明日は勝訴なので上告しな

いように」と言ったと笑っていた。とにかく、

この鉛中毒認定闘争には役所も請求者も大へん

なエネルギーを投入した。しかし当時の私たち

は、認定基準を参考資料程度にしか考えていず、

大して勉強もしていなかった。その点、で東京局

はさすがに事例も多かったので担当者の中には

よく勉強している人がいて、よく教わったりし

たものであった。

12月21日(火)曇

朝から東京ヘ。日:本評論社、大蔵省、朝日本

社。朝日では政治部戦後班川田氏と屋よで話す。

労働時間の実態について聞きたいとのこと。終

って東京駅て也産業労働の太田氏と会い食事。来

年の原稿を頼まる。

12月27 日(月)雨

代々木病院のむち打ち患者の療養総晶の調査

をした山本監察官の説明を聴く。 S化学工業の

A氏の鉛中毒業務上と決定。組合2名と本人夫婦

来局。(業務上というのは内部決定であり、やが

て本省方針で厳格に認定基準により判断されて

結果的には業務外となる。)秩父署長より電話。

収支率の悪い金属精錬業刻字のうち、 B建設につ

いては符納もあるので局で謁査して欲しいと。

(実はB建設は、暴力の臭いがしたのである。)

夕刻、浦和駅の近くの“後楽"で吉田相談員に

者られる。浦和署労災課太田係長(私が監督課

係長のときの部下)同席。(吉田さんは春日部署

に相談員として赴任したとき大さわぎした前出

の元OBである。私とは仲良くなった。私たちが

愛知局時代に大へん痛めつけられた上司に、吉

田さんもまた某局課長時代に散々痛めつけられ

たからであった。その大入道の土司は上級官庁

に対しては大へんなごますりで、数局の局長を

勤め上げ、と、こでも部下の課長に病人を作った

ということであった。) 国

ILO の車購勤職者
1謹j嚢管理事鵬翼付対象iこ苔輔諜輔も連盟自

石鱒対議全国連絡会議第母国総会

199伴 11月7日、東京で石綿対策全国連絡会議の

第9回総会が開催されました。この1年間は、アスベ

スト規制を一定強化する労働安全衛生閣係政省令

の改正 (9拝4月号参照)が実現した一方、阪神・

淡路大震災で崩壊・倒壊した建築物、解体作業等で

のアスベスト紛じんの飛散が大きな問題となりま

した (95"向月号、 10月号参照)。

12月4日には、労働省が198鮮に設置した健康管

理手帳交付対象業務等検討会(館正知座長)が、「石

綿文は石綿製品の製造文は取扱い業務に従事し、不

整形陰影ヌは胸開E厚が認められる労働者など3業
務在、労働安全衛生法施行令に定める宇懐交付対象

業務に追加することが望ましいとする検討結果報

告書をまとめています (61頁参照) 。

石綿対策全国連絡会議が要求してきた施策が一

定実現してきていますが、さらに、同連絡会議では、

今年、 I L O石綿集約の早期批准を労働省に、建築基

準法・同施行規郎の改正を建設省に働きかけてい

くなどの活動方針を確認しました。

なお、総会の後、 24団体 101名の参加を得て「ア

スベスト被害と企業責任を問う11. 7集会」が開催さ

れました。集会では、ながくアスベスト問題に取り

組み続けているアメリカのジャーナリスト、ボール

.ブローダー氏を講師に迎えて、アメリカ園内やヨ

ロッパでのアスベスト事情、とりわけ、アスベス

ト企業への訴訟問題を中心に講演していただきま

した。また、アスベスト根絶ネットワーケの温品さ

んから「阪神淡路式震災被災地のアスベスト飛散

状況」、横須賀石綿じん肺訴訟原告団の宇野さんか

ら「隠され続けた造船職場のアスベスト被害」につ

いて、全建総連の志津さんから「建設現場でのアス

ベスト被害とアスベスト建材を使わせない 使わ

ない運動」について、そして、東京厚形スレート工

業組合の水野さんから「アスベスト代替製品の普

及」についてそれぞれ報告がされました。

軍雪量曜封書覇童豊富i車購轟輯
覇事盟事基盤E覇軍襲

19例年度活鵬報告

1 はじめに

私たちの運動は、 1987年 11月 14日に結成されて以

来鮮手目を迎えます。この1年間をふりかえると、私

たちの活動の成果がみられると同時に、危慎した事

態が発生しました。
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労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規別 特

定化学物質等障害予防規則の改正によりアスベス
ト規制が強化され、また、製造物責任 (PL) 法が
前扇子されました。ょうやく行政も重い腰をいくぶん

上げたと言え、一定の評価ができます。
しかし一方では、 1月 17日に発生した阪神・淡路

式震災において、崩壊倒壊した建築物及び解体で
のアスベスト紛じんの飛散が大きな問題となって
いるように、遅れたアスベスト規制のツケが市民に

重くのしかかっています。
また、アスベストの消費量は、 1労4年で19万9,83 6

トンと、アメリカが 19型3年で3万トンを切り、イギ
リスでもl万トンを切っているごとからみても、日
本は依然として大量のアスベスト消費国です。

運動の成果を勝ち取ったと言えますが、建築物の
解体等、政省令の改正を実際に知子させるためには
監視活動が必要です。また、さらなる規制の強化、

そして最終的なアスベスト全面使用禁止へ向けた
運動の強化、さらに、アスベスト被災者の救済への
取り組み強化等、ますます私たちの活動の重要性が

増しています。

2 主な活動

19型4年11月15日第B回総会後「アスベスト規制を
求める討論集会」を開催

11月29日 通産省とアスベスト代替等につ
いて意見交換

12月 16日連合と協議

I労詳手1月2 6日 向上
1月31日労働省へ「兵庫県南部地震復旧作

業でのアスベスト飛散防止に関す
る要請」を提出

3月8日 環境庁ー労働省と阪神・淡路大
震災に関して意見交換

4月18日 アスベスト被害と規制を考える
4.18集会を開催。マウントサイナイ
医大の鈴木康之亮先生に講演して
いただきました。

4月22日 アースデイフェスティパルに参
日力

5月 15日労働省・厚生省・環境庁に震災
地のアスベスト対策について再要

請
5月27日兵庫「被災地のアスベスト汚染を

考えるシンポジウム」に参加

6月21日連合と協議
7月7日 政党への公開質問状発送
7月28日東京厚形スレートエ瓢胎の［10

万枚の防じんマスクを!7.28シン

ポジウム」に参加
10月26日アジア地域環境会議(日本

YMCA主催)で展示

3 アスベスト規制の動き

(1 ) 行政の動き
1月25日と2 6日に「労働安全衛生法樹子令の一部

改正J［労働安全衛生規則及び特定化学物質等障害
予防規則(特化則)の一部改正」が発表されました。

主な改正内容は次の項目です。
① アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石
綿)の輸入製造使用禁止(施行令)

② 石綿製品を含有率5パーセントを超えるものか
らIパーセントを超えるものへと拡大(規則、特
化~rJ)

③石綿等の切断・研磨の作業で労働者に呼吸保
護具作業衣等を使用させることを義務化(特化

則)
④建築物の解体前に石綿等の事前調査と記録(特
化~Ú)

⑤ 吹き付け石綿の除去の際に作業場所の隔離(特

化則)
⑥耐火準耐火建築物に吹き付けられた石綿の
除針午業での監督署への事前届出(規則)
断子日は、⑥が19雪5年の6月1日、その他は1995年

の4月1日です。
改正は、規制の強化として評価できますが、吹き

付け石綿の全面的禁止、作業環境評価基準の引き下

げ、健康管里体制の強化、ケリソタイルの使用禁止

等が今後の課題として残されています。
労働安全衛生関係政省令の改正とと共に、 1995年

の7月1日より製造物責任 (PL)法が施行されまし
た。鈴木康之克宅生の講演でも明らかなように (95
年6月号参照)、アスベスト紛じんが癌やじん肺を発
症させることは明確です。アメリカではジョンズ・

マンピル社を始め多くのアスベスト関連企業が製

造物責任を問われ、 19宮廷手までに約9万件の訴訟が
生じています。今後日本においても製造物責任が関

われてくると言えます。
また、建築基準法第捕の不燃材料に石綿スレー

トが、同施行令第 108条メの防火構造に百綿パーライ

トtNが記述されています。労働省が今回の政省令の
改正による規制強化を行ったこと、また、 1宮76年に
労働省は代替化措置の促進についての通達を出し
ていることからも、建築基準法及び同施行令での石
綿製品の記述は、園の代替化政策の整合性を欠くも
のと言えます。建設省は従来のかたくなな拒絶反応
としての「コンクリート等で掴められた物は飛散し
ないから現在見直しの必要はない」との見解から、
多少検討へのきざしを見せてきています。
環境庁は、阪神・淡路大震災に伴う大気環境モニ

タリング調査を毎月実施しており、 7月2 4日から28

日に実施した第6次調査までを公表しています。依

然として大気中のアスベスト濃度は高く、特に建築
物解体現場周辺で高い数値が検出されています。環
境庁は「減少しており安定した状況になっている
と」しつつ、今後ともなお一層のアスベスト飛散防
止対策¢徹底を図る必要があると評価しています。

(2 )業界の動き

石綿協会は、労働安全衛生法関係政省令の改正に

より、石綿製品が従来Hの5パーセントを超えるもの
から1パーセントを超えるものへと改Eされたこと

から、私たち¢要求で自主規制として実施されてい
るaマークも、 1995年l月より1パーセントを超える

ものに刻印すると発表しました。
旭化成建材閥・昭和電工建矧樹 ニツテツアス

ケ側によるゼロアスベスト押出成形板工業会や、東
京厚形スレート工業謡曲の非アスベスト運動、私た
ちのシンポジウム等集会のおりに多くの会社から
非アスベスト製品見本を提供していただいていま
す。こうした代替化促進への取り組みでの協力等、
建材メーカーでの非アスベスト化は進んでいます。
自動茸立業会においては、 198詐年にノンアス化計

画か出されています。 1 9 9拝末に乗用車と小型小用
車か計画を達成し、昨年末にはそ¢他の車で一部を

除きノンアス化、 1995年の調査では全ての車で計画

が達成できるとしています。
(3)国額的動き

これまでの国際受流を通じて、ノルウェ←、デン
マ ケ、スウェーデン、フィンランド、スイス、イ

タリア、オランダ、ドイヅでは全面ないしは原則禁
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寸雪「

止となっていること、また、アメリカ、イギリス、
フランス、オーストラリアでは使用量が激減してい

ることが明らかになっています。現荘、アスベスト
に関して注目されているのは欧州連合 (Eulの動
きです。 EUでは、ドイヅ、イタリア、オランダ、
デンマーク、スウェーテ、ン、フィンランド、オース

トリアの全面禁止派と、これに反対するフランス、
イギリス、ベルギーなどの対立があります。しかし、
全面禁止に反対するイギリスにおいては、先に述べ
たように現在は消費量は1万トンを切っています。

つまり、日本のように年間 20万トン前後の大量使用
状況で、管理して使用すれば安全だという話ではあ

りません。現に、全面使用禁止に反対しているベル
ギーにあるEU本部ピルは、 1995年B月21日より
4成旧トンにのぼるアスベスト除去工事を開始して
います。

アメリカでは、建材でのアスベスト使用は、含有
不明の1パーセントを除き 99パーセント使用されて
いないと報告されています。

アスベストによる健康被害についても、イギ 1)ス
において1則年に中皮腫による死亡者が年間1,醐
人を突破しています。しかも、今後も増え続け、加20

年頃には年間3,醐人を超えると推測されていま
す。

(41 他国体の動き
日本労働組合総車合(連合)では、今回の労働安

全衛生法関連政省令改正で盛り込まれなかった、ア
スベスト吹き付けの完全禁止、作業環境評価基準の
見直し、健康管理体制の強化、助成制度の強化を引
き続き要求していくこと、また、化学物質全般に対
する規制の強化を求めていくとしています。

政党においては、参議院選挙時に実施したアンケ
←ト調査で回答が寄せられました。質問事項は、①
アスベストの使用を原則的に禁止するアスベスト
規制法の制定に賛成ですか、cg:阪神・淡路大震災の
教訓を踏まえ、吹き付けアスベストの事前調査、除

去への助成措置、住民用の防じんマスケ備蓄への助
成措置を講ずるごとに賛成ですか、③ビル解林時の
アスベスト含有建材からの飛散防止対策の強化に
賛成ですか、④情報公開法の制定に賛成ですか、と

¢質問に対して、日本社会党、新党さきがけ、新進

党、日本共産党、平和市民、見城みえ子と市民の

耳石台をつくる会から賛意が表明されました。自民党

は、早期情報公開法制定と代替品への移行促進と飛
散防止対策の働底としつつも明確な賛意とはなっ
ていませんでした。

4 アスベスト被害者支援等の取り組み

阪神淡路大震災被災地でのアスベスト飛散問

題をめ寸り、被災地でのアスベスト問題を考える会
に連帯して防じんマスクへのカンパを行うととも
に、様々な問い合わせに答えてきました。また、横
須賀石綿じん肺裁判、日本エタニットパイプ分会、
広島での溜昔労働者・自動車会社の労働者、山口県
の保温工の肺がん、東京江戸川区の中間処理場建設
の撤回、竹中工務庄のアスベスト建材不使用の確
認、建設労働者・職人で¢被災者の掘り起こしと労

災認定など、石綿対策全国連絡会議¢会員において
様々な運動が展開されています。会員聞の協力を含
め、全国連として支援に努めてきました。

5 広報活動

アスベスト対策情報NnlS号を 12月26日に発行、 11

月15日の第8回総会後「アスベスト規制を求める討

論集会J を開催、 4月18日のアスベスト被害と規制
を考える4.1 8集会を開催、 4月22日のアースデイフ
ェスティパル参加を通じて、広報活動を展開しまし

た。

自 組織の活動強化

昨年作成した「加入の案内」をアスベスト制定者
目指す会の会員へ送付や、集会での配布を通じて組

織拡大に努めてきました。

日 間富5年度活動方針

はじめに

アスベスト対策の基本として、アスベストの全面

使用禁止、環境号染防止、健康被害防止、被災者の
救済を求めて今後も運動を進めていきます。こうし
た基本点を前提として、アスベストの代倭化促進を
含め、実質的にアスベストが使用禁止となるような

様々な動きに積極的にかかわり、また、被災者への

支援活動を行っていきます。当面、吹き付けの全面
的禁士、ケリソタイルの使用禁止、作業環潰評価基
準の引き下げ、健康管理榊lの強化、助成制度の確
立、建築基準法及び同施行規目Uから石綿スレート、
石車自,)¥ーライト板の削除、被災者の補償を含めた救
済への支援、且O条約の批准に向け運動を一層強め
ていきます。

2 行政への働きかけ

①建設省

建築基準法・同施行規則からの石綿スレート、石
綿パーライト板削除、代替促進について要請を強め
ていきます。
@労働省

アスベスト吹き付け建築物解体での事前届出等
を実符させていくよう監視と要求を強めるととも

に、吹き付けの全面的禁止、クリソタイルの使用禁
止、作業環境評価基準の見置し、健康管理体制・助
成制度の確立等、さらに規制を強化するよう、また、

Eβ封切早期批准を要求していきます。
③その他

通産省へ代替化促進を、環境庁へ阪神淡路大震

災被災地での環境測定の継続と飛散防止対策への
指導強化、厚生省へ廃棄物処理での規市l強化等を要
求していきます。

3 業界等への働きかけ

① アスベスト製品製造企業へ代替化を要求し、ま
た、代替製品に対する普及の促進を進めていきま
す。

②建設業界へ建築での非アスベスト化を要請し
ていきます。

③その他アスベストを使用している企業及び業
界へ非アスベスト化を要請していきます。

4 アスベストによる被災者への支援活動

阪神・淡路大震災被災地への防じんマスク配布

へ向けたカンパ活動及び被災地の建築物解体等に
よるアスベスト紛じん飛散防止への支援活動を始
め、アスベスト被災者の掘り起こし、労災申請、横
須賀石綿じん肺・肺がん訴訟等民事損害賠償への
支援活動を引き続き行っていきます。

シンポジウム、集会、非アスベスト製品の展示等
を行うとともに「アスベスト対策情報」の発行、「め
ざす会ニユース」発行への協力を行っていきます。

5 集会及び広報活動

アスベスト規制法制定をめざす会との組織的整
理を検討していくとともに、石綿対策全国連絡会議

の高邸華強化拡大を図っていきます。

自 組織の活動強化

会費は、従来どおり、団体会員の中央単産等が年
間10,α m円、その他団体会員は年間5,α m円、個人
会員は年間2,α m円とします。会費には「アスベス

ト対策情報J1部の代金を含みます。

シンポジウム及び集会の参加費については、年2
回以上行う場合は、 2回目以降は5∞円とします。

111 1豊富5年度役員体制

代表委員加藤忠由(全建総連委員長)
高嶋良充(自治労副委員長)

富山洋子(日本消費者連盟運営委員
長)

広瀬弘忠(東京女子大学教授)
事務局長里見俊英(全建総連)
同次長古谷杉郎(全国安全センター)

温品惇ー(アスベスト根絶ネットワ
ーケ)

伊藤彰信(全港湾)

運営委員岩本伸一(自治労)
仲林義治(日教組)
平井宏一(全造船機械)
安田節子(日本消費者連盟)
西田隆重(神奈川労災職業病センタ

安江 祐(全国じん肺弁護団連絡会
議)

信太忠二(個 人)
会計監査仁木由紀子(労災職業病被災者全国連

絡会議)

平野敏夫(東京東部労災職業町市
病センター) 魁斗且
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護霊童ftこよ墨議饗議議議長襲警銭豪華欝審議事長童
福間. 1 .こだレ発費脅かろ復職までめ期間iこ糠:iE

気管支端患が発病し、発病後本

人がアレルギー的素因をもって

いること古羽田らかになった自治

体労働者 (42歳男性)の事例に

ついて、地方公務員災害補償基金

名嗣県支部はこのほど「公務によ

る過労が有力な原因となって発

症した公務上の災害」と認定し

た。いわゆる過労死として過労に

よる「脳血管疾患Jや「虚血性心

疾患」の労災認定問題が注目され

てきたが、過労による「気管支時

息」が労災(公務)認定されたこ

とは画期的。ただし、本人は現在

も慢性気管支炎の治療を続けて

いるが、基金支部は、「今後持続

する疾病と公務との因果関係に

ついては不明瞭であり、本人の持

つアレルギーが原因となって発

症に至ることも十分考えられる」

として、発病初期の一入院から復

職する期間のみに限定している。

参考に、基金支部の「認定理由」

及び熊本県労働安全衛生センタ

一秋津レークタウンケリニッゲ

.山口秀樹医師作成の意見書(図

表は省略)を紹介する。

塁審霊童霊童臨
平成7年 11月24 母

地方公務輿災審補償基金福岡県支部支部長

本件は、以下の理由により公務

上の災害(ただし、療養期間は平

成4年3月 15日から平成4年8月 16

日までとする。)と認定する。

1 被災職員(以下「本人」と

いう。)は、大牟田市都市整備部

建築住宅課に勤務していたが、平

成3年9月に来襲した台風17号及

び台風 19号によって、本人の管理

する大牟凹市営住宅が甚大な被

害を受けたため、災害復旧事務は

参忙を極め、平成3年末から新規

団地の建設に伴う隣E補償業務、

会計検査資料の作成など、膨大な

業務量となっていたが、この間、

本人は、胃に翻甫を感じるなど心

身ともに疲労の極主に達し、平成

4年3月2日から9日にかけて徹夜

を含む時間外勤務を行ったとこ

ろ、「気管支端息」と診断された。

その後復隠したものの、体調が思

わしくなく、平成4年6月 13日に発

熱があったため、平成4年6月 17日

に国立療養所大牟田病院に受診

したところ、「気管支鴨居兼気管

支炎」と診断され、同日入院し、

力日療を行ったものである。

2 地方公務員災害補償制度
において、災害が公務上の災害と

認められるためには、職員が公務

に従事し、任命権者の支配下にあ

る状況で災害が発生したこと(公

務遂行性)を前提に、公務と負傷、

公務と疾病との聞に相当因果関

係があること(公務起因を)の要

件を満たす必要がある。

特に、疾病の場合は、種々の原

因が複雑に絡みあって発生する

ものとされており、その原因のう

ちで発症した職員がもともと有

していた素因(体質等)や基礎疾

病といったものが疾病の発症に

大きくかかわっている場合が多

いため、公務起因性の判断は個々

の事案に即して医学的判断を拠

り所として行うことになる。その

結果、医学的に見て疾病を発症さ

せたと考えられる種々の原因の

うち、公務が相対的に見て有力な

発症原因と認められる(公務と疾

病との聞に相当因果関係がある)

場合に限り、公務上の痴青として

取り扱うことになる。

以土の基準に基づき本件につ

いて検討すると、

本人は、管理する大牟田市営住

宅が平成4年に来襲した台風17号
及び台風]9号によって甚大な被

害を受け、災害復旧事務等で業務

が非常に繁忙になったところに、

新規団地建設に伴う移転補償業

務、会計検査資料作成といった日

常業務が重なり、発症前1月間に

I即時間、発間抱月に 178時間、

発症前6月では5 ] 9時間の時間外

勤務を行っており、平成4年3月2

日からF日にかけては、徹夜を含

む時間外勤務を行っている。ま

た、発症前3か月間で有給休B: !ilを
3日しか取っていない状態であっ

たことから、台風来襲後の本人の

美務は通常と比較して精神的、肉

体的に過重な負荷があったもの

と認められるものである。

本件に係る医学的知見による

と、本人には、ハウスダスト及び

家ダニに対するアレルギーが認

められており、本件発病の発症に

ついては本人の素因によるとこ

ろが認められるものであるが、本

人の業務による過労と本人の持

つアレルギーが重なって発症に

至ったことも否定できないとさ

れている。しかし、主治医の意見

にもあるように、今後当該掬青が

継続して発症し慢性化すること

も考えられ、今後続発する疾病と

公務との因果関係については不

明瞭であり、本人の持つアレルギ

ーが原因となって発症に至るこ

とも十分考えられる。さらに、本

人は当該疾病発症後、国立療養所

大牟田病院において1か月の入院

加療を行い、平成4年8月 17日に復

職している。

以土のことから、本件疾病は、

本人がアレルギー(素因)を有し

ているものの、公務による過労が

有力な原因となって一時的に発

症したものと認められることか

ら、平成4年3月15臼の発症から平

成4年8月 17臼に復職するまでの

期間について公務と相当因果関

係をもって発症した疾病と認め

られるものである。 関

襲撃轟襲撃
1995.3.15 熊本県労働安全衛生センター
秋津レークタウンクリこツク医師 山口努樹

はじめに

わが国の気管支晴息の患者数

は年々増加傾向にある。受療率

(人口1 0万対)でみてみると 196

年の2 4人から、 l型70年の57人、

198(坪の91人と増加し、 19 9 く咋の

127人(厚生省統計")では約到倍

の増加になっている。端息の病態

に関する研究や治療の進歩は著

しいが、哨恵、による死亡率はあま

り低下していない。世界的には

なしろ増加しているという報

告"もあるほどである。

わが国の19¥均年の端息による

死亡率は、人口10万対4.8人"で

あり1年間で約5,日∞人が端患で

死亡している。確かに悪性新生物

による死亡幻万2千人、心疾患に

よる死亡 17万6千人、脳血管疾患

による死亡11万8千人 (19匁) "
に比べれば多くはないが、労働災

害による死亡2,354人 (19抱) "
の2倍以上である。

気管支鴫息は、このY氏のケー

スにおいても、もし初期治療と周

囲の対応を誤判ま、仕事中の死亡

を含め取り返しのつかない事態

になっていたかもしれないとい

う重大な疾患であるということ

を、まず最初に誌脅しておくべき

だと考える。

1 心理的因子・ストレスと気

管支鴎患

気管支端患は古代ギリシャ時

代から知られている疾患である。

その定義は時代とともに変化し

つつあるが、今日的定義としては

以下のようなものが代表的であ

る。 ① C ib a G田坑勾E伊岨皿の定

義 (195国)、②A血時四百世田包

S o臨Iyの定義 (1962 )、③

Na tional Institute of Health

例lli ,USA)の定義 (19骨! )句。気

管支暢息に関する現在の知見か

ら、一般的になりつつあるのは

NlHの定義であり、次のように定

義されている。「気管支端息とは

以下の特徴を有する呼吸器疾患

である。②自然にまたは治療によ

って改善する気道閉塞(患者によ

っては完全に改善されない場合

もある)、②気道の炎症、③種々

の刺激に対する気道過敏性J"

また、分類においても、 S w担 eford

の分類(アトピー型、感染型)、

R配岡田の分類(外因型、内因

型)、牧野の分類(外因型｛アト

ピー型・混合主主｝、内因型｛感染

型｝アレルギー性気管支肺アスペ

ルギルス症)、発症年齢分類など

諸説がみられるの。

しかしながら、心d望的因子・ス

トレスが気管支端患の発症・症

状・経過に影響を及ぼすことは

古くから知られている事実であ

り、成書や文献m に明らかにさ

れていることである。臨床上も心

理的・社会的ストレスが端患の

遷延化、知台化の要因として密接

に関与していることにしばしば
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車畳する。

ストレスとは、物理学でスプリ

ングの中に生じる歪みを表現す

ると同様に、坐物の体内に生じた

歪みの状態を表現する抽象的な

言葉であると定義されている。こ

の考え方を生物 医学の分野に

導入したハンス セリエのスト

レス学説町(汎適応症候群)によ

れば、人や動物がなんらかの刺激

(ストレッサー)にさらされると

き、生体は副腎皮質から、コルチ

コ・ステロイドを分泊して、防衛

反応を示すということである。こ

の状態を適応症候群・ストレス

状態といい、 3つの時期に区分さ

れる。第1の時期は「警告反応」

の時期であり、第2の時期は「抵

抗期」、第3の時期は「疲はい期」

と呼ばれる。第I期はショック相

と反ショッケ相とがあり、ショッ

ケ相では体温低下、低血糖、神経

系の活動抑制、筋緊張の減退など

があり、「疲れやすいJ'頭がすっ

きりしない」などの症状を示す。

反ショックキ目になるとホルモン

の分泌は盛んにな体温や血圧は

上昇し、筋緊張の増大、毛細血管

の細胞膜ゆ透血性は高まり、号[き

続きストレッサーにさらされる

と抵抗期へと移行していく。生物

体にそなわった適応能力により、

長期間ストレッサーにさらされ

ると、さまざまの非特異的な全身

反応をおこし、その総和をもって

抵抗期を現す。しかし、この抵抗

期に他のストレ、yサーが加わっ

た場合、それに対する低効力は、

かえって弱まっている。最後の疲

はい期は、さらに長く、あるいは

より強いストレ、ソサーにさらさ

れると、適応反応は維持しきれな

くなって、ついに抵抗期とちがっ

た症候群がおこるようになる。し

たがって局所的には組織の破綻

を意味し、この疲はい期の終末

は、いうまでもなく動物あるいは

人間の死を意味するものである。

体にストレスをおこす作用困

子二ストレッサーとしては、温熱

環境(高温や寒冷)、騒音や部長

などの物理学的作用因子、低酸素

状態や中毒濃度より低い高炭酸

ガス、低栄養、大量の砂糖ゃある

種の薬剤jなどの科学的作用因子、

感染や激しし咽見水、著しい筋肉疲

労などの生物的作用因子などが

ある。高等な生物にあっては精神

的神経的作用因子も重要である。

心の悩みとまではいかなくても、

精神を使う仕事も、身体を使う仕

事と同様に、あるいはそれLえ土に

ストレッサーとなることが知ら

れている。

ストレッサーが発症と経過に

深く関与している疾患はストレ

ス関連成患と呼ばれている。代表

的な疾患は胃十二指腸漬蕩を

はじめとする消化器疾患である

が、気管支端息も重要なストレス

関連疾愚のひとつである(表I
省略)"。こうした疾患の発症に

は、家庭や地樹士会で生じる心理

社会的ストレッサーも関与して

いるが、殿場の環境や作業内容、

職場の人間関係や役割などの心

理社会的ストレッサーが密接に

関与していることも事実である。

職場において心理社会的ストレ

ッサーとなりうるものは、長時間

の時間外勤務に示される時間に

追われた仕事、体調が不十分にも

かかわらず出勤しなければなら

ないような責任のある仕事、一度

提出した文書を不備により再提

出しなければならないといった

心、の負担など様々である(表2

省略)九

気管支晴恵、の発症機序は、遺伝

的先天的な素質や気質を基盤

として、それに準備因子としての

後天的な諸国子が加わっていわ

ゆる“発症準備状態"ができ、そ

のうえに誘発因子としての後天

的な諸因子が加わって発症して

くるものと考えられている。その

後天的な諸因子のひとつとして

心理的因子・ストレスが中枢を

介して刺画に影響を与え、噛息症

状の出現・持続または消長に関

与しているものと考えられる(図

1 -省略)的

準備因子とは、ぞれが加わった

だけではす寸に端息発作は起こ

らないが、誘発因子が加われば晴

息発作が起こってくるような身

体的変化(発症準備状態)を引き

起こす因子であり、物理的・科学

的.Jt t I浬社会的因子がある。こう

した諸国子を適切なかたちで解

消できず自律神経系や内分泌系

の中枢である視床下部の調節を

乱し、生体の防御機能を低下さ

せ、いわゆる“発症準備状態"が

引き起こされると考えられてい

る(図2ー省略)ヘ

心境医学的な診断によれば、心

理的因子ーストレスの関与を疑

うポイントをあげると、表3(省

時)のようなものがあげられる。

アレルギー性因子や感染性因子

の関与の有無によらず、表3の3項

回以上認められる症例では、その

気管支端息は、i[~jU,里的因子・スト

レスの関与が大きいと判断され

るの'"'口

2 Y氏の既往歴生活歴及び

診察結果について

Y氏は小児期を含め気管支晴

息に寵壱したことはない。家族に

も気管支端息の既往を有するも

のはいない。家庭てーの日常生活も

発症前に特別に変わったことは

ない。ベットとして5苗を自司ってい

るが、発症前からのものである。

定期健康診断の結果をみても曙

息につながる異常所見は見当た

らなし」人間ドッケの結果によれ

ば、尿検査で時に蛋白尿が見られ

ること、定後血糖の軽度増加が見

られること、白血球が常にやや増

加していることなどの異常が見

られるが、胸部X線所見や姉機能

検査では1秒率を含め、全く異常

が認められず、今回の瑞息発作の

発症前に気管支晴息につながる

異常所見は全く見いだせない。

一方、気管支端息発症後の診察

(19 94年5月 17目、熊本労働安全衛

生センタ一秋津レークタウンケ

リニツクにて)では、肺機能検査

上、 U! T率の低下(二69,8%) ( P F R

~8.49US) 即ち閉塞性障害を示

し、動脈血液ガスでも、酸素分圧

の低下(ニ 76,2田血H g ) と二酸化

炭素分圧の増加 (～45,8血mHg)

を示し、明らかな気管支噛息とし

ての肺機能障害を示している。ま

た、 19 Eの増加(2,7 4 lU/mI・正常

亘2,50m厄11) とアレルゲン検査

で動物上皮とヤケヒョウダニで

の陽性結果が認められ、基盤にア

レルギ的素因をもっていたこ

とが明らかになった。

つまり、 Y氏の気管支晴息は、

基盤としてのアレルギー的素因

の上に後天的に付加された諸因

子及び誘因によって、今回初めて

引き起こされた気管支端息であ

ると考えられる。

3 Y氏の気管支暗愚発症前の身

体的・精神的ストレスの状況

及び憾憲状態

Y氏の仕事内容を見てみると、

当時(平成3年度)、所属する大牟

田市都市整備部建築住宅課の予

定事業として、同課で管理してい

る市営住宅の修繕維持管理、 E小

集落地区改良事業、 C町及びM町

改良住宅既設改善事業、 Y団地公

嘗住宅建設事業などがあった。後

者3事業の内容は、土地や家康の

買収補修費の算出及び受渉など

であり、書類作成などのデスクワ

ークの他に、地権者等との交渉と

いった対人関係¢仕事も含まれ

ており、いわゆる神経を擦り減ら

すような仕事であった。この仕事

だけをみれば、いかにストレスの

多い仕事とはいえ、通常の予定事

業の範囲にあったわけである。し

かし、平成3年9月には超大型台風

が2つも来襲し、同課が管理する

市蛍住宅にも、甚大な被害をもた

らした。当然、被害に対する復旧

作業に土曜日曜日も休みなく従

事している (9月20日から 29回ま

で 10日間連続越品勤務で、計63時

問、 1日平均約6. 3時閣) 。乙の被

害については、災害保険請求調書

作成の業務も加わり、その仕事が

12月まで続いている。特に、 12月

は台風;被害の最終取りまとめと、

平成4年1月1日からの不動産譲渡

に係る税の変更に伴い、家屋買収

を12月末までに完了させるごと、

5団地の営繕工事を年度内に終わ

らせるために、設計ー見積補助

申請を 12月中に完了させること

などの業務が重なり、通常の業務

に比べ相当の業務過重性が見ら

れている。

平成4年l月、前年の未完了業務

の仕上げがようやく終わりを迎

えていた1月22日、建設用住宅関

連事業の会計検査が行われるこ

とが決まり、そのための資料作り

という新たな業務が加わってい

る。 2月は、 19日に大蔵省地方債

関連事業の会計検査が行われて

いるが、説明書類の不備による予

想外の指摘を受けている。検査が

夕方までかかったにもかかわら

ず、説明書を整理し、翌20日まで

に提出するように指示されてい

る。 19日は午後8時から書類作成

にかかり、完成したのは20臼午前

7時という徹夜の作業であった。

さらに詳しい資料を提出するよ

うに指示を受け、 2月22日より鰍

密で神経を要する資料の作成に

当たり、再び長時間の超過勤務状

態となっている。 3月も、この作

業と平行して、予定外の作業のた

め遅れがちの改良事業などの仕

事を集中して行い、 9日までの勤

務目6日間の超過勤務が46. 5時間
(1田平均7,8時間)という超過密

勤務状態であった。

一方、 Y氏の健康状態は、平成

3年12月30日午後1師寺頃、ソファ

ーにうずくまるような腹痛を訴

えている。平成4年1月から2月に

かけては、微熱を含む風邪症状が

持続している。 3月には、風邪症

状に加え再てF腹痛が増強し、 3月

15目、 S循環器科病院を受診して

いるが、同続にて十二指腸潰蕩の

診断を受け、総貴蕩弗J等の投与を
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受けている。その後も症状(咳な

ど)の改善が見られず、 3月23日

早朝、呼吸困難を起こしY病院の

救急外来を受診し、気管支晴患の

診断を得ている。 3月2 7日以降は

国立大牟田病院に転医し、平成4

年6月17日から7月18日まで併発

気管支炎にて入院、それ以来外来

治療を続け現在も治療中である。

この健康状態をストレスの観

点、から見てみると、業務過重性が

増した平成3年12.月末に、上腹部

に樹高が現, t l ,ている。平成4年3月
15日の診断結果から考えると、そ

の時点ですでに、十二指腸潰癒を

起こしていた可能性が考えられ

る。潰痩に至らないにしても、ス

トレス性の急性胃粘膜病変や、十

二指腸炎などが考えられるロ

平成4年1月から2月にかけて

は、通常では数日で治ったと忠わ

れる風邪症状が炎々と長引いて

いる。この状態は、資料作成のや

り直しを命じられるなど「威信」

が傷つけられたかのような心の

耕蓄などの強いストレスがあり、

前述のストレス状態の第2期「抵

抗期」に当たり、持続するストレ

ッサーのため、他のストレッサ

(風邪のウイルスなど)に対する

低効力の減弱が見られていると

考えられる。

3月の段階では、超過勤務時間

が1日平均7.8時間と、ほぽ所定労

働時慣に匹敵しうる。そういう超

過密状態のなかで、精神的ストレ

スに肉体的ストレスが加わり、ス

トレス極限w管古堺5成され、スト

レス状態「第3期」の諸症状とし

て、 3月15日に十二指腸潰蕩が、

3月2 3日に気管支晴息か現れたと

考えられる。

臨醐醐醐輔醐輔鰯繍輯鵬艦購輔輯轍醐醐醐輔輔輔麟輔輯輯輯輯轍酷輔醐輔輯輯輔鶴轍轍醐鞭三官f沼郡朝協翻

4 Y氏の気管支端患の繁務(公

務)起因性について

いわゆる職業性端息とは「特定

の車場で、その職場特有の物質に

暴露され、一定期間後に引き起こ

される気管支端患で、その職場を

離れれば、自然に端息状態が消失

または改善し、再暴露により端患

症状が再現するもの」と定義され

ており、 Y氏の気管支端息は、こ

のいわゆる「職業性端息」に入る

ものではない。しかし、職業病の

定義によれば、仕事の中(相当因

果関係)で、「新たに起こってく

る病気」あるいは「今まであった

病気が明らかに悪化するもの」と

ある。この職業病定義を気管支端

息について考えれば、過重労働や

責任性の重い労働による、肉体的

精神的ストレスによって、①今

までになかった気管支端息が新

たに発症する場合、②発作型の気

管支時息が持続型の気管支端息

になる場合、@浮節型の気管支滞

患が非季節型の気管支端患にな

る場合、@濯症の気管支端息が重

症化する場合、のいずれもが職業

病の定義に当てはまると考えら

れる。

Y氏は既往歴や人間ドック等

の諮検査の結果から見て、今回の

気管支端息発症前に、気管支端息

は認められてない。また、家庭や

日常生活において、気管支噌患を

起こす前後で大きな変化はなく、

家庭や日常生活に晴息発症の誘

因があるとは考えられない。平成

3年9月から平成4年3月までは度

重なる超過勤務状態と、他に代わ

るもののいない責任ある仕事、一

度提出した書類の再提出を命じ

られるなどの心の動揺など、仕事

上強いストレスを受けている。そ

して、仕事上の、肉体的・精神的

にストレスが極限状態になった

とき、十三指腸潰療に続いて、初

めて気管支端息を起こしており、

現濯も気管支端息の治療中であ

る。

以土より総合すれば、平成4年

3月23日に発症し、現在も治療を

続けているY氏の気管支端息は、

仕事により引き起こされた気管

支晴息であると判断され、公務上

災害として認定されるべきだと

考える。
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護審議纏j盟で謹曾2 A掛夢管轄
兵庫・大臨@労働基準局のまとめ

大阪、兵庫両労働基準局は1月

10日、阪神大震災から1柄欄の労

働災害の発生、監督状況などをま

とめた。震災後の復旧、復興工事

関係の死者は4 0入、負傷者は8 5 2

人に上った。

兵庫労基局によると、管内の震

災の復旧、復興工事関係の死者は

3 6人、負傷者は7 9 8人に上った。

震災当日、仕事中や通勤中に事故

に遭った労働者、遺族による労災

保闘合付請求は3 6 7件で、 2件を除

いて支給された。

一方、大阪労基局によると、大

阪府内の震災復旧工事での労災

死者民4人、負傷者は白人。震災

当日の事故での労災保険給付請

求は7 5件で、すべて支給開爾

が決定しているという。 民岨

(1月11目付け目本経済新閣)

自鐘軍主購遣うっても関誌購操
描島@健康翼撞謂査アンケートまとめる

福島県労働安全衛生センター

は、県内労働組合と福島中央市民

医療生活協同組合、クリニツクせ

のうえの岸本祥克所長の協力を

得て、「福島県内に働く人々の『健

康実克わアンケート調査瓜診車報告

集」を199豆手7月にまとめた。

交通・運輸6、金属機械4、

その他民間4、公務員3、教務

3、通信・たばこ林野4の合計24

職場1,5価名(うち女性177名) 。

朝起きた時に、「いつも疲れが

残る」と答えている人が、全体で

4人に1人 (242%)、39歳以下で

は3人に1人 (30.1% 、) 40歳以上

では5人に1人 (20.2%)とかなり

高率。「時々疲れが残る」と合わ

せれば、実に鈎%近くになり、逆

に、「疲れが残らなしりのは約10

%、 10人に1人という状況。そし

て、 ［ 4 -算手前と比べた仕事での

からだの疲れ具合の変化Jでは、

「肉体的疲労が増えた」人が約5 0

%で、 2人に1人。「精神的疲労」

では、 3宮崎以下の人の5 5 %が「増

えた」と答えている(40歳以上で

は3 9 % ) 。肉体的疲労、精神的疲

労とも、「減った」と答えた人は

4%弱と、ごく少数だった。

自覚症状では、「目の疲れl視
力低下」など自に関する症状と、

「肩や頚のこり痛みl背中や腰の

痛み」、そして、「疲れやすいl疲
れがとれない」を訴える人が多い

(全体で2 0 %前後以上)。 ［現在の

職についてからかかったことの

ある病気」は、全体で、①胃腸病

(18.3%)、②高血圧 (12.2%)、

③眼科疾患 (7.2% )、④肝臓病

(6.4% )、⑤貧血 (4.2%、39歳以

下でも2.5%)等の順。泊まり有

交代勤踊臓について常臼勤者

と交替申j勤務者を比べてみると、

有病者の割合が交替制勤務者

(96.1%)の方が常日勤者 (84.6

%)よりもlO%U上多くなってお

り、「高血圧」では約封書近い。

このようななかで、「常用薬と

して何か使っている」人が3 4 . 5 %

(40歳以上では4 4 . 1 % )。内訳は、

胃腸薬 (18.7%)、ビタミン剤

(18.7%)、ドリンク剤(13.9%、)

鎮痛剤 (9.1% )、湿布薬(6.9%)、

精神安定期U(5.2%)、その他(28.3
%)で、医療機関て処方してもら

ったものを使っている人は4 0 .5
%(何歳以上では4 5 .2 %。)

病気の不安なこと、悩みなどを

誰かに相談するかという問いに

対しては、「誰にも相談しない」

と答えた人が2 7 . 0 % 、「家族や兄

弟j3 8 . 7 % 、「職場のよ司か友達」

1 3 . 7 % 、「主治医(医師)Jll.l %、

「労働組合¢役員J 1. 5%、「安全

衛生委員J0.1%、「その他J2.1

%。身体の具合が悪い時すぐに医

療機関に「受診する」が57 . 2 % (40

歳以上では6 5 . 6 % )、「受診しな

い」が4 2 . 8 % (39歳以下では55 .3
%)0 ［受診しない」理由は、①様

子を見ている (54.4%)、rz:常備

薬で間に合わす (21.2%)、③い

つも自然に治す (14.9% )、@: 忙

しい'暇がない (14.7%)の順と
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なっている。

なお、現在の強い不安や悩み、

ストレスの内容についても聞い

ているが、胃腸」では、「仕事の

量や質 J'職場の人間関係 l仕事

への適正 J'仕事のことがいつも

頭に」が多い順で、この4問で、

39歳以下で6 2 % 、40歳以上で5 5 %

で、全体では5 8 %になる。 40歳以

上では「病気の不安」が第4｛立で

8.8% (39歳以下では2.5%)J家

庭」では、「経詩的なこと J(24.3
%)が第 1位で、ほかに「子供の

教育など J (17.5%)、「年寄り病

人の問題 J (7.8%) など。泊まり

有安替制勤務でみると、全体調査

に比べて約5%ほど多く、家庭で

の全設問とも全体調査を上回っ

ている。 田
顕要書事露購勢輔～言、フトライン

神奈) 1 1.大隈・深刻な被曝労働の不安

1995年 10月26日と27日の両目、

初めての「原発被爆労働ホットラ

イン」か開設された。東日本は神

奈川労災職動甫センター、西日本

は関西労働者安全センタ←が担

当した。

ホットラインを行うきっかけ

は、 1994年、故鳴橋伸之さんの労

災が認定されたこと (93年9月号、

同年9月号参照)。原子力発電所に

おける放射線による被爆労働で

の労災認定は、嶋橋さんの認定が

される前はたったの I件しかな

く、嶋橋さんの認定がおりた時、

同時にもう 1件業務上認定がおり

て、合計封芋となった。しかし、

商業用の原発ができてからお年

力需五且している現在、すでに多数

の労働者が被爆労働に従事し

(1993年度の I年関で約7万人が従

事)、 19骨3年度までの摘す線被爆

の累積線量は2 0万人・レムに達

している(現在は、レムではなく

シーボルトが用いられているが、

1シーベルト = 1∞レム)。嶋橋さ

んと同様に、労災認定の対象にな

る人は多数いるはずだと考え、ホ

ットラインの取り組みを行うこ

とにしたもの。

@埋もれている被婦の被害

さて、 20万人 レムの被害はど

のようなものかというと、ある学

者によれば、約760人ががんで死

亡するというもの。ただし、がん

は潜伏期間があるため(長い場合

で4 0年といわれている)、すでに

7ω 人ががんで死亡しているとい

うことではなく、ごれは将来死亡

する人も含めてE数字である。し

かし、すでにこの数字の影響が現

われている人は確実にいるはず

で、 76 0人の何害jかはすでにがん

で死亡していることが予想され

る。もし、仮に少なく見積もって

l割としても、 76人が摘す線被爆

が原因で死亡していることにな

る。そして当然、仕事が原因とい

うことになるわけで、労災認定の

対象になるはずである。しかし環

状は、上述したようにたったの3

件の認定しかない。

また、がん死に至らなくても、

他の障害を起こしている人もい

るだろうし、被爆に対する働関障

害について詳しく知りたいとい

う人もいるであろう, 1働爆に対す

る大きな不安を抱きながら、働い

ている入、家族もいるかもしれな

い。

@被燭労働関係の相談事例

相談件数は全部で 10件。そのう

ち、原発被爆労働の関係の相談は

4件だった。 4f -午の原発被爆労働の

相談のうち、被爆労働をしている

本人からの相談が2件、家族から

の相談が2件。

椙談①(家族から)被爆労働し

ている本人が、最近、風邪をひき

やすい、疲れやすいと訴えている

が、被爆との関係があるか知りた

い、といった不安に関するもの。

相談②(本人から)本人ではな

く、仲間で具合いの悪い人がいる

ので相談してきた、というもの。

相談③(家族から)被曝労働を

することに対する不安、つまり、

被曝労働をしない方がいいのか

どうか、できればやめさせたいが

どう説得したらいいか、といった

もの。

相談④(本人から)被曝労働を

続けることを前提にして、どうい

うことに注意して働いたらいい

か、もし病気になったとき補償は

あるのか、といった相談。

@被曝労舗の不安

相談を受けてあらためて感じ

たのは、本人、家族が放射献度爆

に対する大きな不安を持ってい

るごと。被爆労働の相談4件のう

ち2j牛が、風邪をひきやすい・疲

れやすい、具合いが悪い、といっ

たものだった。このような休の不

調を訴えていることは、やはり設

意を要すると思う。被爆労働に従

事していない人であれば、過労に

よるものだろうとそう深刻に考

えるごとはないであろうが、被曝

労働の場合、白血病等の命取りの

病気の可能性も否定できない。ま

た、いまは何の症状がなくても、

被曝労働をしている限りは、いつ

かは発病するのではないかとい

う不安を持ち続けなければなら

ない、という問題もある。

このように仕事をすること自

体に大きな不安(そして、それは

単なる不安ではなく、働いている

人の中からある割合で、確実にが

んによる死亡が出てくるという

ことを背景にした不安!)がつき

まとう。こういう特徴が概労働

にはあると言えるだろう。

また、家族が深刻に心配すると

いうのも、被爆労働の特徴のひと

っと言えるであろう。 Z件の家族

からの相談は、計牛とも、もしで

きオ叫ま

被爆労働にっかせたくない、とい

うものであった。仕事をやめさせ

たいなどと家族が考える仕事は、

被曝労働以外にいったい何があ

るだろうか。

@被曝労働問題の掘り起こしを

相談件数の4件は、全匝的な規

ヰ藁で干子ったホットラインとして

はやはり少なかったといえるか

もしれない。しかし、被曝労働に

関する棺談は他人に気軽に相談

できるような問題ではないこと、

また、十分に宣伝がいきわたらな

かったこと、等の事情を考慮すれ

ば、まずますの数だったと思われ

る。そして

もすがりたいという気持ちで電

話をかけてきた人がいたこと、ま

た、相談の内容がいずれも深刻な

ものであったこと等から、ホ、y ト

ラインでの相談活動は十分意義

があったと思う。

今後、今回のホットラインをき

っかけに、恒常的に被曝労働の問

題に取り組もうと考えているが、

ホットラインを中心にした相談

活動と同時に、原熟度曝労働の実

態を明らかにするための聞き取

り調査等も行う予定。 臨
(神奈川労災職業病センヲー

安元宗弘)

一瞬豊富w業@中争責tj護者
茨城.じん肺予脚捕で開・署と交主歩

1995年10月 17日、 6回目となっ

たじん肺キャラパンの茨城での

行動が、じん肺患者向聞既城支

部、高萩支部J成城じん肺訴訟

第3陶原告団の参加により展開さ

れた。

昼前に北茨城市磯原の常磐奥

産営難問、北茨城訴訟第3'］車(管

理区分2、3非合併症患者)の早期

解決を求め要請行動を行った後、

目立労働基準監督署、水戸の茨城

労働基準局へ向かった。今回の対

行財子動では、これまでのじん肺

患者への補償に重点、をおいた突

渉から、予防対策を含む要請をつ

きだした内容となった。目立労基

署、茨城労基局との交渉で明らか

になった、茨城県内でのじん肺を

め寸る状況を報告する。

l労4年度の茨城労基局管内に

おけるじん肺適用事業所数は

1,413 (うち製造業が 1,2 34) で、
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粉じん作業従事労働者数は

11 ,849人。じん腕検診の実施状況

は、 5 5 9事業所6,2 11人の受診であ

る。同年度に同局が行ったじん肺

管理区分決定で、有所見者数は

652人、うち要療養は21人いた。

一方、局長がじん肺所見者の保護

のために事業主に対して行う、作

業転換の勧奨指示の件数はゼ

ロである。じん肺¢進行をくいと

め、健康管理を行う目的にじん肺

管理区分の決定の意味はどこに

あるのだろうか。局の怠慢ではな

いだろうか。

怠慢と言えば、管理区分3以上

の労働者が離職時に健康管理の

ために局から交付される健康管

理手帳の問題もある。ごの手帳

は、労働者が自ら局に申請し受け

取ることになっており、離織後も

じん肺検診を受け、じん肺の進行

ゃがんその他の健康障害に対処

しようとするものである。しか

し、この団並みを知っている労働

者がどれだけいるだろうか。局

は、管理区分3の決定を出す段階

で、労働者が周知できるような対

策をすべきである。

労基署に粉じん職場への監督

状況を尋ねたところ、次の問題点

が指摘された。

①固定式機械による粉じん発

生に対して、局所排気装置等設

備的対策はとられているが、そ

の定期点検については十分行

われていない。

②常時の作業でない、一時的な

粉じん作業での防じん対策が

不十分。ちょっとしたパリ取

り、ア←ク溶接といった作業

で、マスク等も使われていな

い。

③ 中小事業所ではマスクの使

用が符われていない。

全体として、粉じんによる健康

障害の認識不足から予防対策が

十分でなく、とりわけ中小零細企

業での対策推進が課題であると

感じた。

また、労基局に対しては、じん

肺管理区分決定に当たり、局が2

次検査・追加検査を主治医に指

示することがあるが、そ¢際、指

示の理由を明らかにすることな

どを申し入れた。

目立労基署へは次の事項を申

し入れた。「じん柿合併症により

療養を行っている被災者につい

て、療養の結果、症状の軽快した

患者の労災補償は一方的に打ち

切ることなく、総晶観察在行った

うえで主治医の意見を十分踏ま

えて判断すること」。これに対し

目立労基署は「要請のと町市

おり行う」と回答した。 組lI.Ot
(東京東部労災職業病センヲー)

勢議議襲撃費3噂韓関f~t百議襲撃

会計構査鶴83都県で寄j高算霊解消せず

19唖5年 11月27 目付け日本経済

新聞は、「労災保険の診療費の東

京、福岡、茨城の3都県における

算定基準が、労働省の定めた基準

より割高に設定され、国が労災診

療費を昨年度で約30億円労災指

定病院に払いすぎていることが

会計検査院の調べでわかった」と

報じた。

労災診療費の算定については、

各都道府県等によって区々とな

らないように労働省労働基準局

長が「労災診療費算定基準につい

て J(昭和51年基発第72号)を定

めており、これによれば、労災診

療費は健康保険法に基づく診療

報酬点数表の点数に 12円(公立病

院等については II円5後主)を乗ず

るなどして算定することとされ

ている。

しかし、会計検査院が、 31労働

基準局において1兜百年度の労災

診療費について調査したところ、

18労基局において、算定基準と異

なる割高な料金(地域特掲料金)

を地元医師会等と協定を結ぶな

どして設定し労災診療費を算定

していた。それによって、 1988年

1 0月分だけで当該 18労基局で約3

億5千万円も過大に支払われてい

たと推算された。

そのため 1努低利9月に、会計検

査院は労働大臣に対して、会計検

査院法第3時の規定による改善

の措置を要求していた。労働省で

は、指摘の趣旨に沿い、通達を発

して地域特掲料金の早期解消等

を指示するとともに、 18'労基局の

他に同省の実態調査で地域特掲

料金を設定していることが判明

した6労基局を合わせた24労基局
に対し、各労基局ごとに地域特掲

料金の解消を図るために必要な

具体的方策を指示するなどした。

会計検査院の平成5年度決算報

告によると、「その結果、 19宮非

1 0月までにn労基局において解

消され、さらに 1労4年 1 0月までに

3労基局において解消された。し

かし、残りの4労基局ついては、

現在関係団体等と協議中である

が、捜数項目設定されている地域

特掲料金の一部が同月までに解

i青されている」とされていた。

冒頭の新聞記事によると、「労

働省は『解消に向け、各労基局が

地元医師会と協議中だ』としてい

るが、東京都医師会の担当理事は

『労働災害では特別な医療体制が

必要で、患者数など地域の事情も

あり、一律な枠をはめることは疑

問だ」と話している」と伝えてい

る。

労働省は、この問題に対処する

ごともひとつの目的として、全都

道府県に(財)労災保険情報セン

ターの設置及び問センターと各

医療機関の契最甘締結を進めてき

たが、最後の東京では医師会の反

対により、いまだ同センターを設

置できずにいる(同センターで

は、「被災労働者援護」のためと

称して、労基署の鵡決定を待た

ずに労災診療費の立替払いなど

をしている(ただし、脳・心臓疾

患等は対象としていない)が、目

的を額面どおりに受け取席1爾
るわけにはいかない)。 総i以

3~襲轄iこ襲主購審理事麟麟大

労働省@健康管理手帳受f揖す象業務検討結果

がんその他の重度の健康障害

を生ずるおそれのある特定の業

務に従事していた者で、一定期間

以上従事したことなど一定の要

件に該当するものに対して、労働

安全衛生法第67条の規定により、

本人の申請に基づいて「漣康管理

手懐」が受付されている。国は、

この手帳を所持している者に対

し、国が委託した健康診断機関に

おいて、定期的に健康診断を行う

こととされている。

この制度は、 1972年の労働安全

衛生法制定時に制度化され、当初

の交イ胡象業務は3業務であった

が、その後、 1宮7鮮と197昨に追

加されて、現在の対象業務は 1蝶
務となっている (1男 4年における

交付数19,801件)。

労働省では、これに追加すべき

業務の有無等に関し、 1型8鮮に健

康管理手帳交付対象業務等検討

会(座長・館主知労働福祉事業団

医監、 6名)を設置し検討を行っ

てきたが、 19骨豆手 12月4日に次の

ような検討結果が報告された。

場華 字糠変付対象霊童務iこユ｛IIの3繋

務をi豊加す墨ことが塑まじい。

①製鉄用以外のコークスを製

造するコークス炉業務

②石綿又は石綿製品の製造又

は取扱い業務

③ ジアニシジンの製造又は取

扱い業務

感受付要件はそれぞれ次のよ

うに定め苔ことが謹まじい。

① 当該業務に5年以主従事した

経験を有すること。

②石綿による不整形陰影又は

石綿による胸膜肥厚が認めら

れること。

③ 当該業務に 3月以上従事した

経験を有すること。

なお、手帳交付対象業務の拡大

に当たっての基本的考え方とし

て、次の3つの要件を満たす物質

の取扱い業務等を検討対象とし

て取り上げることとしたという。
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@ 手鰻交付苅謀議務の鉱大に

当たっての基本的考え方

① 当該物質等について、重度の

健康障害を引き起こすおそれ

があるとして安全衛生の立場

からの法例上の規制が加えら

れていること。

・製造等禁止物質(労働安全衛

生法第5 5条)

・製造許可物質(労働安全衛生

法第5時)

・その他の規市胸質(特定化学

物質等障害予防規則等)

② 当該物質の取扱い等による

疾病(がん等)が、業務に起因

する疾病として認められてい

ること。

③ 当該物質の取扱い等による

疾病(がん等)の発生リスクが

高く、今後も当該疾病の発生が

予想されること。

一方、報告の末尾には、「参考

として」、検討に当たってなされ

た議論のいくつか(下記)が付記

されているが、とくに③について

は議論が必要であろう(③は②で

述べていることとも矛盾する)。

①発がん性物質の取扱い作業

等に係る特殊健康診断を在職

中に受けていた労働者は、退職

した途端に健診がなくなって

しまう。長期間にわたってその

影響が残るような作業に従事

した労働者は退職後の健康影

響について不安を持っている。

こうした労働者に対して健康

管理を行うことが健康管理手

帳の目的のひとつである。

②健康管理苧慢の制度は、労災

補償とは切り離して考えるべ

きである。一部に健康管理手帳

を持っていれば、発症時に労災

補償が受けられるとの、いわば

労災補償へのパスポートであ

ると受け取られている向きが

あるが、労災の認定は監督署に

おいて改めて個別に判断され

るものであって、手帳は労災認

定を保障したものではない。

③一方、健康管理手帳制度の対

象の退職者が、労災補償の対象

となる筑患を発症した場合、実

際には、それ古ま業務に起因する

かどうかを判別することは非

常に困難である。したがって手

帳を交付する対象は、業務に起

因する蓋然性が高いものとす

るよう、最初からある程度限定

すべきである。

④ スクリーニングとして、有効

な検査方法があり、かっ発見さ

れた場合に、有効に治療できる

ものでなければ、健康診断はそ

の意義がない。同様に、健康診

断には、例えばエックス線の被

ばく等、人体に対する多少の侵

襲を伴うものがあるから、有病

率の少ないものに関する健康

診断は、そのデメリットがメリ

ットを上回る場合がある。した

がって、手帳交付対象としては、

有病率が高い業務上疾病に関す

るものを取り上げるべきである。

今後、手帳交付対象業務を定め

る労働安全衛生法施行令の改正

等が検討されることとなろうが、

以下の点に留意する必要がある。

①手帳突付対象業務及び要件の

範圏

現行及び報告が提言する要件

でよいか。他に追加すべき業務は

ないカレ」例えば、連合「労働安全

衛生環境対策指針」では他にベン

ゼンもあげており、粉じん作業

(現行管理3のじん肺のみ)につい

て報告は「じん肺審議会で検討さ

れていることから、今回の検討対

象とはしなかった」としている。

②手帳交付手続

本人の申請に基づく現行の方

式では、全ての対象者に確実に交

付されることにならない。

③手帳所持者への措置

健康診断を受診できる医療機

関の拡大や通知方法、健診頻度・

内容、事後措置等¢改善。また、

他に必要なサービスはな官官

いか。 相岨

職場喜と曙購現｝鶏まFん鞠鷺
海外題信・Workers' Health 

Intemational Newsletter

湿 1971年、ガンとの戦争と称して

アメリカ連邦政府は取り組んだ

が、 National Cancer Advi皿 'ry
Boar唱の報告によると、 5年以内

に、ガンよる死亡者が、心臓疾患

による死亡を上回わるとのこと

である。さらに、以前はたいした

影響はないとしていた職場や環

境の化学物質を原因としてとら

え、貧圏が、ガンとの戦争に勝つ

ための最大の障害であると述べ

ている。

闘世界各国で、 VDUによる健康

障害が指摘されている。アメリカ

のジャーナリストの労働組合も

問題に取り組み、スウェーデンの

労働組合では、自ら厳しい規制基

準を作った。

園アメリカのlounal of

National Cancer Instituteに載

った論文によると、電機工場で電

磁波を浴びる女性労働者は浴び

ない女性労働者に比べて、4 0 %も

多く、乳ガンで死亡する危険性が

あること古ぎわかった。

調アメリカで、高校の秘書が、職

業病になったのは、キーボードを

製造したコンビュータ 会社の

責任だとして裁判をしているO

ffiM と争っており、業務との因果

関係と、職業病になることを消費

者に通告する必要があったかど

うかが争点。

圏イギリスのT U C (Tr叫eUnion 

Con伊 ss) の国際部では、最貧国

の労働安全衛生劃練活動を展開

している。ケ二アのプランテーシ

ョン女性労働者について取り組

まれた。ケニアでは、衛生設備や

食堂などが不足しているほか、労

働時間も長く、朝6時から午後6時

まで、 3(扮の昼食休憩しかない。

組織化も困難である。児童労働の

問題もある。

回マレーシアで 1981年に設立さ

れた精練会社で、ヒ素中毒が発生

している。印刷年に 17名の労働者

が病院に運ばれ、州の命令で健診

も行われたが、会社J J l!tはヒ素のレ

ベルは低く問題ないとしている。

労働組合は信頼できる医師に依

頼して調査したところ、ヒ素中毒

を確認。会社は尿検査の結果など

を隠している。

圏イギリスで職場の苦情相談を

受けているP C AW (Public
C on閣官a t Wo:地)の初年度年次

報告によると、相談の第1位は財

政の不E、背任で4 9 % を占めた

が、第2位が労働安全衛生に関す

るもので2 2 %を占めている。

盟オランダでは、休職者の3分の

lが官能場のストレスを原因として

いる。ストレス問題をタブーにし

てはならない。ストレスといかに

つき合うか、ストレスに関するキ

ャンベーンをいかに展開するか

が課題である。 1人作業もストレ

スの原因である。もちろんその方

が気が楽だという労働者もいる

だろうが、要は職場で、目的意識

をもって、自らが決定権をもって

働けることが大切なことである。

冨イギリスで補修ヱカ'43,0∞ポ

ンドの労災補償を受け取ること

で和解した。彼の症状は、木材の

防腐剤に曝露したことからおこ

る不安である。 3月には英国法務

庁が、 post 岡田atic disorder

の被災者に補償することになっ

た。精神病に関する雑誌でも、病

気を招くような無理な仕事をさ

せる雇用主の責任を問うている。

園オーストラリア・ニューサウ

スウエールズ州政府は、大早魁の

影響による住民のストレスその

他の健康問題に対処するために

2∞万ドルの予算をたてた。

灘委長媛豪華|

圏ドイツで危険物質の職業曝露

制限値リストが新たに作られた

が、ヨ一口、yノミ統合、東西統ーな

どいろいろな経過で4種類もあ

る。

圏ノルウェーの労働組合が、環境

に悪い影響を与える仕事を中止

する権利を認める法律を勝ち取

った。

関RSI (repetituve strain

国戸時s) が世界中で繰り返され

ている。職場の人間工学的な対策

を法律で行うかどうかでずいぶ

ん違う。

回オランダi & J育が、労働衛生サー

ビスを下請け、民営化しようとし

ている。労働組合は反発してお

り、保険会社は右目している。

国1991年5月、メキシコの農薬工

場で爆発火災事故が発生した。そ

の直接¢死者はいなかったが、そ

¢後の追跡調査によって、事故後

数か月してからいろいろな中毒

症状の患者が発生していること

が判明。市民は、工場で何が使わ

れ、行われているのか知る権利を

もっ必要がある。

Eフランスで、労使共同運営の国

立保障調査研究所が発足。労働環

境を研究する世界中の団体や個

人、活動をデータベース化する。

園アメリカで「環境衛生」電話

相談が、国立環境衛生科学研究所

によって開設された。無料で簡単

に環境、衛生の情報がも厄T明

らえる。 匙斗岨
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高度技術管理社会とは、たえず技術革新を行い、たえず守る
べきJレールが増えていく社会である。この社会を維持するに
は膨大な官僚を必要とする。官僚は専門家を擦作し、専門家
を隠れみのにして、社会・民衆を智頭する。擦作される専門
家とは何か、その実線を水俣摘は鏡のごとく映し出す。

最首悟

顔田正純著

四六版248頁 2,369 円

t堂轍聾軍事 〒240横浜市保土ケ谷区天王町]-12-12
さずイヤモンドマンシヨンτ百L(045)334-5554

法は、労働の場での安全と衛生在確保し、労働災害者防止する
ために頻繁に改正が行われ、規制の内容は複雑かっぽう大なも
のになっています。本書は、法の全容を要説するとともに、解

井上 j告著
A5版 271頁 3,500円

釈・選用上の問題についても
最新の法制こ基づき詳述した
ものです。

曲且鰻唱掛〒 101 東京都千代田区神田神保町1-31-2
"1"':F:;喝典-之~理.孟...i..R~,,1~ユ~-百以03)3293-3381 FAX(03)3291-判 37

事費量調講重量、撞難関韓議鎗事事顧い
全国安全センヲーの活動に御費問いただき、ぜひ賛助会員として入会してください。
賛助会費は、年度会費で、 1口1万円で1口以上です固 「安全センヲ 情報」の購読の
みしたいという方には購読会員制度を用意しました(年度会費は別表のとおりです)。
@東京労働金庫田町支庖 i(普)7535803J
@郵便振替口座 i00150-9-545940J
名義はいずれも「全国安全センヲー」

干 108東京都港三回3-]-3献ビJレ3F全国労働安全衛生センタ 連絡会議 
TEL(03)5232-0 182 FAX(03)5232-0 183

全国労働安全衛生センタ一連絡会議
108 東京都港区三田3-1-3 M.Kビル3階

TEL (03) 5232-0182/FAX (03) 5232-0183

北海道・社団法人北海道労働災害・職業病研究対策センター
004札幌市豊平区北野1条1丁目 6-30 医療生協内 TE L(011) 883-0330/FAX (011) 883-7261 

東京・東京東部労災職業病センター
136江東区亀戸1-33-7 TEL (03) 3683-9765/FAX (03) 3683-9766

東京・三多摩労災職業病センター
185 国分寺市南町2 - 6 - 7丸山会館2← 5 TEL (0123) 24-1024/FAX (0423) 24-1024

東京.三多摩労災職業病研究会
185 国分寺市本町3ー13-15 三多摩医療生協会館内 1' EL(0423) 24-1922/ドA X (0423) 2S-2663 

神奈 111・社団法人神奈川労災職業病センター
230横浜市鶴見区豊岡町2 0 - 9 サンコーポ豊岡 505 1'EL (045)己73-4289/FAX (045) 575-1948

新潟・財団法人新潟県安全衛生センター
951新潟県新潟市東堀通 2-481 TEL (025) 228-2127/FAX (025) 222-ω14

静岡・清水地区労センター
424清水市小芝町2 - 8

京都・労災福祉センター
601 京都市南区西九条島町 3

京都・京都労働安全衛生連絡会議
60] 京都市南区内九条東島町5 0 - 9 山本ピル3階

k 阪・関西労働者安全センター
540大阪市中央区森ノ宮中央]-]0-]6. 601

兵庫・尼崎労働者安全衛生センター
660尼崎市長洲本通]-]6-7 阪神医療生協気付

兵庫・関西労災職業病研究会
660尼崎市長洲本通]-]6-7 医療生協長洲支部

広 島・広島県労働安全衛生センター
732広島市南区稲荷町5 - 4 前回ピル

島取・鳥取県労働安全衛生センター
680 鳥取市南町 505 自治労会館内

愛媛・愛媛労働災害職業病対策会議
792新居浜市新同町]-9-9

高知・財団法人高知県労働安全衛生センター
780高知市蔚野イワ )1日]275-]

熊本・熊本県労働安全衛生センター
前 ]-21熊本市杭曾町秋田3441-20秋津Lークタウンクリニック内

大分・社団法人大分県勤労者安全衛生センター
870大分市寿町] - 3 労働福祉会館内

宮崎・旧松尾鉱山被害者の会
883 日JlIJ市財光寺283-211 長江同地1-14

自治体・自治体労働安全衛生研究会
102千代田区六番町l 自治労会館3階

(オブザーバー)

1' EL(0543)66-6ヨ88/FAX (0543) 66-6889

TEL (075) 691-9981/FAX (07S) 672-6467

TEL (075) 691-61911ドA X (075) 69]-6145

TEL (06) 943-]527IFAX 何日) 943-152考

1'El (06) 488-9952/FAX (06) 48月一 2762

1'EL (06)488-9952/FAX (06)488-2762

TEL (082) 264-4110 /FAX (082) 264-4110

TEL (0857) 22-6110/FAX (0857) 37-0090

TEL (0897) 34-02091FA X (0897) 37-1467

1'EL (0888) 45-3953/FAX (0888) 45-3928

TEL(096) 360-1991/FAX(096) 368-6177

TEL (0975) 37-7991/FAX (0975) 34-8671

TEL (0982) 53-9400/FAX (0982) 53-3404

TEL(03) 3239-9470/FAX (03)3264-1432

福 島・福島県労働安全衛生センター
960福島市船場町1 - 5 TEL (0245) 23-3586/FAX (0245) 23-3587

山 口・山口県安全センター
754 山口県小郡郵便局私書箱 44号


